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 地  区  

当ＪＡの営業地区は、深谷市、寄居町です。 

 

 役  員 （令和2年７月１日現在） 

 

代表理事組合長  原  浩     

代表理事専務  小久保 栄一     

常務理事（企画管理・営農経済担当）  西田 和行     

常務理事（信用・共済担当）  馬塲 克巳     

筆頭理事  間庭 実     

理  事  正田 昇  理  事  關谷 利男 

〃  髙  義治  〃  清水 克樹 

〃  福田 幸久  〃  大久保 知明 

〃  木 秀尚    〃  根岸 豪家 

〃  久保  隆    〃  今村 光一 

  〃  渋澤 好文    〃  石田 裕司 

  〃  柴﨑 信幸    〃  坂本 建治 

  〃  武井 三津夫    〃  梅澤 功 

  〃  大澤 敏道    〃  松﨑 直治 

  〃  川田 敏光    〃  田島  

  〃  澁澤 隆之    〃  中原 憲司 

  〃  神村 公德    〃  久保 正己 

  〃  吉橋 和敏    〃  新井 良和 

  〃  栗原 信幸    〃  松村 マサ江 

  〃  新 榮二    〃  大須賀 節子 

  〃  長谷川 明       

代表監事  大澤 辰已     

常勤監事  内田 律雄     

監  事  山口 純一  監  事  小林 正雄 

  〃  大谷 真一  〃  須賀 正光 

  〃 馬場 忠彦  員外監事  荻野 展二 

      

          

 

※ 当ＪＡでは、農協法第30条の２による「経営管理委員」制度は採用していません。 

  

 

会計監査人の名称  

 

みのり監査法人（令和2年7月現在） 所在地 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目12番9号 
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組合員数 職員の状況

区 分 平成 年 月期 令和 年 月期
区 分

平成 年 月 日 令和 年 月 日

正組合員 男子 女子 計 男子 女子 計

うち個人 一 般 職 員

うち法人 営 農 指 導 員

准組合員 生 活 指 導 員

うち個人 その他の職員

うち法人 合 計

合 計

組合員組織等

組織の名称 主な活動内容 構成人員

ふかや北部野菜協議会 野菜市場販売 名

ふかや南部野菜協議会 野菜市場販売 名

ふかや西部野菜協議会 野菜市場販売 名

ふかや農協鉢物研究会 鉢物市場販売 名

ＪＡふかや和牛繁殖部会 和牛繁殖・子牛販売 名

ＪＡふかや養蚕部会 繭生産販売 名

直売所連絡協議会 地場野菜直売 名

フロル直売所生産者部会 切花・鉢物直売 名

グル米ハウス農直部会 地場野菜直売 名

用土農産物直売センター利用部会 地場野菜・花植木直売 名

男衾直売所生産部会 地場野菜直売 名

川本農産物直売所野菜部会 地場野菜直売 名

藤沢支店チューリップ部会 花卉市場販売 名

藤沢支店ユリ部会 花卉市場販売 名

ＪＡふかや深谷ゆり部会 花卉市場販売 名

ふかや農協新会花卉組合 花卉市場販売 名

櫛挽肥育部 肉牛市場販売 名

櫛挽酪農部 生乳販売 名

幡羅支店酪農部会 生乳販売 名

本郷支店肉牛肥育部会 肉牛市場販売 名

ふかや農協寄居酪農生産組合 生乳販売 名

寄居町花植木出荷部会 花植木生産販売 名

寄居町福寿草部会 福寿草生産販売 名

寄居町梅生産組合 梅生産販売 名

風布みかん組合 みかん生産販売 名

小林みかん組合 みかん生産販売 名

男衾しいたけ生産組合 しいたけ生産販売 名

ＪＡふかや川本花卉部会 花卉市場販売 名

重忠米部会 ブランド米生産販売 名

女性部連絡協議会 名

年金友の会 名

共済友の会 名

ＪＡふかや農業青色申告会 名

当ＪＡの組合員組織を記載しています。
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当 ふかやは、組合員の皆さまをはじめ地域社会の皆さまが、「気軽に、ご利用できる」をモットーに、

暮らしに役立つさまざまな事業を展開しております。当ＪＡが行う主な事業について、ご案内いたします。

《 Ｊ Ａ ふ か や の 事 業 ･業 務 の ご 案 内 》

信用事業は、貯金、融資、為替などいわゆる銀行業務といわれる業務を行っております。

私どもは、組合員皆様と地域の皆様に信頼されるサービスのご提供と、期待や信頼にお応えする地域金

融機関を目指し、「ＪＡバンク」と称しております。

このＪＡバンクは、ＪＡ・県信連・農林中金という三段階の組織が有機的に結びつき、ＪＡバンクグル

ープとして大きな力を発揮しています。

さらに、平成 年 月に策定された「ＪＡバンク基本方針」により、破綻未然防止についても磐石な

態勢が整っています。また、ＪＡバンクグループは、独自の「破綻未然防止システム」と公的制度である

「貯金保険制度」により「ＪＡバンク、セーフティーネット」を構築しています。これにより、組合員・

利用者の皆さまにより一層の安心をお届けしています。

組合員の皆様、地域の皆様や事業主の皆様のライフスタイルに合わせた財産形成や生活設計の資

産づくりをお手伝いしております。

当座貯金、普通貯金（決済用貯金）、総合口座、貯蓄貯金、通知貯金、定期貯金、定期積金、納税

準備貯金などの各種貯金を、目的・期間・金額に合わせてご利用いただいております。

【貯金商品一覧】

種 類 特 色 期 間 お預入金額

当 座 貯 金
日常の商取引に手形・小切手をご使用いただく貯金です。効率的な資金

管理に最適です。
出し入れ自由 円以上

納 税 準 備 貯 金
税金納付資金専用の貯金です。日頃から準備をしておくと納税時にあわ

てないで済みます。利息は非課税です。

引き出しは納税時

入金は随時
円以上

普 通 貯 金

いつでもお出し入れのできる、いわば毎日のお財布や家計簿がわりにご

利用いただけます。また、貯金保険制度により全額保護される普通貯金

無利息型（決済用）も取扱っております。

出し入れ自由 円以上

貯 蓄 貯 金

普通貯金と同じように出し入れができるうえ、お預入残高に応じて、適

用金利が段階的に高くなります。（金利情勢などにより、各段階の金利が

同じになる場合もございます。）お使いみちの決まっていない資金の運用

に最適です。

出し入れ自由 円以上

総 合 口 座

普 通
普通貯金と定期貯金を一冊にしたものです。預ける、貯める、支払う、

受取る、借りるがこの一冊の通帳でＯＫです。
出し入れ自由 円以上

定 期
いざという時、自動融資 定期貯金の ％、最高 万円 が受けられま

す。（スーパー 大口 変動金利 期日指定定期の受入れ可）

自動継続扱い

（ ヶ月～ 年）

（ス 変 期）

１円以上

（大）１千万円以上

定

期

貯

金

通 知 貯 金
まとまったお金を短期間預けるのに有利な貯金です。お引き出しは２日

前までにご連絡をいただくことになっています。
日間以上 ５万円以上

期日指定定期貯金
利息の計算は１年複利で、大変お得です。３年にわたり預け入れができ、

長期の運用が可能です。
最長 年

円以上

百万円未満

スーパー定期貯金

一番身近な自由金利 お預入れ時の金融情勢で金利が決まる）商品です。

年･ 年･ 年もののお利息は、単利もしくは半年複利です。

（半年複利は個人のみ）

ヶ月～ 年 円以上

変動金利定期貯金
ヶ月ごとのサイクルで利率が見直しされる変動金利商品です。 年もの

のお利息は、半年複利です。（半年複利は個人のみ）
年･ 年･ 年 円以上

大 口 定 期 貯 金
まとまった資金の運用に最適です。金利は、お預入れ時の金融情勢に応

じて決まります。
ヶ月～ 年 千万円以上

貯 金 業 務

信 用 事 業

主な事業の内容  
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種 類 特 色 期 間 お預入金額

財

形

貯

金

一 般 財 形 貯 金
毎月のお給料や賞与から積立ご希望額を天引き貯金で、知らず知らずの

うちに大きく貯まる貯金です。
年以上 円以上

財 形 年 金 貯 金
豊かな老後の生活設計にご活用いただける年金タイプの財形貯金です。

（財形住宅貯金と合わせ、 万円まで非課税です。）
年以上 円以上

財 形 住 宅 貯 金

マイホーム取得・増改築を目的とした財形貯金です。マイホームプラン

に合わせ積立額、期間が決められます。（財形年金貯金と合わせ、

万円まで非課税です。）

年以上 円以上

定 期 積 金
みなさまの計画に合わせて、毎月決まった日に一定の掛金で無理のない

ペースで積立てられます。
ヶ月～ 年 円以上

積 立 式 定 期 貯 金 エンドレス型、満期型、年金型の３種類があります。
種類によって

分かれます
円以上

譲 渡 性 貯 金
大口の余裕資金を有利に運用できる自由金利商品で、満期日前に第三者

に譲渡することができます。
７日～５年

１千万以上

１円単位

Ｊ Ａ 教 育 資 金

贈 与 専 用 口 座

教育資金非課税措置の適用を受けるための普通貯金専用口座です。

教育資金を受贈した 歳未満の個人の方が対象になります。

貯金者が 歳に達し
た日等、一定の要件に
該当した日まで 口座
開設･新規預入は令和
年 月 日まで

円以上

万円以下

結婚・子育て資金

贈 与 専 用 口 座

結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるための普通貯金専用口座で

す。結婚・子育て資金を受贈した２０歳以上５０歳未満の個人の方が対

象になります。

貯金者が 歳に達し
た日等、一定の要件に
該当した日まで（口座
開設・新規預入は令和
年 月 日まで）

１円以上

万円以下

【ご契約にあたって】

※ 貯金の種類により、金利は異なります。金利は、窓口に掲示してありますのでご確認ください。

※ 新規の口座を開設する場合、 万円を超える現金取引、 万円を超える振込みを行う場合など、犯罪収益移転防止法により取引時

確認をさせていただきますので、運転免許証等本人確認書類の提示が必要となります。

●〈便利さ〉を生かした通帳…………総合口座・普通貯金
●有利に大きくふやす…………………定期貯金・積立定期貯金
●くらしの夢を育てる…………………定期積金
●明日への財産づくりに………………財形貯金

農業専門金融機関として、農業の振興を図るための農業関連資金はもとより、組合員の皆さまの

生活を豊かにするための生活改善資金等を融資しています。

また、地域金融機関の役割として、地域住民の皆さまの暮らしに必要な資金や、地方公共団体、

農業関連産業・地元企業等、農業以外の事業へも必要な資金を貸し出し、農業の振興はもとより、

地域社会の発展のために貢献しています。

さらに、株式会社日本政策金融公庫をはじめとする政府系金融機関等の代理貸付、個人向けロー

ンも取り扱っています。

【ローン商品一覧】

ローン名 ご利用いただける方 使いみち ご融資額 ご融資期間 ご返済方法 担保・保証

Ｊ
住 宅 ロ ー ン

リフォーム
ローン

一定かつ安定した収入の

ある満 歳以上満 歳

未満の方（完済時満 歳

未満）

住宅の新築、増改築、

宅地の購入、住宅資金

の借換

リフォームローンは､

住宅の増改築資金

１億円以内
リフォームローンは、

万円以内

（ 万円単位）

年～ 年
リフォームローン

は、 年～ 年）

・元金均等毎月返済

（住宅ローン）

・元金均等毎月返済

ボーナス併用

（住宅ローン）

・元利均等毎月返済

・元利均等毎月返済

ボーナス併用

・抵当権の設定

（リフォームロー

ンは原則、抵当権

の設定は不要）

・基金協会保証

（団信付保）

Ｊ

小 口 ロ ー ン

一定かつ安定した収入の

ある満 歳以上の方

（完済時満 歳未満）

（満 歳未満は農業者、

給与所得者の方に限りま

す）

生活に必要な資金で使

いみちは自由

負債整理資金･

事業資金は除きます

万円以上
５ 万円以内
（ 万円単位）

ヶ月～１０年
・元利均等毎月返済

・元利均等毎月返済

ボーナス併用

・基金協会保証

（希望により団信

付保可）

融 資 業 務
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ローン名 ご利用いただける方 使いみち ご融資額 ご融資期間 ご返済方法 担保・保証

Ｊ
教 育 ロ ー ン

一定かつ安定した収入の

ある満 歳以上の方

（完済時満 歳未満）

高校、各種学校、短大、

大学の入学金、授業料

など一切の教育資金

万円以上
万円以内

（ 万円単位）

６ヶ月～
年以内

・元利均等毎月返済

・元利均等毎月返済

ボーナス併用

・基金協会保証

（団信付保）

教育ローン
（カード型）

一定かつ安定した収入の

ある満 歳以上 歳未

満の方

就学されるご子弟また

はご本人の教育に関す

るすべてのご資金

万円以上
万円以内

（ 万円単位）

年（自動更新）
（満 歳の誕

生日以降は更新
は行わない）

・定額式約定返済

・任意返済
・三菱 ニコス

Ｊ
マイカーローン

一定かつ安定した収入の

ある満 歳以上

（完済時満 歳以下）

自動車･バイクの購入､

点検､修理､車検、免許

の取得、カー用品購入、

自動車ローン借換に必

要な資金

万円以上

万円以内
（ 万円単位）

ヶ月～ 年

・元利均等毎月返済

・元利均等毎月返済

ボーナス併用

・基金協会保証

（希望により団信

付保可）

・ジャックス

Ｊ
ワイドカードローン

一定かつ安定した収入

のある満 歳以上満

歳未満の方

生活に必要な資金 極度額
万円以内

（ 万円単位）

（農業経営者以

外の方は極度額

万円以内）

年（自動更新）

（満 歳の誕生

日以降は契約の

更 新 は 行 わ な

い）

・定率式約定返済

・任意返済

・基金協会保証

カードローン
（ニコス保証）

一定かつ安定した収入

のある満 歳以上満

歳未満の方

生活に必要な資金
極度額 万円

以内

（ 万円単位）

年（自動更新）
（満 歳の誕
生日以降は更新

は行わない）

・定率式約定返済

・任意返済
・三菱 ニコス

Ｊ
農機ハウスローン

【個人】一定かつ安定した

収入のある満 歳以上の

方（完済時満 歳未満）

【法人等】直近決算で繰越

欠損のない法人･任意団体

農機具の購入、修理等

の資金及びパイプハウ

ス資材、建設費並びに

他金融機関の農機具ロ

ーン借換資金

万円以上

万円以内
（所用資金の範囲

内）

（ 万円単位）

１年～ 年
（他金融機関の農

機具ローン借換資

金の場合は残存期

間以内）

・元金均等毎月返済

・元金均等年１回・年

２回返済

・元金均等毎月返済ボ

ーナス併用

・元利均等毎月返済

・元利均等年１回・年

２回返済

・元利均等毎月返済ボ

ーナス併用

・基金協会保証

（希望により団信

付保可）

Ｊ

営農ローン

一定かつ安定した収入の

ある満 歳以上満 歳

未満の方

農業生産に必要な営農

資金 極度額
万円以内

（ 万円単位）

年（自動更新）

（満 歳の誕生

日以降は契約の

更 新 は 行 わ な

い）

入金された資金を自

動的に貸越金に充て

ます。

・基金協会保証

担い手
応援ローン

【個人】一定かつ安定した

収入のある満 歳以上満

歳未満の方

【法人】

直近決算で繰越欠損のな

い法人

【個人】農業生産に直

結する運転資金

【法人】

農業経営に必要な運転

資金

極度額

万円以内
（ 万円単位）

年（自動更新）

（満 歳の誕生

日以降は契約の

更 新 は 行 わ な

い）

入金された資金を自

動的に貸越金に充て

ます。

・基金協会保証（借

入額 万円超

は抵当権を設定）

アグリ

スーパー資金

【個人】一定かつ安定した

収入のある満 歳以上満

歳未満の方

【法人等】

直近決算で繰越欠損のな

い法人･任意団体

【個人】農業生産に直

結する運転資金

【法人等】

農業経営に必要な運転

資金

過去の生産実績に

基づき支払われる

交付金相当額及び

販売代金相当額の

うち、口座入金さ

れる金額の範囲内

（ 万円単位）

年以内
入金された資金を自

動的に貸越金に充て

ます。

・基金協会保証

アグリ
マイティー資金

【個人】一定かつ安定した

収入のある満 歳以上の

方（完済時満 歳未満）

【法人等】

直近決算で繰越欠損のな

い法人･任意団体

・農業生産、あるいは農

産物の加工等に必要な

設備資金・運転資金

・再生可能エネルギー利

用の取組に必要な設備

取得等資金

※アグリエース

資金

万円以上

万円以内

（ 万円単位）

＊法人等の場合は

万円以上

万円以内

＊再生可能エネル

ギー利用にかかる

資金の場合は

万円以内

２０年以内

・元金均等毎月返済

・元金均等年１回・年

２回返済

・元金均等毎月返済ボ

ーナス併用

・元利均等毎月返済

・元利均等年１回・年

２回返済

・元利均等毎月返済ボ

ーナス併用

・基金協会保証

＊必要に応じ担保

を設定
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ローン名 ご利用いただける方 使いみち ご融資額 ご融資期間 ご返済方法 担保・保証

Ｊ
教 育 ロ ー ン

一定かつ安定した収入の

ある満 歳以上の方

（完済時満 歳未満）

高校、各種学校、短大、

大学の入学金、授業料

など一切の教育資金

万円以上
万円以内

（ 万円単位）

６ヶ月～
年以内

・元利均等毎月返済

・元利均等毎月返済

ボーナス併用

・基金協会保証

（団信付保）

教育ローン
（カード型）

一定かつ安定した収入の

ある満 歳以上 歳未

満の方

就学されるご子弟また

はご本人の教育に関す

るすべてのご資金

万円以上
万円以内

（ 万円単位）

年（自動更新）
（満 歳の誕

生日以降は更新
は行わない）

・定額式約定返済

・任意返済
・三菱 ニコス

Ｊ
マイカーローン

一定かつ安定した収入の

ある満 歳以上

（完済時満 歳以下）

自動車･バイクの購入､

点検､修理､車検、免許

の取得、カー用品購入、

自動車ローン借換に必

要な資金

万円以上

万円以内
（ 万円単位）

ヶ月～ 年

・元利均等毎月返済

・元利均等毎月返済

ボーナス併用

・基金協会保証

（希望により団信

付保可）

・ジャックス

Ｊ
ワイドカードローン

一定かつ安定した収入

のある満 歳以上満

歳未満の方

生活に必要な資金 極度額
万円以内

（ 万円単位）

（農業経営者以

外の方は極度額

万円以内）

年（自動更新）

（満 歳の誕生

日以降は契約の

更 新 は 行 わ な

い）

・定率式約定返済

・任意返済

・基金協会保証

カードローン
（ニコス保証）

一定かつ安定した収入

のある満 歳以上満

歳未満の方

生活に必要な資金
極度額 万円

以内

（ 万円単位）

年（自動更新）
（満 歳の誕
生日以降は更新

は行わない）

・定率式約定返済

・任意返済
・三菱 ニコス

Ｊ
農機ハウスローン

【個人】一定かつ安定した

収入のある満 歳以上の

方（完済時満 歳未満）

【法人等】直近決算で繰越

欠損のない法人･任意団体

農機具の購入、修理等

の資金及びパイプハウ

ス資材、建設費並びに

他金融機関の農機具ロ

ーン借換資金

万円以上

万円以内
（所用資金の範囲

内）

（ 万円単位）

１年～ 年
（他金融機関の農

機具ローン借換資

金の場合は残存期

間以内）

・元金均等毎月返済

・元金均等年１回・年

２回返済

・元金均等毎月返済ボ

ーナス併用

・元利均等毎月返済

・元利均等年１回・年

２回返済

・元利均等毎月返済ボ

ーナス併用

・基金協会保証

（希望により団信

付保可）

Ｊ

営農ローン

一定かつ安定した収入の

ある満 歳以上満 歳

未満の方

農業生産に必要な営農

資金 極度額
万円以内

（ 万円単位）

年（自動更新）

（満 歳の誕生

日以降は契約の

更 新 は 行 わ な

い）

入金された資金を自

動的に貸越金に充て

ます。

・基金協会保証

担い手
応援ローン

【個人】一定かつ安定した

収入のある満 歳以上満

歳未満の方

【法人】

直近決算で繰越欠損のな

い法人

【個人】農業生産に直

結する運転資金

【法人】

農業経営に必要な運転

資金

極度額

万円以内
（ 万円単位）

年（自動更新）

（満 歳の誕生

日以降は契約の

更 新 は 行 わ な

い）

入金された資金を自

動的に貸越金に充て

ます。

・基金協会保証（借

入額 万円超

は抵当権を設定）

アグリ

スーパー資金

【個人】一定かつ安定した

収入のある満 歳以上満

歳未満の方

【法人等】

直近決算で繰越欠損のな

い法人･任意団体

【個人】農業生産に直

結する運転資金

【法人等】

農業経営に必要な運転

資金

過去の生産実績に

基づき支払われる

交付金相当額及び

販売代金相当額の

うち、口座入金さ

れる金額の範囲内

（ 万円単位）

年以内
入金された資金を自

動的に貸越金に充て

ます。

・基金協会保証

アグリ
マイティー資金

【個人】一定かつ安定した

収入のある満 歳以上の

方（完済時満 歳未満）

【法人等】

直近決算で繰越欠損のな

い法人･任意団体

・農業生産、あるいは農

産物の加工等に必要な

設備資金・運転資金

・再生可能エネルギー利

用の取組に必要な設備

取得等資金

※アグリエース

資金

万円以上

万円以内

（ 万円単位）

＊法人等の場合は

万円以上

万円以内

＊再生可能エネル

ギー利用にかかる

資金の場合は

万円以内

２０年以内

・元金均等毎月返済

・元金均等年１回・年

２回返済

・元金均等毎月返済ボ

ーナス併用

・元利均等毎月返済

・元利均等年１回・年

２回返済

・元利均等毎月返済ボ

ーナス併用

・基金協会保証

＊必要に応じ担保

を設定

 

ローン名 ご利用いただける方 使いみち ご融資額 ご融資期間 ご返済方法 担保・保証

Ｊ

事 業 者 ロ ー ン

一定かつ安定した収入の

ある満 歳以上の方

（完済時満 歳未満）

組合員の事業に必要な

設備資金・運転資金

万円以上

万円以内
（運転資金は、

万円以内）

万円単位）

年～ 年
（運転資金は、

１年～ 年）

・元金均等毎月返済

・元利均等毎月返済

・基金協会保証

（原則、抵当権

の設定は不要）

Ｊ
賃貸住宅ローン

一定かつ安定した収入の

ある満 歳以上の方

（完済時満 歳未満）

賃貸住宅の建設､増改

築､補修に必要な資金
万円以上

億円以内
（ 万円単位）

年～ 年
・元金均等毎月返済

・元利均等毎月返済

・抵当権の設定

・基金協会保証

※ 各商品ごとに利率、保証料、ご利用限度額などが異なりますのでローンのご利用にあたっては、ご相談ください。

■ つぎの資金についても、ご相談ください。

代 理 貸 付 商 品 名 内 容

㈱ 日 本 政 策 金 融 公 庫
農業者等への長期設備資金、長期運転資金

高校・短大・大学等へ進学するために必要な資金

※ 上記のローンや代理貸付以外の一般融資も行っていますので、事業資金（運転資金、設備投資資金など）がご必
要の時はご相談ください。

全国のＪＡ・県信連・農林中金の店舗をはじめ、全国の銀行、信用金庫などの各店舗と為替網を

結び、当ＪＡの窓口・ＡＴＭから全国の金融機関に対して送金・振込や手形・小切手等の取立てを

安全、確実、迅速に処理するサービスを行っております。

オンラインシステムを利用した各種の自動受取り・支払いサービスや、事業主の皆様のための給

与振込みサービス、自動集金サービス、口座振替サービスなどの取り扱いをしております。

また、全国全てのＪＡバンクでの貯金の出し入れや銀行、信用金庫及びゆうちょ銀行、コンビニ

エンスストアなどでの現金引き出し（ゆうちょ銀行、セブン銀行、イーネット、ローソン銀行ＡＴ

Ｍでは預入れも可）ができるキャッシュカードサービスなどさまざまなサービスを行っております。

その他の業務及びサービス一覧

内 国 為 替 業 務

ローンの上手な利用方法

豊かな生活を送るためには、ローンを上手に利用することも必要です。それには、計画的に無理なく返済で

きる範囲内でローンをご利用いただくことが肝要です。返済計画は、生活を極端に切り詰めることなく、また

病気など不慮の事故も考慮して、余裕のある計画を立てるようにしてください。
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種 類 内 容

内 国 為 替 業 務
全国の金融機関（ＪＡ、銀行、信用金庫、信用組合、労金など）をネットする「全銀システム」により送金、

振込及び手形小切手の取立を安全、確実に行えます。

国 債 窓 口 販 売 業 務 国債の募集を取り扱っています。（本店と支店でご利用できます。）

投資信託窓口販売業務 各種の投資信託の募集を取り扱っています。（本店でご利用できます。）

キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス

カード 枚で、貯金の入出金･残高照会などが、当 の本支店をはじめ、全国の提携金融機関や

ゆうちょ銀行の でご利用できるほか、コンビニエンスストア等に設置のＡＴＭ（セブン銀
行、イーネット、ローソン銀行）でもご利用できます。

デビットカードサービス
現在お手持ちのキャッシュカードを利用して、加盟店でのお買い物やサービス料金などのお支
払に利用できるサービスです。

Ａ Ｔ Ｍ
キャッシュカードや通帳でのお預入れ、お引出し、通帳記入、残高照会のほか、暗証番号の変
更、定期貯金のお預入れ、税金・公共料金等の払込など様々な機能をご利用いただけます。

自 動 支 払 ・ 自 動 受 取
毎月の 大公共料金 電気･ガス・水道・電話・ 、税金、共済掛金、学費、クレジットカードなどの

お支払や、給与、年金などのお受取りを自動的に行う便利で安心なサービスです。

振 替 サ ー ビ ス
住宅家賃、会費など各種の集金代金を当ＪＡ本支店のご指定口座から自動的に収納するサービ
スです。

バ ン ク ア プ リ
お客さまのスマートフォンから、貯金残高・入出金明細の照会をアプリでご利用できるサービ
スです。

インターネットバンキング
お客さまのインターネットに接続可能なパソコン、スマートフォン、携帯電話を通じて、貯金

残高・入出金明細の照会や振込・振替などをご利用できるサービスです。

定時自動送金サービス
住宅家賃･仕送りなど毎月一定額の振込みをご指定日にお客さまの口座から当ＪＡ本支店・他金
融機関のご指定口座へ送金いたします。

カ ー ド
「 」・「 」ブランドのクレジットカードに、ＪＡ独自のサービスを付加したＪ
Ａカードの発行や加盟店へのご加入のお取次ぎをいたします。

署 名 鑑 印 刷 サ ー ビ ス
小切手帳や手形帳を発行する際に署名判を自動印字するサービスです。従来のゴム印による押

捺よりも省力化され、不鮮明などの押し損じもなくなります。

年 金 相 談 年金に関するあらゆるご相談をスタッフが無料で承っております。

ＪＡふかやの金融商品の勧誘方針

当組合は、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等に係る勧誘にあたっては、次の事項を遵守

し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧誘を行います。

１．組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融

商品の勧誘と情報の提供を行います。

２．組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよ

う努めます。

３．不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤

解を招くような説明は行いません。

４．電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。

５．組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。

６．販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努めます。
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種 類 内 容
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各 種 手 数 料（令和 年７月１日現在）

【為替手数料】

種 類 利用区分
当ＪＡの
同一店宛

当ＪＡの
他店宛

県内
系統ＪＡ宛

県外の
系統ＪＡ宛

他金融機関宛

送 金 普通扱 件につき 円 円 円 円

振

込

窓 口

電信
各 件につき

万円未満 無料 円 円 円 円

万円以上 円 円 円 円 円

文書
各 件につき

万円未満 無料 円 円 円 円

万円以上 円 円 円 円 円

定 時

自 動
送 金

電信
各 件につき

万円未満 無料 円 円 円 円

万円以上 無料 円 円 円 円

文書
各 件につき

万円未満 無料 円 円 円 円

万円以上 無料 円 円 円 円

現金自動化機器（ ）

各 件につき

万円未満 無料 円 円 円 円

万円以上 万円未満 無料 円 円 円 円

万円以上 無料 円 円 円 円

インターネットバンキング

各 件につき

万円未満 無料 円 円 円 円

万円以上 無料 円 円 円 円

【手形・小切手取立手数料その他】
種 類 手数料

代金
取立

普通扱い 通につき 円

至急扱い 通につき 円

その他

送金・振込の組戻料 件につき 円

取立手形の組戻料 通につき 円

不渡手形の返却料 通につき 円

取立手形店頭呈示料 通につき 円

（ 円を超える経費を要する場合は、その実費）

【手形・小切手発行手数料】
種 類 手数料

小切手帳 冊 枚綴り 円

約束手形帳 冊 枚綴り 円

為替手形（１枚） 円

借入専用約束手形（ 枚） 無料

マル専手形（１枚） 円

マル専当座開設手数料 円

【署名鑑印刷サービス】
種 類 手数料

署名鑑登録手数料（手形・小切手） 円

署名鑑変更手数料（手形・小切手） 円

小切手帳 冊 枚綴り 円

約束手形帳 冊 枚綴り 円

為替手形（１枚） 円

【円貨取扱手数料（窓口）】
希 望 金 額 の 合 計 枚 数

枚まで
枚～

枚まで

１ ～

枚まで

以降 枚

毎に加算

手数料 無料 円 円 円

※ 記念硬貨への両替、汚損した現金の交換は、無料

【融資関係手数料】
種 類 手数料

残高証明書発行 通あたり 円

融資証明書発行 通あたり 円

住宅ローン（統一ローン）

新規実行 円

条件変更（金利条件含む） 円

（上記以外のもの） 円

全部繰上返済 実行後 年未満 円

一部繰上返済 円

特約期間設定 新規設定時 無料

継続時 円

固定金利選択型への変更 円

統一ローン 新規実行 円

ローンカード再発行 円

貯金・共済担保貸出 円

上記以外の貸出
新規実行額の

％

信用調査及び担保の調査、保管に係る費用 実費

取引履歴明細表（ 通）（過去 年まで） 円

取引履歴明細表（ 通）（過去 年分を超える
期間）

か月毎に

円加算

【その他の手数料】
種 類 手数料

残高証明書発行（貯金・貸出） 通あたり 円

取引履歴明細表（貯金・貸出） 通あたり

過去 年分まで 円

過去 年を超える期間 （ か月毎） 円

相続貯金仮払履歴証明書 通あたり 円

自己宛小切手発行 通あたり 円

通帳・証書再発行 件あたり 円

ＩＣキャッシュカード発行・更新 無料

ＩＣキャッシュカード再発行 円

カード（一体型）発行・更新 無料

カード（一体型）再発行 円

ﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ 利用手数料 （ ヶ月） 無料

法人ＪＡﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ利用手数料 （ ヶ月）

基本ｻｰﾋﾞｽ（照会・振込ｻｰﾋﾞｽ） 円

基本ｻｰﾋﾞｽ＋ﾃﾞｰﾀ伝送ｻｰﾋﾞｽ 円

※ここに掲載しました手数料のほか、個々の取引内容等により手数料が異なる場合や新たに付加される場合がありますので窓口で

ご確認ください。
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ＪＡ共済は、組合員・利用者の皆さまが不安なく暮らせるように、生活全般に潜むリスクに対して幅広

く保障するよう「ひと・いえ・くるま」の総合保障を提供しています。

死亡、病気、ケガ、老後などに備える「ひと」の保障。火災はもちろん、地震や台風などさまざまな自

然災害に備える「いえ」の保障。そして現代社会ではなくてはならない「くるま」の事故に備える保障。

この「ひと・いえ・くるま」の総合保障をつうじて、それぞれの目的やライフプランに応じて充実した保

障を提供し、皆さまの毎日の暮らしをバックアップしていきます。

【主な共済商品の一覧】

 

種 類 内 容

終身共済
万一のときはもちろん、ニーズにあわせた特約により保障内容を自由に設計できる確かな生涯保障プラ

ンです。

引受緩和型

終身共済

通院中の方、病歴がある方など健康状態に不安がある方でも、簡単な告知でお申込みいただけます。一

生涯にわたって、万一のときの保障が確保できます。

一時払終身共済
満期共済金や退職金等の一時金を活用した長期資金確保・相続対策ニーズに応えることができるプラン

です。医師の診査なしの簡単な手続きでお申込みいただけます。

定期生命共済
万一のときをお手頃な共済掛金で保障するプランです。農業の新たな担い手などの経営者の万一のとき

の保障と退職金などの資金形成ニーズにこたえるプランもあります。

養老生命共済 万一のときの保障と将来の資金づくりを両立させたプランです。

こども共済
お子さまの入学資金や結婚・独立資金の準備に最適なプランです。共済契約者（親族）が万一のときは、

満期まで毎年養育年金を受け取れるプランもあります。

がん共済
がんと闘うための安心を一生涯にわたって手厚く保障します。すべてのがんのほか、脳腫瘍も対象とし

ています。

医療共済
病気やケガによる入院・手術を手厚く保障するプランです。手術や放射線治療をしっかり保障するとと

もに、全額自己負担となる先進医療の技術料を保障します。

引受緩和型

医療共済

通院中の方、病歴がある方など健康状態に不安がある方でも、簡単な告知でお申込みいただけます。日

帰り入院から、手術、放射線治療を一生涯保障します。

介護共済
一生涯にわたって、介護の不安に備えることができるプランです。公的介護保険制度に定める要介護２

～５に認定されたとき、または所定の重度要介護状態になったときに介護共済金が受け取れます。

一時払介護共済
満期共済金や退職金等の一時金を活用して、一生涯にわたって介護の不安に備えることができるプラン

です。介護共済金の受け取りがなく、お亡くなりになられたときは死亡給付金が受け取れます。

生活障害共済
病気やケガにより身体に障害が残ったときの収入の減少や支出の増加に備えられる幅広い保障です。身

体障害者福祉法に定める ～ 級の障害を保障します。

特定重度疾病

共済

三大疾病に加え、三大疾病以外の「心・血管疾患」や「脳血管疾患」さらには、「その他の生活習慣病」

まで幅広く保障するプランです。

予定利率変動型

年金共済

老後の生活資金準備のためのプランです。医師の診査なしの簡単な手続きでお申込みいただけます。ま

た、最低保証予定利率が設定されているので安心です。

建物更生共済
火災はもちろん、地震や台風などの自然災害も幅広く保障します。また、満期共済金は、建物の新築・

増改築や家財の買替資金としてご活用いただけます。

※ この資料は概要を説明したものです。各種共済の仕組み内容につきましては、「重要事項説明書（契約概要）」をご覧ください。

詳しくは窓口までお問合せください。

※ このほかにも、みどり国民年金基金（第 号被保険者の上乗せ年金）などがあります。

 
 
 

 
 
 

 
 

長期共済（共済期間が 年以上の契約）

共 済 事 業
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もに、全額自己負担となる先進医療の技術料を保障します。

引受緩和型

医療共済

通院中の方、病歴がある方など健康状態に不安がある方でも、簡単な告知でお申込みいただけます。日

帰り入院から、手術、放射線治療を一生涯保障します。

介護共済
一生涯にわたって、介護の不安に備えることができるプランです。公的介護保険制度に定める要介護２

～５に認定されたとき、または所定の重度要介護状態になったときに介護共済金が受け取れます。

一時払介護共済
満期共済金や退職金等の一時金を活用して、一生涯にわたって介護の不安に備えることができるプラン

です。介護共済金の受け取りがなく、お亡くなりになられたときは死亡給付金が受け取れます。

生活障害共済
病気やケガにより身体に障害が残ったときの収入の減少や支出の増加に備えられる幅広い保障です。身

体障害者福祉法に定める ～ 級の障害を保障します。

特定重度疾病

共済

三大疾病に加え、三大疾病以外の「心・血管疾患」や「脳血管疾患」さらには、「その他の生活習慣病」

まで幅広く保障するプランです。

予定利率変動型

年金共済

老後の生活資金準備のためのプランです。医師の診査なしの簡単な手続きでお申込みいただけます。ま

た、最低保証予定利率が設定されているので安心です。

建物更生共済
火災はもちろん、地震や台風などの自然災害も幅広く保障します。また、満期共済金は、建物の新築・

増改築や家財の買替資金としてご活用いただけます。

※ この資料は概要を説明したものです。各種共済の仕組み内容につきましては、「重要事項説明書（契約概要）」をご覧ください。

詳しくは窓口までお問合せください。

※ このほかにも、みどり国民年金基金（第 号被保険者の上乗せ年金）などがあります。

 
 
 

 
 
 

 
 

長期共済（共済期間が 年以上の契約）

共 済 事 業

 

種 類 内 容 種 類 内 容

自動車共済

相手方への対人・対物賠償をはじめ、ご自

身・ご家族のための傷害保障、車両保障など、

万一の自動車事故を幅広く保障します。

傷害共済
日常のさまざまな災害による万一のときや負

傷を保障します。

自賠責共済

法律ですべての自動車に加入が義務付けら

れています。人身事故の被害者への賠償責任

を保障します。

賠償責任

共 済

日常生活・業務中に生じた損害賠償責任など

を保障します。

火 災 共 済 住まいの火災損害を保障します。

※ この資料は概要を説明したものです。各種共済の仕組み内容につきましては、「重要事項説明書（契約概要）」をご覧ください。

詳しくは窓口までお問合せください。

 

営農経済センター（生産資材店舗）では、農産物の種、苗、肥料、農薬、農具、園芸資材等を販売して

います。米や野菜等を出荷している農家向けの品物だけではなく、家庭菜園向けの品物も取り揃えていま

す。店舗に営農指導員が野菜づくりのアドバイスも行っています。

生産者から消費者へ新鮮で安心・安全な農畜産物をお届けする事業を行っています。生産者が生産した

農畜産物を市場に出荷するほか、新規販売先や契約取引を提案しています。

また、「地産地消」の取り組みとして、 直売所で定期的にイベントを開催し、広く消費者に直接販売

をしています。

さらに、季節限定の直売ネットで深谷産とうもろこし・ねぎ・大和芋を受付し、全国の消費者の方にご

利用いただいています。

地域環境に即した「農と住の調和したまちづくり」をめざし、組合員の皆様の土地資産等に関すること

についての総合相談業務や各種の不動産仲介業務等を行っています。

また、賃貸施設の建設やリフォームに関する斡旋や紹介も行っております。

組合員の皆様と共に歩む営農指導 地域農業振興活動の支援・農業経営支援などの農業・農家のための

活動 や組合員の皆様や地域の皆様と共に歩む生活指導（共同購入・地産地消などの生活文化活動）はも

とより、外部の専門家を活用した法律・税務相談の窓口開設や、土地の有効利用などの資産管理相談、健

康相談などの総合的な相談機能により、暮らしの全般にわたったサポートをしております。

担い手の高齢化、後継者不足が進む中、平成 年 月 日に設立した（株）ふかやアグリサービスと

ともに農作業受託等の拡大による農地保全機能の発揮に努め、地域農業の維持や、耕作放棄地の防止・解

消に取り組みます。

農 作 業 受 委 託 事 業

販 売 事 業

短期共済（共済期間が 年未満の契約）

営農･生活 ･相談事業

資 産 管 理 事 業

購 買 事 業
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《 株 式 会 社 ふ か や ア グ リ サ ー ビ ス の 事 業 ・ 業 務 の ご 案 内 》
当ＪＡふかやグループの子会社（株）ふかやアグリサービスは、ＪＡと連携しながら組合員と地域の皆

様に役立つサービスを提供しております。その内容は、次のとおりです。

事業系統図

耕作放棄地の防止・解消のため、田畑の耕耘、代かき、田植え、麦刈り、稲刈り、草刈作業等を行いま

す。

水稲・野菜等を生産し、出荷・販売を行います。

経営規模は水稲 、小麦 、畑作 （玉葱等）の農業の生産を行います。

農 業 の 経 営

農産物の生産及び販売

農 作 業 受 託 事 業

Ｊ Ａ ふ か や 本支店（ 店）、経済Ｃ（ 店舗）、直売所（ 店舗）、給油所（ 店舗）他

子会社 社 株式会社ふかやアグリサービス
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《 株 式 会 社 ふ か や ア グ リ サ ー ビ ス の 事 業 ・ 業 務 の ご 案 内 》
当ＪＡふかやグループの子会社（株）ふかやアグリサービスは、ＪＡと連携しながら組合員と地域の皆

様に役立つサービスを提供しております。その内容は、次のとおりです。

事業系統図

耕作放棄地の防止・解消のため、田畑の耕耘、代かき、田植え、麦刈り、稲刈り、草刈作業等を行いま

す。

水稲・野菜等を生産し、出荷・販売を行います。

経営規模は水稲 、小麦 、畑作 （玉葱等）の農業の生産を行います。

農 業 の 経 営

農産物の生産及び販売

農 作 業 受 託 事 業

Ｊ Ａ ふ か や 本支店（ 店）、経済Ｃ（ 店舗）、直売所（ 店舗）、給油所（ 店舗）他

子会社 社 株式会社ふかやアグリサービス

 

 

 《 業 績 の 概 要 》
信 用 事 業

貯 金

地域に密着した金融機関として、ＪＡ利用者に対する取引・サービス提供の積極的な拡大に努め、

貯金残高は 億 万円となりました。

貸出金

組合員の営農資金をはじめ住宅やマイカー等への資金需要に積極的な対応を行い、貸出残高は、

億 万円となりました。

その他の業務

内国為替業務は、年間取扱量が、仕向為替 千件、 億 万円で被仕向為替 千件、

億 万円となりました。

国債窓口販売業務では、新窓販国債、個人向け国債の年間取扱残高は 万円でした。

共 済 事 業

組合員、地域の皆さまの家族一人ひとりの生涯保障の確立をめざし事業推進活動を積極的に展開した

結果、長期共済新契約高は 億円を挙績し、保有契約高は 億円となりました。

また、年金共済新契約高においても 億 万円、自動車共済新契約 件ご加入いただきま

した。

購 買 事 業

営農指導・販売事業と連携し、良質な資材を適正価格で安定的に供給するために購買課を中心に取扱

体制の確立に努めた結果、 億 万円の取扱い実績となりました。

販 売 事 業

主力農畜産物の共販体制の強化に取組みましたが、長期にわたる農産物価格の低迷により、取扱高が

億 万円に減少しました。

収 支 状 況

収支は、信用事業をはじめとする各事業は堅調を維持したことにより経常利益を 万円確保す

ることができ、法人税等を控除した当期余剰金につきましても 万円を計上することができまし

た。

また、自己資本比率については、前年度と比較して ％減少し、 ％となりました。

業績・財務関係の状況（単体）  
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平成 年 月期 平成 年 月期 平成 年 月期 平成 年 月期 令和 年 月期

出資金（百万円）

（出資口数）

単体自己資本
比率（ ）

％ ％ ％ ％ ％

職員数（人） 人 人 人 人 人

（単位：百万円）

平成 年 月期 平成 年 月期 平成 年 月期 平成 年 月期 令和 年 月期

総 資 産 額

貸 出 金

有 価 証 券

貯 金

純 資 産 額

経 常 収 益

信 用 事 業 収 益

共 済 事 業 収 益

農 業 関 連 事 業 収 益

そ の 他 の 事 業 収 益

経 常 利 益

当 期 剰 余 金 （ 注 ）

剰 余 金 配 当 の 金 額

出 資 配 当 額

事業利用分量配当額 － － －
注：当期剰余金は、銀行等の当期純利益に相当するものです。

注：総資産および貸出金については、貸付留保金を控除した数値としています。

主要な経営指標等の推移  
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平成 年 月期 平成 年 月期 平成 年 月期 平成 年 月期 令和 年 月期

出資金（百万円）

（出資口数）

単体自己資本
比率（ ）

％ ％ ％ ％ ％

職員数（人） 人 人 人 人 人

（単位：百万円）

平成 年 月期 平成 年 月期 平成 年 月期 平成 年 月期 令和 年 月期

総 資 産 額

貸 出 金

有 価 証 券

貯 金

純 資 産 額

経 常 収 益

信 用 事 業 収 益

共 済 事 業 収 益

農 業 関 連 事 業 収 益

そ の 他 の 事 業 収 益

経 常 利 益

当 期 剰 余 金 （ 注 ）

剰 余 金 配 当 の 金 額

出 資 配 当 額

事業利用分量配当額 － － －
注：当期剰余金は、銀行等の当期純利益に相当するものです。

注：総資産および貸出金については、貸付留保金を控除した数値としています。

主要な経営指標等の推移  
 

 

■ 貸 借 対 照 表
単位 千円

平成 年 月期
平成 年 月 日

令和 年 月期
令和 年 月 日

平成 年 月期

平成 年 月 日

令和 年 月期

令和 年 月 日

（資産の部） （負債の部）

１ 信用事業資産 １ 信用事業負債

現金 貯金

預金 借入金

系統預金 その他の信用事業負債

系統外預金 未払費用

有価証券 その他の負債

国債 ２ 共済事業負債

地方債 共済借入金 － －

社債 共済資金

受益証券 － 共済未払利息 － －

貸出金 未経過共済付加収入

その他の信用事業資産 その他の共済事業負債

未収収益 ３ 経済事業負債

その他の資産 経済事業未払金

貸倒引当金 △ △ 経済受託債務

４ 雑負債

２ 共済事業資産 未払法人税等

共済貸付金 － － 資産除去債務

共済未収利息 － － その他の負債

その他の共済事業資産 諸引当金

貸倒引当金 － － 賞与引当金

退職給付引当金

３ 経済事業資産 役員退職慰労引当金

経済事業未収金 負債の部合計

経済受託債権 （純資産の部）

棚卸資産 １ 組合員資本

購買品 出資金

その他の棚卸資産 資本準備金

その他の経済事業資産 利益剰余金

貸倒引当金 △ △ 利益準備金

その他利益剰余金

４ 雑資産 肥 料 協 同 購 入 積 立 金

雑資産 経営基盤強化目的積立金

貸倒引当金 △ △ 電算整備等目的積立金

個人情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策関連設備等整備拡充目的積立金

５ 固定資産 税 効 果 会 計 積 立 金

有形固定資産 ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀ・ﾗｲｽｾﾝﾀｰ施設更新・整備等目的積立金

建物 財務基盤強化目的積立金

機械装置 農業生産資材価格変動目的積立金

土地 くらしの活動推進目的積立金

建設仮勘定 － 再生可能エネルギー利用促進取組目的積立金

その他の有形固定資産 共済端末機器等更新目的積立金 －

減価償却累計額 △ △ 地域農業振興目的積立金

組織基盤強化目的積立金

無形固定資産 農協施設整備拡充目的積立金

その他の無形固定資産 野菜・花き予冷施設更新等整備目的積立金

南部営農経済センター拠点再整備目的積立金

６ 外部出資 北部営農経済センター拠点再整備目的積立金

外部出資 新生産技術導入支援目的積立金

系統出資 ６次化産業施設整備目的積立金

系統外出資 農産物直売所施設整備目的積立金

子会社等出資 給油所施設整備等目的積立金

葬祭事業関連施設整備目的積立金

７ 繰延税金資産

特 別 積 立 金

当 期 未 処 分 剰 余 金

（う ち当期剰 余金 ） （ ） （ ）

処分未済持分 △ △

２ 評価・換算差額等 △

その他有価証券評価差額金 △

純資産の部合計

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

財務諸表  
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■ 損 益 計 算 書
（単位千円）

平成 年 月期
平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

令和 年 月期
平成 年 月 日から

令和 年 月 日まで

平成 年 月期
平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

令和 年 月期
平成 年 月 日から

令和 年 月 日まで

１ 事業総利益

事業収益

事業費用
信用事業収益

資金運用収益

うち預金利息
うち有価証券利息

うち貸出金利息

うちその他受入利息

役務取引等収益

その他事業直接収益

その他経常収益
信用事業費用

資金調達費用

うち貯金利息
うち給付補てん備金繰入

うち借入金利息

うちその他支払利息

役務取引等費用

その他経常費用

うち貸倒引当金繰入額

うち貸倒引当金戻入益

信用事業総利益

共済事業収益
共済付加収入

共済貸付金利息

その他の収益
共済事業費用

共済借入金利息

共済推進費
共済保全費

その他の費用

うち貸倒引当金繰入額

うち貸倒引当金戻入益

共済事業総利益

購買事業収益
購買品供給高

その他の収益

購買事業費用
購買品供給原価

購買品供給費

その他の費用
うち貸倒引当金繰入額

うち貸倒引当金戻入益

購買事業総利益
販売事業収益

販売手数料

その他の収益
販売事業費用

その他の費用

うち貸倒引当金繰入額

うち貸倒引当金戻入益

販売事業総利益

保管事業収益
保管事業費用

保管事業総利益

－

－

－
△

－
△

－

－

△

－
△

－

－

－
－

－

△

－

加工事業収益

加工事業費用

加工事業総利益
利用事業収益

利用事業費用

利用事業総利益
宅地等供給事業収益

宅地等供給事業費用

宅地等供給事業総利益

農作業受委託事業収益

農作業受委託事業費用

農作業受委託事業総利益
郵便会計事業収益

郵便会計事業費用

郵便会計事業総利益
指導事業収入

指導事業支出

指導事業収支差額

２ 事業管理費

人件費

業務費
諸税負担金

施設費

その他事業管理費

△ △

事 業 利 益

３ 事業外収益

受取雑利息

受取出資配当金
賃貸料

太陽光発電システム売電収入

貸倒引当金戻入益
雑収入

４ 事業外費用

賃貸費用
太陽光発電システム売電費用

寄付金

雑損失

経 常 利 益

５ 特別利益
固定資産処分益

川本ﾗｲｽｾﾝﾀｰ等団火災済金

６ 特別損失
固定資産処分損

固定資産圧縮損

減損損失

－
－

－

－

税引前当期利益

法人税・住民税及び事業税

法人税等調整額
法人税等合計

当期剰余金

当期首繰越剰余金
合併に伴う繰越剰余金引継額

税効果会計積立金取崩額

野菜・花き予冷施設更新等整備目的積立金取崩
カントリーエレベーター・ライスセンター施設更新・整備等目的積立金取 崩

共済端末機器等更新目的積立金取崩

当期未処分剰余金

△

－

－

－

－
－

（注）農業協同組合法施行規則の改正に伴い、当年度については、各事業の収益及び費用を合算し、事業相互間の内部損益を除去

した「事業収益」、「事業費用」を表示しています。

 

■ 注 記 表 等
平成 年 月期

（平成 年 月 日から平成 年 月 日まで）

令令和 年 月期
（平成 年 月 日から令和 年 月 日まで）

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）次に掲げる資産の評価基準および評価方法

① 有価証券（株式形態の外部出資を含む）

ア．満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

イ．子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法

ウ．その他有価証券

ａ．時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定し

ています。）

ｂ．時価のないもの：移動平均法による原価法

② 棚卸資産

ア．購買品

主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

イ．その他の棚卸資産

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成 年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備は除く）ならびに平成 年４月１日以降に取得した建物附属設備およ

び構築物については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっています。

なお、自社利用ソフトウェアについては、当ＪＡにおける利用可能期間（５年）

に基づく定額法により償却しています。

（３）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定められている経理規程、資産査定要領および資産の償却・

引当基準により、次のとおり計上しています。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る

債権およびそれと同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、

債権額から、担保の処分可能見込額を控除し、その残額を計上しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認

められる債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保

証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に

判断して必要と認められる額を計上しています。

破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合

理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿

価額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除した残額

との差額を引き当てています。

上記以外の債権については、貸倒実績率で算定した金額計上しています。

すべての債権は、資産査定要領に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当

該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づ

いて上記の引当を行っています。

② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を

計上しています。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、当事業年度に発生していると認められる額を計上していま

す。なお、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己

都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退任慰労金の支給に備えるため、役員退任慰労金規程に定めるところによ

り期末要支給額を計上しています。

（４）消費税および地方消費税の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、５年間で均等償却

を行っています。

（５）決算書類に記載した金額の端数処理の方法

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については

「０」で表示しています。

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）次に掲げる資産の評価基準および評価方法

① 有価証券（株式形態の外部出資を含む）

ア．子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法

イ．その他有価証券

ａ．時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定し

ています。）

ｂ．時価のないもの：移動平均法による原価法

② 棚卸資産

ア．購買品

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

イ．その他の棚卸資産

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、平成 年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備は除く）ならびに平成 年４月１日以降に取得した建物附属設備およ

び構築物については、定額法を採用しています。

② 無形固定資産

定額法によっています。

なお、自社利用ソフトウェアについては、当ＪＡにおける利用可能期間（５年）に

基づく定額法により償却しています。

（３）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定められている経理規程、資産査定要領および資産の償却・

引当基準により、次のとおり計上しています。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る

債権およびそれと同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、

債権額から、担保の処分可能見込額を控除し、その残額を計上しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認

められる債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保

証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力

を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。

破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合

理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳

簿価額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除した

残額との差額を引き当てています。

上記以外の債権については、貸出金等の平均残存期間の予想損失額を見込んで計

上しており、予想損失額は、平均残存期間の貸倒実績を基礎に、これに将来見込み

等必要な修正を加えて算定しています。

すべての債権は、資産査定要領に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当

該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づ

いて上記の引当を行っています。

② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を

計上しています。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上していま

す。なお、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己

都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退任慰労金の支給に備えるため、役員退任慰労金規程に定めるところによ

り期末要支給額を計上しています。

（４）消費税および地方消費税の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、５年間で均等償却

を行っています。

（５） 決算書類に記載した金額の端数処理の方法

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については

「０」で表示しています。

２．表示方法の変更に関する注記

（１）外部出資の表示

従来、「系統出資」は系統組織への出資金としており、埼玉県農業協同組合中央会

が管理・運営する基金（前事業年度計 千円）は、系統外出資として計上して

きましたが、基金を管理・運営する団体で区分したことから、当該基金は、当事業年

度より系統外出資から系統出資に振替計上することとしました。

なお、当該基金の前事業年度及び当事業年度の残高合計はいずれも 千円で

す。

（２）損益計算書の表示方法

農業協同組合法施行規則の改正に伴い、損益計算書に各事業ごとの収益および費用

を合算し、各事業相互間の内部損益を除去した、「事業収益」「事業費用」を損益計算

書に表示しています。
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■ 損 益 計 算 書
（単位千円）

平成 年 月期
平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

令和 年 月期
平成 年 月 日から

令和 年 月 日まで

平成 年 月期
平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

令和 年 月期
平成 年 月 日から

令和 年 月 日まで

１ 事業総利益

事業収益

事業費用
信用事業収益

資金運用収益

うち預金利息
うち有価証券利息

うち貸出金利息

うちその他受入利息

役務取引等収益

その他事業直接収益

その他経常収益
信用事業費用

資金調達費用

うち貯金利息
うち給付補てん備金繰入

うち借入金利息

うちその他支払利息

役務取引等費用

その他経常費用

うち貸倒引当金繰入額

うち貸倒引当金戻入益

信用事業総利益

共済事業収益
共済付加収入

共済貸付金利息

その他の収益
共済事業費用

共済借入金利息

共済推進費
共済保全費

その他の費用

うち貸倒引当金繰入額

うち貸倒引当金戻入益

共済事業総利益

購買事業収益
購買品供給高

その他の収益

購買事業費用
購買品供給原価

購買品供給費

その他の費用
うち貸倒引当金繰入額

うち貸倒引当金戻入益

購買事業総利益
販売事業収益

販売手数料

その他の収益
販売事業費用

その他の費用

うち貸倒引当金繰入額

うち貸倒引当金戻入益

販売事業総利益

保管事業収益
保管事業費用

保管事業総利益

－

－

－
△

－
△

－

－

△

－
△

－

－

－
－

－

△

－

加工事業収益

加工事業費用

加工事業総利益
利用事業収益

利用事業費用

利用事業総利益
宅地等供給事業収益

宅地等供給事業費用

宅地等供給事業総利益

農作業受委託事業収益

農作業受委託事業費用

農作業受委託事業総利益
郵便会計事業収益

郵便会計事業費用

郵便会計事業総利益
指導事業収入

指導事業支出

指導事業収支差額

２ 事業管理費

人件費

業務費
諸税負担金

施設費

その他事業管理費

△ △

事 業 利 益

３ 事業外収益

受取雑利息

受取出資配当金
賃貸料

太陽光発電システム売電収入

貸倒引当金戻入益
雑収入

４ 事業外費用

賃貸費用
太陽光発電システム売電費用

寄付金

雑損失

経 常 利 益

５ 特別利益
固定資産処分益

川本ﾗｲｽｾﾝﾀｰ等団火災済金

６ 特別損失
固定資産処分損

固定資産圧縮損

減損損失

－
－

－

－

税引前当期利益

法人税・住民税及び事業税

法人税等調整額
法人税等合計

当期剰余金

当期首繰越剰余金
合併に伴う繰越剰余金引継額

税効果会計積立金取崩額

野菜・花き予冷施設更新等整備目的積立金取崩
カントリーエレベーター・ライスセンター施設更新・整備等目的積立金取 崩

共済端末機器等更新目的積立金取崩

当期未処分剰余金

△

－

－

－

－
－

（注）農業協同組合法施行規則の改正に伴い、当年度については、各事業の収益及び費用を合算し、事業相互間の内部損益を除去

した「事業収益」、「事業費用」を表示しています。

 

■ 注 記 表 等
平成 年 月期

（平成 年 月 日から平成 年 月 日まで）

令令和 年 月期
（平成 年 月 日から令和 年 月 日まで）

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）次に掲げる資産の評価基準および評価方法

① 有価証券（株式形態の外部出資を含む）

ア．満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

イ．子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法

ウ．その他有価証券

ａ．時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定し

ています。）

ｂ．時価のないもの：移動平均法による原価法

② 棚卸資産

ア．購買品

主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

イ．その他の棚卸資産

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成 年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備は除く）ならびに平成 年４月１日以降に取得した建物附属設備およ

び構築物については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっています。

なお、自社利用ソフトウェアについては、当ＪＡにおける利用可能期間（５年）

に基づく定額法により償却しています。

（３）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定められている経理規程、資産査定要領および資産の償却・

引当基準により、次のとおり計上しています。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る

債権およびそれと同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、

債権額から、担保の処分可能見込額を控除し、その残額を計上しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認

められる債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保

証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に

判断して必要と認められる額を計上しています。

破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合

理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿

価額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除した残額

との差額を引き当てています。

上記以外の債権については、貸倒実績率で算定した金額計上しています。

すべての債権は、資産査定要領に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当

該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づ

いて上記の引当を行っています。

② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を

計上しています。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、当事業年度に発生していると認められる額を計上していま

す。なお、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己

都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退任慰労金の支給に備えるため、役員退任慰労金規程に定めるところによ

り期末要支給額を計上しています。

（４）消費税および地方消費税の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、５年間で均等償却

を行っています。

（５）決算書類に記載した金額の端数処理の方法

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については

「０」で表示しています。

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）次に掲げる資産の評価基準および評価方法

① 有価証券（株式形態の外部出資を含む）

ア．子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法

イ．その他有価証券

ａ．時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定し

ています。）

ｂ．時価のないもの：移動平均法による原価法

② 棚卸資産

ア．購買品

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

イ．その他の棚卸資産

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、平成 年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備は除く）ならびに平成 年４月１日以降に取得した建物附属設備およ

び構築物については、定額法を採用しています。

② 無形固定資産

定額法によっています。

なお、自社利用ソフトウェアについては、当ＪＡにおける利用可能期間（５年）に

基づく定額法により償却しています。

（３）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定められている経理規程、資産査定要領および資産の償却・

引当基準により、次のとおり計上しています。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る

債権およびそれと同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、

債権額から、担保の処分可能見込額を控除し、その残額を計上しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認

められる債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保

証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力

を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。

破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合

理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳

簿価額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除した

残額との差額を引き当てています。

上記以外の債権については、貸出金等の平均残存期間の予想損失額を見込んで計

上しており、予想損失額は、平均残存期間の貸倒実績を基礎に、これに将来見込み

等必要な修正を加えて算定しています。

すべての債権は、資産査定要領に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当

該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づ

いて上記の引当を行っています。

② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を

計上しています。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上していま

す。なお、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己

都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退任慰労金の支給に備えるため、役員退任慰労金規程に定めるところによ

り期末要支給額を計上しています。

（４）消費税および地方消費税の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、５年間で均等償却

を行っています。

（５） 決算書類に記載した金額の端数処理の方法

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については

「０」で表示しています。

２．表示方法の変更に関する注記

（１）外部出資の表示

従来、「系統出資」は系統組織への出資金としており、埼玉県農業協同組合中央会

が管理・運営する基金（前事業年度計 千円）は、系統外出資として計上して

きましたが、基金を管理・運営する団体で区分したことから、当該基金は、当事業年

度より系統外出資から系統出資に振替計上することとしました。

なお、当該基金の前事業年度及び当事業年度の残高合計はいずれも 千円で

す。

（２）損益計算書の表示方法

農業協同組合法施行規則の改正に伴い、損益計算書に各事業ごとの収益および費用

を合算し、各事業相互間の内部損益を除去した、「事業収益」「事業費用」を損益計算

書に表示しています。
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２．貸借対照表に関する注記

（１）資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価額から直接控除した圧縮記帳額は、次のとおりです。

建物 千円

構築物 千円

機械装置 千円

車両・運搬具 千円

工具器具備品 千円

土地 千円

計 千円

（２）リース契約により使用する重要な固定資産

貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両 台、給油所設備２台、共済端末

機 台および通信端末機 台については、リース契約により使用しています。

（３）担保に供している資産

以下の資産は、次のとおり担保に供しています。

種 類 金 額 目 的

系統預金 千円 為替決済に関する保証金

（４）子会社等に対する金銭債権又は金銭債務

子会社等に対する金銭債権の総額 千円

子会社等に対する金銭債務の総額 千円

（５）役員との間の取引による役員に対する金銭債権および金銭債務

理事および監事に対する金銭債権の総額 千円

理事および監事に対する金銭債務の総額 －千円

（６）貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳

貸出金のうち、破綻先債権額は 千円、延滞債権額は 千円です。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していること

その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収

利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上

貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 年政令第 号）第 条第１項

第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出

金です。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の

経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出

金です。

貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ

月以上遅延している貸出金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな

る取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当し

ないものです。

破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合

計額は 千円です。

なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

３．損益計算書に関する注記

（１）子会社等との取引高の総額

① 子会社との取引による収益総額 千円

うち事業取引高 千円

うち事業取引以外の取引高 千円

② 子会社との取引による費用総額 千円

うち事業取引高 千円

うち事業取引以外の取引高 千円

（ ）減損損失の計上

① 共用資産として位置づけた資産および資産をグループ化した方法の概要

当ＪＡでは、投資の意思決定を行う単位として固定資産のグルーピングを実施した

結果、営業店舗については支店および事業所ごとに、また、業務外固定資産（遊休資

産と賃貸固定資産）については、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。

なお、本店、営農経済センター、カントリーエレベーター、ライスセンター、農業

生産共同施設については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の

資産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから共用資産と認識し

ています。

② 当該資産又は資産グループの概要ならびに減損損失の金額およびその内訳

当期に減損を計上した固定資産は、次のとおりです。

場 所 用 途 種 類 金 額 その他

用土農産物直売センター 店 舗 建 物 千円

農 機 セ ン タ ー
農機具

格納庫
建 物 千円

旧鉢形ライスセンター 共同施設 建 物 千円

寄居農産物直売所 店 舗 建 物 千円

建物 千円

構築物 千円

器具・備品

千円

３．貸借対照表に関する注記

（１） 資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価額から直接控除した圧縮記帳額は、次のとおりです。

建物 千円

構築物 千円

機械装置 千円

車両・運搬具 千円

工具器具備品 千円

土地 千円

計 千円

（２）リース契約により使用する重要な固定資産

貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両 台、給油所設備３台、真空冷却

装置１台、保冷庫１台、サーバー用ＰＣ２台、共済端末機 台および通信端末機

台については、リース契約により使用しています。

（３）担保に供している資産

以下の資産は、次のとおり担保に供しています。

種 類 金 額 目 的

系統預金 千円 為替決済に関する保証金

（４）子会社等に対する金銭債権又は金銭債務

子会社等に対する金銭債権の総額 千円

子会社等に対する金銭債務の総額 千円

（５）役員との間の取引による役員に対する金銭債権および金銭債務

理事および監事に対する金銭債権の総額 千円

理事および監事に対する金銭債務の総額 －千円

（６）貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳

貸出金のうち、破綻先債権額は 千円、延滞債権額は 千円です。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していること

その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収

利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上

貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 年政令第 号）第 条第１項

第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出

金です。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の

経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出

金です。

貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ

月以上遅延している貸出金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな

る取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当し

ないものです。

破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合

計額は 千円です。

なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

（ ）目的積立金の表示

合併に伴い、当期から合算して表示しています。

４．損益計算書に関する注記

（１）子会社との取引高の総額

① 子会社との取引による収益総額 千円

うち事業取引高 千円

うち事業取引以外の取引高 千円

② 子会社との取引による費用総額 千円

うち事業取引高 千円

うち事業取引以外の取引高 千円

（２）減損損失に関する注記

① 共用資産として位置づけた資産および資産をグループ化した方法の概要

当ＪＡでは、投資の意思決定を行う単位として固定資産のグルーピングを実施した

結果、営業店舗については支店および事業所ごとに、また、業務外固定資産（遊休資

産と賃貸固定資産）については、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。

なお、本店、営農経済センター、カントリーエレベーター、ライスセンター、農業

生産共同施設については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の

資産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから共用資産と認識し

ています。

② 当該資産又は資産グループの概要ならびに減損損失の金額およびその内訳

当期に減損を計上した固定資産は、次のとおりです。

場 所 用 途 種 類 金 額 その他

用土農産物直売センター 店 舗
建 物

土 地
千円

建物 千円

土地 千円

旧鉢形ライスセンター 共同施設

建 物

無形固定

資産

非償却）

千円

建物 千円

無形固定 千円

資産 非償却）

 

③ 減損損失を認識するに至った経緯

用土農産物直売センター、農機センターについては、営業収支が２期連続赤字であ

ると同時に、短期的に業績の回復が見込まれないため、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として認識しました。

旧鉢形ライスセンターについては、賃貸用固定資産として使用していますが、使用

価値が帳簿価額まで達しないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として認識しました。

寄居農産物直売所については、令和元年９月下旬頃を目途に店舗を閉鎖する予定で

あり、原状回復費用を見込んだ正味売却価額が帳簿価額まで達しないため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しました。

④ 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額を採用しており、土地については固定資産税評価額

（ ％割り戻し）に基づき算定し、建物および償却資産については、期末簿価に近

似するものとし簿価を正味売却価額としています。

寄居農産物直売所については、土地は賃借物件であるため、建物については撤去予

定のため、回収可能価額を零として評価しています。

４．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当ＪＡは農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企

業や団体などへの貸付け、残った余裕金を埼玉県信用農業協同組合連合会へ預けて

いるほか、国債、地方債、金融債などの債券による運用を行っています。

② 金融商品の内容およびそのリスク

当ＪＡが保有する金融資産は、主として当ＪＡ管内の組合員等に対する貸出金お

よび有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約不履行によってもたらされる信用

リスクに晒されています。

また、有価証券は、主に債券であり、満期保有目的および純投資目的（その他有

価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リスクおよ

び市場価格の変動リスクに晒されています。

③ 金融商品にかかるリスク管理体制

ア．信用リスクの管理

当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を

決定しています。また、通常の貸出取引については、本店に審査課を設置し各支

店との連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先

のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準

など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産

の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良

債権については管理・回収方針を作成・実施し、資産の健全化に取組んでいます。

また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に

基づき必要額を計上し、資産および財務の健全化に努めています。

イ．市場リスクの管理

当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコント

ロールすることにより、収益化および財務の安定化を図っています。このため、

財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、金融情

勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分

析および当ＪＡの保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理

事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期

的に開催して、日常的な情報交換および意思決定を行っています。運用部門は、

理事会で決定した運用方針およびＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、

有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引について

はリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリス

ク量の測定を行い経営層に報告しています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当ＪＡで保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商

品です。当ＪＡにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける

主たる金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類している債券、

貸出金および貯金です。

当ＪＡでは、これらの金融資産および金融負債について、期末後１年程度の

金利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの

管理にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、

指標となる金利が 上昇したものと想定した場合にも、経済価値が

千円増加するものと把握しています。当該変動額は、金利を除くリス

ク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を考

慮していません。

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を

超える影響が生じる可能性があります。

ウ．資金調達にかかる流動性リスクの管理

当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画

を作成し、安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクにつ

いては、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性

（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、

市場価格がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含

まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

③ 減損損失を認識するに至った経緯

用土農産物直売センターについては、営業収支が２期連続赤字であると同時に、短

期的に業績の回復が見込まれないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として認識しました。

旧鉢形ライスセンターについては、賃貸用固定資産として使用していますが、使用

価値が帳簿価額まで達しないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として認識しました。

④ 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額を採用しており、土地については固定資産税評価額

（ ％割り戻し）に基づき算定し、建物および償却資産については、期末簿価に近

似するものとし簿価を正味売却価額としています。

（３）事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法に関する注記

当ＪＡは、事業別の収益および費用について、事業間取引の相殺表示を行っていま

す。

また、損益計算書の事業収益、事業費用については農業協同組合法施行規則にした

がい、各事業間の内部損益を除去した額を掲載しています。

５．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当ＪＡは農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企

業や団体などへの貸付け、残った余裕金を埼玉県信用農業協同組合連合会へ預けて

いるほか、国債、地方債、社債、受益証券などの債券による運用を行っています。

② 金融商品の内容およびそのリスク

当ＪＡが保有する金融資産は、主として当ＪＡ管内の組合員等に対する貸出金お

よび有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約不履行によってもたらされる信用

リスクに晒されています。

また、有価証券は、主に債券であり、純投資目的（その他有価証券）で保有して

います。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リスクおよび市場価格の変動リ

スクに晒されています。

③ 金融商品にかかるリスク管理体制

ア．信用リスクの管理

当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決

定しています。また、通常の貸出取引については、本店に審査課を設置し各支店と

の連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャ

ッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格

な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の

維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権について

は管理・回収方針を作成・実施し、資産の健全化に取組んでいます。また、資産自

己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づき必要額を

計上し、資産および財務の健全化に努めています。

イ．市場リスクの管理

当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロ

ールすることにより、収益化および財務の安定化を図っています。このため、財務

の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産・負債の

金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造

の構築に努めています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析

および当ＪＡの保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会

において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開

催して、日常的な情報交換および意思決定を行っています。運用部門は、理事会で

決定した運用方針およびＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の

売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理

部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行

い経営層に報告しています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当ＪＡで保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品で

す。当ＪＡにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる

金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類している債券、貸出金

および貯金です。

当ＪＡでは、これらの金融資産および金融負債について、期末後１年程度の金

利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理

にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指

標となる金利が 上昇したものと想定した場合には、経済価値が 千

円減少するものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利と

その他のリスク変数の相関を考慮していません。

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超

える影響が生じる可能性があります。

ウ．資金調達にかかる流動性リスクの管理

当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画

を作成し、安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクにつ

いては、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性

（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、

市場価格がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含

まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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③ 減損損失を認識するに至った経緯

用土農産物直売センター、農機センターについては、営業収支が２期連続赤字であ

ると同時に、短期的に業績の回復が見込まれないため、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として認識しました。

旧鉢形ライスセンターについては、賃貸用固定資産として使用していますが、使用

価値が帳簿価額まで達しないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として認識しました。

寄居農産物直売所については、令和元年９月下旬頃を目途に店舗を閉鎖する予定で

あり、原状回復費用を見込んだ正味売却価額が帳簿価額まで達しないため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しました。

④ 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額を採用しており、土地については固定資産税評価額

（ ％割り戻し）に基づき算定し、建物および償却資産については、期末簿価に近

似するものとし簿価を正味売却価額としています。

寄居農産物直売所については、土地は賃借物件であるため、建物については撤去予

定のため、回収可能価額を零として評価しています。

４．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当ＪＡは農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企

業や団体などへの貸付け、残った余裕金を埼玉県信用農業協同組合連合会へ預けて

いるほか、国債、地方債、金融債などの債券による運用を行っています。

② 金融商品の内容およびそのリスク

当ＪＡが保有する金融資産は、主として当ＪＡ管内の組合員等に対する貸出金お

よび有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約不履行によってもたらされる信用

リスクに晒されています。

また、有価証券は、主に債券であり、満期保有目的および純投資目的（その他有

価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リスクおよ

び市場価格の変動リスクに晒されています。

③ 金融商品にかかるリスク管理体制

ア．信用リスクの管理

当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を

決定しています。また、通常の貸出取引については、本店に審査課を設置し各支

店との連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先

のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準

など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産

の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良

債権については管理・回収方針を作成・実施し、資産の健全化に取組んでいます。

また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に

基づき必要額を計上し、資産および財務の健全化に努めています。

イ．市場リスクの管理

当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコント

ロールすることにより、収益化および財務の安定化を図っています。このため、

財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、金融情

勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分

析および当ＪＡの保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理

事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期

的に開催して、日常的な情報交換および意思決定を行っています。運用部門は、

理事会で決定した運用方針およびＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、

有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引について

はリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリス

ク量の測定を行い経営層に報告しています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当ＪＡで保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商

品です。当ＪＡにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける

主たる金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類している債券、

貸出金および貯金です。

当ＪＡでは、これらの金融資産および金融負債について、期末後１年程度の

金利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの

管理にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、

指標となる金利が 上昇したものと想定した場合にも、経済価値が

千円増加するものと把握しています。当該変動額は、金利を除くリス

ク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を考

慮していません。

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を

超える影響が生じる可能性があります。

ウ．資金調達にかかる流動性リスクの管理

当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画

を作成し、安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクにつ

いては、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性

（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、

市場価格がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含

まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

③ 減損損失を認識するに至った経緯

用土農産物直売センターについては、営業収支が２期連続赤字であると同時に、短

期的に業績の回復が見込まれないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として認識しました。

旧鉢形ライスセンターについては、賃貸用固定資産として使用していますが、使用

価値が帳簿価額まで達しないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として認識しました。

④ 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額を採用しており、土地については固定資産税評価額

（ ％割り戻し）に基づき算定し、建物および償却資産については、期末簿価に近

似するものとし簿価を正味売却価額としています。

（３）事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法に関する注記

当ＪＡは、事業別の収益および費用について、事業間取引の相殺表示を行っていま

す。

また、損益計算書の事業収益、事業費用については農業協同組合法施行規則にした

がい、各事業間の内部損益を除去した額を掲載しています。

５．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当ＪＡは農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企

業や団体などへの貸付け、残った余裕金を埼玉県信用農業協同組合連合会へ預けて

いるほか、国債、地方債、社債、受益証券などの債券による運用を行っています。

② 金融商品の内容およびそのリスク

当ＪＡが保有する金融資産は、主として当ＪＡ管内の組合員等に対する貸出金お

よび有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約不履行によってもたらされる信用

リスクに晒されています。

また、有価証券は、主に債券であり、純投資目的（その他有価証券）で保有して

います。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リスクおよび市場価格の変動リ

スクに晒されています。

③ 金融商品にかかるリスク管理体制

ア．信用リスクの管理

当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決

定しています。また、通常の貸出取引については、本店に審査課を設置し各支店と

の連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャ

ッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格

な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の

維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権について

は管理・回収方針を作成・実施し、資産の健全化に取組んでいます。また、資産自

己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づき必要額を

計上し、資産および財務の健全化に努めています。

イ．市場リスクの管理

当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロ

ールすることにより、収益化および財務の安定化を図っています。このため、財務

の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産・負債の

金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造

の構築に努めています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析

および当ＪＡの保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会

において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開

催して、日常的な情報交換および意思決定を行っています。運用部門は、理事会で

決定した運用方針およびＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の

売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理

部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行

い経営層に報告しています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当ＪＡで保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品で

す。当ＪＡにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる

金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類している債券、貸出金

および貯金です。

当ＪＡでは、これらの金融資産および金融負債について、期末後１年程度の金

利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理

にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指

標となる金利が 上昇したものと想定した場合には、経済価値が 千

円減少するものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利と

その他のリスク変数の相関を考慮していません。

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超

える影響が生じる可能性があります。

ウ．資金調達にかかる流動性リスクの管理

当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画

を作成し、安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクにつ

いては、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性

（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、

市場価格がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含

まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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（２）金融商品の時価等に関する事項

① 金融商品の貸借対照表計上額および時価等

当事業年度末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとお

りです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には

含めず③に記載しています。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

預 金

有価証券

その他有価証券

貸出金

貸倒引当金

－

△

－

△

－

－

貸倒引当金控除後

経済事業未収金

貸倒引当金 △

貸倒引当金控除後 －

資 産 計

貯 金 △

負 債 計 △

貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金 千円を

含めています。

貸出金には、貸付留保金を控除していません。

貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金です。

経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金です。

② 金融商品の時価の算定方法

【資産】

ア．預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、

リスクの極めて少ない期待利回りである標準的な金利（円Ｌｉｂｏｒ・スワップ

レート）で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

イ．有価証券

債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。

ウ．貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸

出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似して

いることから当該帳簿価額によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類および期間に基づく区分ごとに、

元利金の合計額をリスクの極めて少ない期待利回りである標準的な金利（円Ｌｉ

ｂｏｒ・スワップレート）で割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わ

る金額として算定しています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価

額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。

エ．経済事業未収金

経済事業未収金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等

しいことから、当該帳簿価額によっています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価

額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。

【負債】

ア．貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価

とみなしています。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将

来のキャッシュ・フローをリスクの極めて少ない期待利回りである標準的な金利

（円Ｌｉｂｏｒ・スワップレート）で割り引いた現在価値を時価に代わる金額と

して算定しています。

③ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、こ

れらは①の金融商品の時価情報には含まれていません。

（単位：千円）

貸借対照表計上額

外部出資

外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価

を把握することが極めて困難であると認められるため、時価開示の対

象とはしていません。

④ 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

預金

有価証券

その他有価証券のうち

満期があるもの

貸出金

経済事業未収金

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

合 計

貸出金のうち、当座貸越（融資型を除く） 千円については「１年以内」

に含めています。

貸出金のうち、３カ月以上延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等

千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。

経済事業未収金のうち、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等

千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。

（２）金融商品の時価等に関する事項

① 金融商品の貸借対照表計上額および時価等

当事業年度末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとお

りです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には

含めず③に記載しています。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

預 金

有価証券

その他有価証券

貸出金

貸倒引当金

－

△

－

△

－

－

貸倒引当金控除後

経済事業未収金

貸倒引当金 △

貸倒引当金控除後 －

資 産 計

貯 金

負 債 計

貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金 千円を

含めています。

貸出金には、貸付留保金を控除していません。

貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金です。

経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金です。

② 金融商品の時価の算定方法

【資産】

ア．預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、

リスクの極めて少ない期待利回りである標準的な金利（円Ｌｉｂｏｒ・スワップ

レート）で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

イ．有価証券

債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。

ウ．貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸

出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似して

いることから当該帳簿価額によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類および期間に基づく区分ごとに、

元利金の合計額をリスクの極めて少ない期待利回りである標準的な金利（円Ｌｉ

ｂｏｒ・スワップレート）で割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わ

る金額として算定しています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価

額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。

エ．経済事業未収金

経済事業未収金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等

しいことから、当該帳簿価額によっています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価

額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。

【負債】

ア．貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価

とみなしています。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将

来のキャッシュ・フローをリスクの極めて少ない期待利回りである標準的な金利

（円Ｌｉｂｏｒ・スワップレート）で割り引いた現在価値を時価に代わる金額と

して算定しています。

③ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、こ

れらは①の金融商品の時価情報には含まれていません。

（単位：千円）

貸借対照表計上額

外部出資

外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価

を把握することが極めて困難であると認められるため、時価開示の対

象とはしていません。

④ 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

預金

有価証券

その他有価証券のうち

満期があるもの

貸出金

経済事業未収金

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

合 計

貸出金のうち、当座貸越（融資型を除く） 千円については「１年以内」

に含めています。

貸出金のうち、３カ月以上延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等

千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。

経済事業未収金のうち、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等

千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。

- 34 -



 

⑤ 有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

貯金 －

合 計 －

貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めています。

．有価証券に関する注記

（１）有価証券の時価および評価差額に関する事項

① その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額

およびこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）

貸借対照表

計上額

取得原価または

償却原価
差 額

貸借対照表計上

額が取得原価ま

たは償却原価を

超えるもの

国 債

地 方 債

社 債

小 計

貸借対照表計上

額が取得原価ま

たは償却原価を

超えないもの

社 債 △

合 計

なお、上記差額から繰延税金負債 千円を差し引いた額 千円が、

「その他有価証券評価差額金」に含まれています。

（２）当年度中に売却したその他有価証券

（単位：千円）

売却額 売却益 売却損

国 債 －

地 方 債 －

社 債 －

合 計 －

（３）当事業年度中に保有目的が変更となった有価証券

余裕金運用方針の変更に伴い、従来満期保有目的で保有していた国債、地方債、

特別法人債、社債（貸借対照表計上額 千円）をその他保有目的に変更

しています。

この変更により総資産が 千円、繰延税金負債が 千円、その他

有価証券評価差額金が 千円増加しています。

．退職給付に関する注記

（１）退職給付に関する注記

① 採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用し

ています。また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため確

定給付型年金制度（ＤＢ）および特定退職金共済制度を採用しています。

なお、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

② 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

③ 退職給付債務および年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

④ 退職給付に関連する損益

簡便法で計算した退職給付費用 千円

（２）特例業務負担金の将来見込み額

人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組

合制度の統合を図るための農林漁業団体共済組合法等を廃止する等の法律附則第

条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）がおこなう特例年金等の業務に要する費用

に充てるため拠出した特例業務負担金 千円を含めて計上しています。

なお、同組合より示された平成 年３月現在における令和１４年３月までの特例

業務負担金の将来見込額は、 千円となっています。

期首における退職給付引当金

退職給付費用

退職給付の支払額

確定給付型年金制度（ＤＢ）への拠出金

特定退職金共済制度への拠出金

期末における退職給付引当金

千円

千円

△ 千円

△ 千円

△ 千円

千円

退職給付債務

確定給付型年金制度（ＤＢ）

特定退職金共済制度

未積立退職給付債務

退職給付引当金

千円

△ 千円

△ 千円

千円

千円

⑤ 有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

貯金 －

合 計 －

貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めています。

．有価証券に関する注記

（１）有価証券の時価および評価差額に関する事項

① その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額

およびこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）

貸借対照表

計上額

取得原価または

償却原価
差 額

貸借対照表計上

額が取得原価ま

たは償却原価を

超えるもの

国 債

地 方 債

社 債

小 計

貸借対照表計上

額が取得原価ま

たは償却原価を

超えないもの

国 債 △

社 債 △

受益証券 △

小 計 △

合 計 △

なお、上記差額から繰延税金資産 千円を加え、繰延税金負債 千円を差引い

た額△ 千円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれています。

（２）当年度中に売却したその他有価証券

（単位：千円）

売却額 売却益 売却損

国 債 －

社 債 －

合 計 －

．退職給付に関する注記

（１）退職給付に関する注記

① 採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用し

ています。また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため確

定給付型年金制度（ＤＢ）および特定退職金共済制度を採用しています。

なお、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

② 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

③ 退職給付債務および年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

④ 退職給付に関連する損益

簡便法で計算した退職給付費用 千円

（２）特例業務負担金の将来見込み額

人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組

合制度の統合を図るための農林漁業団体共済組合法等を廃止する等の法律附則第

条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）がおこなう特例年金等の業務に要する費用

に充てるため拠出した特例業務負担金 千円を含めて計上しています。

なお、同組合より示された令和 年３月現在における令和１４年３月までの特例

業務負担金の将来見込額は、 千円となっています。

期首における退職給付引当金

退職給付費用

退職給付の支払額

確定給付型年金制度（ＤＢ）への拠出金

特定退職金共済制度への拠出金

期末における退職給付引当金

千円

千円

△ 千円

△ 千円

△ 千円

千円

退職給付債務

確定給付型年金制度（ＤＢ）

特定退職金共済制度

未積立退職給付債務

退職給付引当金

千円

△ 千円

△ 千円

千円

千円
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．税効果会計に関する注記

（１）繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 号 平成 年

２月 日）等を当事業年度から適用しています。

．重要な後発事象に関する注記

当組合は、平成 年９月 日開催の当組合の第４回臨時総代会、並びに榛沢農業協

同組合の臨時総会において、承認された合併契約に基づき、平成 年４月１日に榛沢

農業協同組合と合併し、資産、負債及び権利義務の一切を同組合より引継ぎました。

９．資産除去債務に関する注記

（１）資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

① 当該資産除去債務の概要

当ＪＡの川本支店事務所、八基支店野菜集出荷所等に使用されている有害物質を

除去する義務に関して、資産除去債務を計上しています。

また、寄居農産物直売所については、令和元年９月下旬頃を目途に店舗を閉鎖す

る予定となったため、不動産賃借契約に基づく退去時における原状回復にかかる義

務に関して、資産除去債務を計上しました。

② 当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は０年～ 年、割引率は

０％～ ％を採用しています。

繰延税金資産

退職給付引当金

賞与引当金

減損会計損失否認（土地）

減損会計損失否認（土地以外）

貸倒引当金超過額

役員退職慰労引当金

利息費用否認（資産除去債務）

賞与引当金分の法定福利費否認

未収貸付金利息控除否認額

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

その他有価証券評価益

全農出資評過大

有形固定資産（除去費用）

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額 ＋

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

△ 千円

千円

△ 千円

△ 千円

△ 千円

△ 千円

千円

法定実効税率

（調整）

交際費等の損金不算入額

評価性引当額の増減

寄付金の損金不算入額

住民税均等割額

受取配当等の益金不算入額（△）

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

％

％

％

％

％

△ ％

△ ％

％

．税効果会計に関する注記

（１）繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 号 平成 年

２月 日）等を当事業年度から適用しています。

９．合併に関する注記

当組合は、ふかや農業協同組合を存続組合として、榛沢農業協同組合と平成 年４

月１日に合併しました。

（１） 合併による消滅組合の名称

榛沢農業協同組合

（２） 合併の目的

組合員サービスを継続していくために、２ＪＡの合併によって今日まで培われて

きた経験や知識を結集し、組合員との絆を大切にしながら、将来にわたって持続可能

な経営基盤を確立し、組合員や地域の皆様から「必要とされるＪＡ」「信頼され選ばれ

るＪＡ」となるよう、「未来へつなぐ農業振興を柱としたＪＡづくり」「より身近で、

信頼に応えるＪＡづくり」「協同の力を結集し、組合員を幸せにするＪＡづくり」を目

的とします。

（３） 合併日

平成 年４月１日

（４） 合併による存続組合の名称

ふかや農業協同組合

（５） 合併比率および算定方法

１対１の対等合併

（６） 出資１口あたりの金額

円

（ ） 消滅組合から承継した資産、負債、純資産の額および主な内訳

資産 千円

（うち 預金 千円、貸出金 千円、

経済事業未収金 千円）

負債 千円（うち貯金 千円）

純資産 千円（うち出資金 千円）

なお、これらについては帳簿価額で評価しています。

また、会計処理方法は統一しています。

．資産除去債務に関する注記

（１）資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

① 当該資産除去債務の概要

当ＪＡの川本支店事務所、八基支店野菜集出荷所等に使用されている有害物質を

除去する義務に関して、資産除去債務を計上しています。

② 当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は０年～ 年、割引率は

０％～ ％を採用しています。

繰延税金資産

退職給付引当金

賞与引当金

その他有価証券評価差額金

減損会計損失否認（土地）

減損会計損失否認（土地以外）

㈱ふかやアグリサービス（寄付）

役員退職慰労引当金

利息費用否認（資産除去債務）

貸倒引当金超過額

賞与引当金分の法定福利費否認

未払事業税・地方法人特別税

未収貸付金利息控除否認額

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

全農出資評過大

その他有価証券評価差額金

有形固定資産（除去費用）

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額 ＋

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

△ 千円

千円

△ 千円

△ 千円

△ 千円

△ 千円

法定実効税率

（調整）

交際費等の損金不算入額

寄付金の損金不算入額

住民税均等割額

評価性引当額の増減

受取配当等の益金不算入額（△）

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

％

％

％

％

△ ％

△ ％

△ ％

％

 

③ 当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減

（２）貸借対照表に計上している以外の資産除去債務

当ＪＡは、アグリホール駐車場、男衾直売所駐車場等に関して、不動産賃借契約に

基づき、退去時における原状回復にかかる義務を有していますが、当該アグリホール

駐車場、男衾直売所駐車場等は当ＪＡが事業を継続する上で必須の施設であり、現時

点で除去は想定していません。また、移転が行われる予定もないことから、資産除去

債務の履行時期を合理的に見積ることができません。そのため、当該義務に見合う資

産除去債務を計上していません。

．その他の注記

（１）リース契約により使用する重要な固定資産

オペレーティング・リース

ファイナンス・リース取引以外の、所有権が当ＪＡに移転しないオペレーティン

グ・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ています。なお、未経過リース料は下記のとおりです。

上記未経過リース料は、解約不能なオペレーティング・リース取引の未経過リー

ス料と解約可能なオペレーティング・リース取引の解約金の合計額です。

期首残高

有形固定資産の取得に伴う増加額

新たな資産除去債務の認識に伴う増加額

時の経過による調整額

期末残高

千円

－千円

千円

千円

千円

未経過リース料残高相当額

１年以内

１年超

合計

千円

千円

千円

③ 当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減

（２）貸借対照表に計上している以外の資産除去債務

当ＪＡは、アグリホール駐車場、男衾直売所駐車場等に関して、不動産賃借契約に

基づき、退去時における原状回復にかかる義務を有していますが、当該アグリホール

駐車場、男衾直売所駐車場等は当ＪＡが事業を継続する上で必須の施設であり、現時

点で除去は想定していません。また、移転が行われる予定もないことから、資産除去

債務の履行時期を合理的に見積ることができません。そのため、当該義務に見合う資

産除去債務を計上していません。

．その他の注記

（１）リース契約により使用する重要な固定資産

オペレーティング・リース

ファイナンス・リース取引以外の、所有権が当ＪＡに移転しないオペレーティン

グ・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ています。なお、未経過リース料は下記のとおりです。

上記未経過リース料は、解約不能なオペレーティング・リース取引の未経過リー

ス料と解約可能なオペレーティング・リース取引の解約金の合計額です。

期首残高

時の経過による調整額

資産除去債務の履行による減少額

期末残高

千円

千円

△ 千円

千円

未経過リース料残高相当額

１年以内

１年超

合計

千円

千円

千円
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③ 当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減

（２）貸借対照表に計上している以外の資産除去債務

当ＪＡは、アグリホール駐車場、男衾直売所駐車場等に関して、不動産賃借契約に

基づき、退去時における原状回復にかかる義務を有していますが、当該アグリホール

駐車場、男衾直売所駐車場等は当ＪＡが事業を継続する上で必須の施設であり、現時

点で除去は想定していません。また、移転が行われる予定もないことから、資産除去

債務の履行時期を合理的に見積ることができません。そのため、当該義務に見合う資

産除去債務を計上していません。

．その他の注記

（１）リース契約により使用する重要な固定資産

オペレーティング・リース

ファイナンス・リース取引以外の、所有権が当ＪＡに移転しないオペレーティン

グ・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ています。なお、未経過リース料は下記のとおりです。

上記未経過リース料は、解約不能なオペレーティング・リース取引の未経過リー

ス料と解約可能なオペレーティング・リース取引の解約金の合計額です。

期首残高

有形固定資産の取得に伴う増加額

新たな資産除去債務の認識に伴う増加額

時の経過による調整額

期末残高

千円

－千円

千円

千円

千円

未経過リース料残高相当額

１年以内

１年超

合計

千円

千円

千円

③ 当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減

（２）貸借対照表に計上している以外の資産除去債務

当ＪＡは、アグリホール駐車場、男衾直売所駐車場等に関して、不動産賃借契約に

基づき、退去時における原状回復にかかる義務を有していますが、当該アグリホール

駐車場、男衾直売所駐車場等は当ＪＡが事業を継続する上で必須の施設であり、現時

点で除去は想定していません。また、移転が行われる予定もないことから、資産除去

債務の履行時期を合理的に見積ることができません。そのため、当該義務に見合う資

産除去債務を計上していません。

．その他の注記

（１）リース契約により使用する重要な固定資産

オペレーティング・リース

ファイナンス・リース取引以外の、所有権が当ＪＡに移転しないオペレーティン

グ・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ています。なお、未経過リース料は下記のとおりです。

上記未経過リース料は、解約不能なオペレーティング・リース取引の未経過リー

ス料と解約可能なオペレーティング・リース取引の解約金の合計額です。

期首残高

時の経過による調整額

資産除去債務の履行による減少額

期末残高

千円

千円

△ 千円

千円

未経過リース料残高相当額

１年以内

１年超

合計

千円

千円

千円
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■ 剰 余 金 処 分 計 算 書
単位：千円

項 目
平成 年 月期

総代会承認日 令和元年 月 日

令和 年 月期
総代会承認日 令和 年 月 日

Ⅰ 当期未処分剰余金

Ⅱ 任意積立金取崩額 － －

うち特別積立金取崩額 － －

うち任意積立金取崩額 － －

Ⅲ 剰余金処分額

出資配当金

特別配当金 － －

任意積立金

うち目的積立金

うち特別積立金 － －

Ⅳ 次期繰越剰余金

平成 年 月期および令和 年 月期の各期における次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善事業の費用に充てるため

の繰越金が、それぞれ 千円含まれています。

注１：出資配当の基準 平成 年 月期 １ ％ 令和 年 月期 １ ％

注２：事業分量配当金は、組合員の皆様の組合利用高に応じて下記の基準で配当しています。
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■ 剰 余 金 処 分 計 算 書
単位：千円

項 目
平成 年 月期

総代会承認日 令和元年 月 日

令和 年 月期
総代会承認日 令和 年 月 日

Ⅰ 当期未処分剰余金

Ⅱ 任意積立金取崩額 － －

うち特別積立金取崩額 － －

うち任意積立金取崩額 － －

Ⅲ 剰余金処分額

出資配当金

特別配当金 － －

任意積立金

うち目的積立金

うち特別積立金 － －

Ⅳ 次期繰越剰余金

平成 年 月期および令和 年 月期の各期における次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善事業の費用に充てるため

の繰越金が、それぞれ 千円含まれています。

注１：出資配当の基準 平成 年 月期 １ ％ 令和 年 月期 １ ％

注２：事業分量配当金は、組合員の皆様の組合利用高に応じて下記の基準で配当しています。

 

信 用 事 業 の 状 況

貯 金

貯金の科目別の平均残高と構成比 単位：百万円、％

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
平均残高 構成比 平均残高 構成比

流 動 性 貯 金

定 期 性 貯 金

そ の 他 の 貯 金

計

譲 渡 性 貯 金 － － － － －

出 資 予 約 貯 金 － － － － －

合 計

注 ：流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金

注 ：定期性貯金＝定期貯金＋定期積金

定期貯金残高の内訳 単位：百万円、％

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
残 高 構成比 残 高 構成比

定 期 貯 金

うち固定自由金利定期

うち変動自由金利定期

注 ：固定自由金利定期：預入時に満期日までの利率が確定する自由金利定期貯金
注 ：変動自由金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利定期貯金

貸 出 金 ※貸出金には、貸付留保金を控除していません。

貸出金の科目別の平均残高と構成比 単位：百万円、％

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
平均残高 構成比 平均残高 構成比

割 引 手 形 － － － － －

手 形 貸 付 金

証 書 貸 付 金

当 座 貸 越

合 計

貸出金の金利条件別の内訳 単位：百万円、％

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
残 高 構成比 残 高 構成比

固 定 金 利 貸 出

変 動 金 利 貸 出

合 計

各種事業の状況  
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貸出金の担保別の残高と構成比 単位：百万円、％

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
残 高 構成比 残 高 構成比

貯 金 ･ 積 金 担 保

有 価 証 券 担 保 ― ― ― ― ―

動 産 担 保 ― ― ― ― ―

不 動 産 担 保

そ の 他 の 担 保

計

農業信用基金協会保証

そ の 他 の 保 証

計

信 用

合 計

貸出金の使途別の内訳 単位：百万円、％

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
残 高 構成比 残 高 構成比

設 備 資 金

運 転 資 金

合 計

業種別の貸出金残高と構成比 単位：百万円、％

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
残 高 構成比 残 高 構成比

農 業

建 設 業

製 造 業

電気・ガス・熱供給・水道業

運 輸 業

卸 売 ・ 小 売 業

金 融 ・ 保 険 業

不 動 産 業

医 療 ・ 福 祉

サ ー ビ ス 業

地 方 公 共 団 体

そ の 他

合 計
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貸出金の担保別の残高と構成比 単位：百万円、％

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
残 高 構成比 残 高 構成比

貯 金 ･ 積 金 担 保

有 価 証 券 担 保 ― ― ― ― ―

動 産 担 保 ― ― ― ― ―

不 動 産 担 保

そ の 他 の 担 保

計

農業信用基金協会保証

そ の 他 の 保 証

計

信 用

合 計

貸出金の使途別の内訳 単位：百万円、％

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
残 高 構成比 残 高 構成比

設 備 資 金

運 転 資 金

合 計

業種別の貸出金残高と構成比 単位：百万円、％

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
残 高 構成比 残 高 構成比

農 業

建 設 業

製 造 業

電気・ガス・熱供給・水道業

運 輸 業

卸 売 ・ 小 売 業

金 融 ・ 保 険 業

不 動 産 業

医 療 ・ 福 祉

サ ー ビ ス 業

地 方 公 共 団 体

そ の 他

合 計

 

主要な農業関係の貸出金残高（営農類型別） （単位：百万円）

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
残 高 残 高

農 業

穀 作

野 菜 ・ 園 芸

果樹・樹園農業

工 芸 作 物 ― ― ―

養豚・肉牛・酪農

養 鶏 ・ 養 卵

養 蚕 ― ― ―

そ の 他 農 業

農業関連団体等 ― ― ―

合 計

注１．農業関係の貸出金とは、農業者、農業法人および農業関連団体等に対する農業生産・農業経営に必要な資
金や、農産物の生産・加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当します。
なお、前記の業種別の貸出金残高の「農業」は、農業者や農業法人等に対する貸出金の残高です。

注２．「その他農業」には、複合経営で主たる業種が明確に位置づけられない者、農業サービス業、農業所得が
従となる農業者等が含まれています。

注３．「農業関連団体等」には、ＪＡや全農 経済連 とその子会社等が含まれています。

主要な農業関係の貸出金残高（資金種類別） （単位：百万円）

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
残 高 残 高

プ ロ パ ー 資 金

農 業 制 度 資 金

農 業 近 代 化 資 金

そ の 他 制 度 資 金

合 計

注１．プロパー資金とは、当組合原資の資金を融資しているもののうち、制度資金以外のものをいいます。
注２．農業制度資金には、①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの、②地方公共団体が利子補給等

を行うことでＪＡが低利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資するものがあり、ここでは①の転
貸資金と②を対象としています。

注３．その他制度資金には、農業経営改善促進資金 スーパーＳ資金 や農業経営負担軽減支援資金などが該当し
ます。

主要な農業関係の貸出金残高（受託貸付金） （単位：百万円）

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
残 高 残 高

日本政策金融公庫資金 － － －

そ の 他 － － －

合 計 － － －

注．日本政策金融公庫資金は、農業（旧農林漁業金融公庫）にかかる資金をいいます。
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有 価 証 券

有価証券の種類別の平均残高と構成比 単位：百万円、％

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
平均残高 構成比 平均残高 構成比

国 債

地 方 債

政 府 保 証 債 ― ― － － －

金 融 債 ― ― － － －

短 期 社 債 ― ― － － －

社 債

株 式 ― ― － － －

そ の 他 の 証 券 ― ―

合 計

商品有価証券の種類別の平均残高と構成比

該当する取引はありません。

有価証券の残存期間別の残高
平成 年 月期 単位：百万円

種 類 年以内 年超 年以内 年超 年以内 年超
期間の定めの
ないもの 合 計

国 債 ― ― ―

地 方 債 ― ― ―

政 府 保 証 債 ― ― ― ― ― ―

金 融 債 ― ― ― ― ― ―

短 期 社 債 ― ― ― ― ― ―

社 債 ―

株 式 ― ― ― ― ― ―

その他の証券 ― ― ― ― ― ―

合 計 ―

令和 年 月期 単位：百万円

種 類 年以内 年超 年以内 年超 年以内 年超
期間の定めの
ないもの

合 計

国 債 － － －

地 方 債 － － － －

政 府 保 証 債 － － － － － －

金 融 債 － － － － － －

短 期 社 債 － － － － － －

社 債 －

株 式 － － － － － －

その他の証券 － － － －

合 計 －
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有 価 証 券

有価証券の種類別の平均残高と構成比 単位：百万円、％

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

増 減
平均残高 構成比 平均残高 構成比

国 債

地 方 債

政 府 保 証 債 ― ― － － －

金 融 債 ― ― － － －

短 期 社 債 ― ― － － －

社 債

株 式 ― ― － － －

そ の 他 の 証 券 ― ―

合 計

商品有価証券の種類別の平均残高と構成比

該当する取引はありません。

有価証券の残存期間別の残高
平成 年 月期 単位：百万円

種 類 年以内 年超 年以内 年超 年以内 年超
期間の定めの
ないもの 合 計

国 債 ― ― ―

地 方 債 ― ― ―

政 府 保 証 債 ― ― ― ― ― ―

金 融 債 ― ― ― ― ― ―

短 期 社 債 ― ― ― ― ― ―

社 債 ―

株 式 ― ― ― ― ― ―

その他の証券 ― ― ― ― ― ―

合 計 ―

令和 年 月期 単位：百万円

種 類 年以内 年超 年以内 年超 年以内 年超
期間の定めの
ないもの

合 計

国 債 － － －

地 方 債 － － － －

政 府 保 証 債 － － － － － －

金 融 債 － － － － － －

短 期 社 債 － － － － － －

社 債 －

株 式 － － － － － －

その他の証券 － － － －

合 計 －

 

保有有価証券の取得価額又は契約価額、時価及び評価損益

【１】有価証券
１ 売買目的有価証券

当ＪＡは、平成 年３月期及び令和 年３月期における売買目的有価証券の残高はありません。

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 単位：百万円

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

貸借対照表

計上額
時価 差額

貸借対照表

計上額
時価 差額

うち益 うち損 うち益 うち損

国 債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

地 方 債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

金 融 債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

社 債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

そ の 他 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

注 ：時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
注 ：上記の「その他」は、ありません。

３ その他有価証券で時価のあるもの 単位：百万円

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

取得原価

償却原価

貸借対照表

計上額
差額

取得原価

償却原価

貸借対照表

計上額
差額

うち益 うち損 うち益 うち損

株 式 － － － － － － － － － －

債 券

国 債 ―

地方債 ― －

政府保証債 ― ― ― ― ― － － － － －

金融債 ― ― ― ― ― － － － － －

社 債

そ の 他 ― ― ― ― ― －

合 計

注 ：時価は、期末日における市場価格等に基づいております。

４ 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの
当ＪＡは、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で、時価のあるものはありません。

５ 時価のない有価証券の主な内容と貸借対照表計上額
単位：百万円

平成 年 月期 令和 年 月期

小会社・子法人及び関連法人株式・子会社株式

その他有価証券
非上場株式 （株）埼玉県花植木流通センター

（株）埼玉県農協総合情報センタ－他 件
（株）むさしの村他 件

【２】 金銭の信託

当ＪＡは、運用目的・満期保有目的・その他の金銭の信託にかかる契約はありません。
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リスク管理債権及び金融再生法開示債権

●農業協同組合法に基づくリスク管理債権 ●金融再生法に基づく開示債権
単位：百万円 単位：百万円

平成 年 月期 令和 年 月期 平成 年 月期 令和 年 月期

破綻先債権額 注① 破産更生債権及び
これに準ずる債権 注

延滞債権額 注② 危険債権 注

ヵ月以上延滞債権額
注③ － ― 要管理債権 注 － ―

貸出条件緩和債権額
注④

－ ― 小 計

リスク管理債権合計 正常債権 注

開示対象債権合計

注① 破綻先債権：元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続し

ていることその他の事由により元本又は利息の取立て又は

弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった

貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不

計上貸出金」という。）のうち，法人税法施行令第 条第

項第 号のイからホまでに掲げる事由又は同項第 号に

規定する事由が生じているものをいう。

注② 延滞債権：未収利息不計上貸出金であって，注①に掲げる

もの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし

て利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。

注③ ３ヵ月以上延滞債権：元本又は利息の支払が約定支払日の

翌日から３ヵ月以上遅延している貸出金（注①，注②に掲

げるものを除く。）をいう。

注④ 貸出条件緩和債権：債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として，金利の減免，利息の支払猶予，元本の返済

猶予，債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ

た貸出金（注①，注②及び注③に掲げるものを除く。）をい

う。

注 破産更生債権及びこれらに準ずる債権：破産，会社更生，

再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対

する債権及びこれらに準ずる債権をいう。

注 危険債権：債務者が経営破綻の状態には至っていないが，

財政状態及び経営成績が悪化し，契約に従った債権の元本

の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をい

う。

注 要管理債権：「３ヵ月以上延滞債権」（元金又は利息の支払

が，約定支払日の翌日を起算日として３ヵ月以上延滞して

いる貸出債権（注 及び注 に該当する債権を除く。）をい

う。）及び「貸出条件緩和債権」（経済的困難に陥った債務

者の再建又は支援を図り，当該債権の回収を促進すること

等を目的に，債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件

の改定等を行った貸出債権（注 及び注 に該当する債権並

びに「３ヵ月以上延滞債権」を除く。）をいう。）をいう。

注 正常債権：債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がな

いものとして，注 から注 までに掲げる債権以外のものに

区分される債権をいう。

※ 金融再生法（「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」 平成 年 月 日法律第 号 をいう。以下同じ。）に基
づく開示債権は、 バンクの方針に基づき平成 年 月期より開示するものです。

●農業協同組合法リスク管理債権の保全状況（令和２年 月期） 単位百万円％

債権額 保 全 額 保全率
担保･保証等 貸倒引当金 合計

破 綻 先 債 権 ― ― ― ―

延 滞 債 権 ―

３ヵ月以上延滞債権 ― ― ― ― ―

貸出条件緩和債権 ― ― ― ― ―

リスク管理債権合計 ―

注 担保・保証等の保全額は、自己査定に基づき計算した担保処分可能見込額及び保証により回収可能と認められた額の合計です。
注 貸倒引当金は、リスク管理債権に対して引当計上した金額であり、貸借対照表の残高とは異なります。

●金融再生法開示債権の保全状況（令和２年 月期）
単位百万円％

債権額 保 全 額 保全率
担保･保証等 貸倒引当金 合計

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

危 険 債 権

要 管 理 債 権 ― ― ― ― ―

小 計

正 常 債 権

開示対象債権債権合計

注 担保・保証等の保全額は、自己査定に基づき計算した担保処分可能見込額及び保証により回収可能と認められた額の合計です。

注 貸倒引当金は、金融再生法開示債権に対して引当計上した金額であり、貸借対照表の残高とは異なります。
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リスク管理債権及び金融再生法開示債権

●農業協同組合法に基づくリスク管理債権 ●金融再生法に基づく開示債権
単位：百万円 単位：百万円

平成 年 月期 令和 年 月期 平成 年 月期 令和 年 月期

破綻先債権額 注① 破産更生債権及び
これに準ずる債権 注

延滞債権額 注② 危険債権 注

ヵ月以上延滞債権額
注③ － ― 要管理債権 注 － ―

貸出条件緩和債権額
注④

－ ― 小 計

リスク管理債権合計 正常債権 注

開示対象債権合計

注① 破綻先債権：元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続し

ていることその他の事由により元本又は利息の取立て又は

弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった

貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不

計上貸出金」という。）のうち，法人税法施行令第 条第

項第 号のイからホまでに掲げる事由又は同項第 号に

規定する事由が生じているものをいう。

注② 延滞債権：未収利息不計上貸出金であって，注①に掲げる

もの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし

て利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。

注③ ３ヵ月以上延滞債権：元本又は利息の支払が約定支払日の

翌日から３ヵ月以上遅延している貸出金（注①，注②に掲

げるものを除く。）をいう。

注④ 貸出条件緩和債権：債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として，金利の減免，利息の支払猶予，元本の返済

猶予，債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ

た貸出金（注①，注②及び注③に掲げるものを除く。）をい

う。

注 破産更生債権及びこれらに準ずる債権：破産，会社更生，

再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対

する債権及びこれらに準ずる債権をいう。

注 危険債権：債務者が経営破綻の状態には至っていないが，

財政状態及び経営成績が悪化し，契約に従った債権の元本

の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をい

う。

注 要管理債権：「３ヵ月以上延滞債権」（元金又は利息の支払

が，約定支払日の翌日を起算日として３ヵ月以上延滞して

いる貸出債権（注 及び注 に該当する債権を除く。）をい

う。）及び「貸出条件緩和債権」（経済的困難に陥った債務

者の再建又は支援を図り，当該債権の回収を促進すること

等を目的に，債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件

の改定等を行った貸出債権（注 及び注 に該当する債権並

びに「３ヵ月以上延滞債権」を除く。）をいう。）をいう。

注 正常債権：債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がな

いものとして，注 から注 までに掲げる債権以外のものに

区分される債権をいう。

※ 金融再生法（「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」 平成 年 月 日法律第 号 をいう。以下同じ。）に基
づく開示債権は、 バンクの方針に基づき平成 年 月期より開示するものです。

●農業協同組合法リスク管理債権の保全状況（令和２年 月期） 単位百万円％

債権額 保 全 額 保全率
担保･保証等 貸倒引当金 合計

破 綻 先 債 権 ― ― ― ―

延 滞 債 権 ―

３ヵ月以上延滞債権 ― ― ― ― ―

貸出条件緩和債権 ― ― ― ― ―

リスク管理債権合計 ―

注 担保・保証等の保全額は、自己査定に基づき計算した担保処分可能見込額及び保証により回収可能と認められた額の合計です。
注 貸倒引当金は、リスク管理債権に対して引当計上した金額であり、貸借対照表の残高とは異なります。

●金融再生法開示債権の保全状況（令和２年 月期）
単位百万円％

債権額 保 全 額 保全率
担保･保証等 貸倒引当金 合計

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

危 険 債 権

要 管 理 債 権 ― ― ― ― ―

小 計

正 常 債 権

開示対象債権債権合計

注 担保・保証等の保全額は、自己査定に基づき計算した担保処分可能見込額及び保証により回収可能と認められた額の合計です。

注 貸倒引当金は、金融再生法開示債権に対して引当計上した金額であり、貸借対照表の残高とは異なります。

 

貸倒引当金

貸倒引当金の期末残高および期中増減額 単位：百万円

期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高 摘要
目的使用 その他

一 般
貸倒引当金

平成 年 月期 －

令和 年 月期 ―

個 別
貸倒引当金

平成 年 月期 －

令和 年 月期 ―

合 計
平成 年 月期 －

令和 年 月期 ―

注 ：貸倒引当金は、信用事業に係る引当金ですので、貸借対照表の残高とは異なります。

注 ：個別貸倒引当金とは、自己査定に基づき、「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」に区分した債務者に係る貸出金について、
所定の担保等処分可能見込額（保証による回収可能額を含む。）を、債権現在額から控除した残額を計上したものです。
また、一般貸倒引当金は、前記以外の債権について、過去の一定期間の貸倒実績率を乗じて計上したものです。

貸出金償却額
単位：百万円

種 類 平成 年 月期 令和 年 月期

貸 出 金 償 却 額 － －

（注）貸出金償却は、すでに個別貸倒引当金を引き当てていた債権について、償却額と引当金戻入額を相殺した残額を表示してい

ます。
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金
（
破
綻
先
債
権
及
び
延
滞
債
権
を
除
く
）

●
貸
出
条
件
緩
和
債
権

債
務
者
の
経
営
再
建
等
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
金
利
の
減
免
、
利

息
の
支
払
猶
予
、
元
本
の
返
済
猶
予
、
債
権
放
棄
そ
の
他
の
債
務
者
に
有
利

と
な
る
取
決
め
を
行
っ
た
貸
出
金
（
破
綻
先
債
権
、
延
滞
債
権
及
び
３
ヵ
月

以
上
延
滞
債
権
を
除
く
）

対 象 債 権
 

●
信

用
事
業

総
与
信

に
含
ま

れ
る
「
そ
の

他
の
債
権
」

と
は

 
信

用
未
収

利
息
・

信
用
仮

払
金
な
ど
が

該
当
し
ま
す

。
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参
考

＜
金
融
再
生
法
に
よ
る
開
示
債
権
及
び
リ
ス
ク
管
理
債
権
の
イ
メ
ー
ジ
図
＞

 
＜
自
己
査
定
債
務
者
区
分
＞

＜
金
融
再
生
法
債
務
者
区
分
＞

＜
リ
ス
ク
管
理
債
権
＞

信
用

事
業

総
与

信
信
用
事

業
以
外

の
与
信

信
用

事
業

総
与

信
信
用
事

業
以
外

の
与
信

信
用

事
業

総
与

信
信
用
事

業
以
外

の
与
信

貸
出

金
そ
の
他

の
債
権

貸
出

金
そ
の
他

の
債
権

貸
出

金
そ
の
他

の
債
権

破
綻

先
破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に

準
ず
る
債
権

破
綻
先
債
権

実
質

破
綻

先
延
滞
債
権

破
綻

懸
念

先
危

険
債

権

要 注 意 先

要
管

理
先

要
管

理
債

権
３
ヵ
月
以
上
延
滞
債
権

貸
出
条
件
緩
和
債
権

そ
の

他
要

注
意

先

正
常

債
権

正
常

先

●
破
綻
先

法
的
・
形
式
的
な
経
営
破
綻
の
事
実
が
発
生
し
て
い
る
債
務
者

●
実
質
破
綻
先

法
的
・
形
式
的
な
経
営
破
綻
の
事
実
は
発
生
し
て
い
な
い
も
の
の
、
深
刻
な
経
営

難
の
状
態
に
あ
り
、
再
建
の
見
通
し
が
な
い
状
況
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
等
実
質
的

に
経
営
破
綻
に
陥
っ
て
い
る
債
務
者

●
破
綻
懸
念
先

現
状
経
営
破
綻
の
状
況
に
は
な
い
が
、
経
営
難
の
状
態
に
あ
り
、
経
営
改
善
計
画

等
の
進
捗
状
況
が
芳
し
く
な
く
、
今
後
経
営
破
綻
に
陥
る
可
能
性
が
大
き
い
と
認
め

ら
れ
る
債
務
者

●
要
管
理
先

要
注
意
先
の
債
務
者
の
う
ち
当
該
債
務
者
の
債
権
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
次
に

掲
げ
る
要
管
理
先
債
権
で
あ
る
債
務
者

ⅰ
３
ヵ
月
以
上
延
滞
債
権

元
金
ま
た
は
利
息
の
支
払
い
が
、
約
定
支
払
日
の
翌
日
を
起
算
日
と
し
て
３
ヵ

月
以
上
延
滞
し
て
い
る
貸
出
債
権

ⅱ
貸
出
条
件
緩
和
債
権

経
済
的
困
難
に
陥
っ
た
債
務
者
の
再
建
又
は
支
援
を
は
か
り
、
当
該
債
権
の
回

収
を
促
進
す
る
こ
と
等
を
目
的
に
、
債
務
者
に
有
利
な
一
定
の
譲
歩
を
与
え
る
約

定
条
件
の
改
定
等
を
行
っ
た
貸
出
債
権

●
そ
の
他
の
要
注
意
先

要
管
理
先
以
外
の
要
注
意
先
に
属
す
る
債
務
者

●
正
常
先

業
況
が
良
好
、
か
つ
、
財
務
内
容
に
も
特
段
の
問
題
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
債
務
者

●
破
産
更
正
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権

破
産
手
続
開
始
、
更
生
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
等
の
事
由

に
よ
り
経
営
破
綻
に
陥
っ
て
い
る
債
務
者
に
対
す
る
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準

ず
る
債
権

●
危
険
債
権

債
務
者
が
経
営
破
綻
の
状
態
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
財
政
状
態
及
び
経

営
成
績
が
悪
化
し
、
契
約
に
従
っ
た
債
権
の
元
本
の
回
収
及
び
利
息
の
受
取

り
が
で
き
な
い
可
能
性
の
高
い
債
権

●
要
管
理
債
権

３
ヵ
月
以
上
延
滞
債
権
及
び
貸
出
条
件
緩
和
債
権
（
経
済
的
困
難
に
陥
っ

た
債
務
者
の
再
建
又
は
支
援
を
図
り
、
当
該
債
権
の
回
収
を
促
進
す
る
こ
と

等
を
目
的
に
、
債
務
者
に
有
利
な
一
定
の
譲
歩
を
与
え
る
約
定
条
件
の
改
定

等
を
行
っ
た
貸
出
債
権

●
正
常
債
権

債
務
者
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
特
に
問
題
が
な
い
も
の
と
し
て
、

同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
債
権
以
外
の
も
の
に
区
分
さ
れ
る

債
権

●
破
綻
先
債
権

元
本
又
は
利
息
の
支
払
の
遅
延
が
相
当
期
間
継
続
し
て
い
る
こ
と
そ
の

他
の
事
由
に
よ
り
元
本
又
は
利
息
の
取
立
て
又
は
弁
済
の
見
込
み
が
な
い

も
の
と
し
て
未
収
利
息
を
計
上
し
な
か
っ
た
貸
出
金
（
貸
倒
償
却
を
行
っ
た

部
分
を
除
く
。
以
下
「
未
収
利
息
不
計
上
貸
出
金
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、

法
人
税
法
施
行
令
第
九
十
六
条
第
一
項
第
三
号

の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ

る
事
由
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
て
い
る
貸
出
金

●
延
滞
債
権

未
収
利
息
不
計
上
貸
出
金
で
あ
っ
て
、
破
綻
先
債
権
及
び
債
務
者
の
経
営

再
建
又
は
支
援
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
利
息
の
支
払
を
猶
予
し
た
貸

出
金
以
外
の
貸
出
金

●
３
ヵ
月
以
上
延
滞
債
権

元
本
又
は
利
息
の
支
払
が
約
定
支
払
日
の
翌
日
か
ら
３
ヵ
月
以
上
遅
延

し
て
い
る
貸
出
金
（
破
綻
先
債
権
及
び
延
滞
債
権
を
除
く
）

●
貸
出
条
件
緩
和
債
権

債
務
者
の
経
営
再
建
等
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
金
利
の
減
免
、
利

息
の
支
払
猶
予
、
元
本
の
返
済
猶
予
、
債
権
放
棄
そ
の
他
の
債
務
者
に
有
利

と
な
る
取
決
め
を
行
っ
た
貸
出
金
（
破
綻
先
債
権
、
延
滞
債
権
及
び
３
ヵ
月

以
上
延
滞
債
権
を
除
く
）

対 象 債 権
 

●
信

用
事
業

総
与
信

に
含
ま

れ
る
「

そ
の

他
の
債
権
」
と
は

 
信

用
未
収

利
息
・

信
用
仮

払
金
な
ど
が

該
当
し
ま
す

。
 

 

 

 

内国為替取扱実績

（単位：千件、百万円）

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

仕 向 被仕向 仕 向 被仕向

送金・振込為替
件数

金額

代金取立為替
件数

金額

雑為替
件数

金額

合計
件数

金額

信用事業関連経営指標

利益総括表 単位：百万円、％

種 類 平成 年 月期 令和 年 月期 増 減

資 金 運 用 収 支

資 金 運 用 収 益

資 金 運 用 費 用 △

役 務 取 引 等 収 支

役務取引等収益

役務取引等費用

その他信用事業収支 △ △

その他信用事業収益 △

その他信用事業費用 △

信 用 事 業 粗 利 益

信用事業粗利益率 ％ ％ △ ％

事 業 粗 利 益

事 業 粗 利 益 率 ％ ％ △ ％

注：信用事業粗利益率＝信用事業粗利益／資金運用勘定平均残高×
事業粗利益率＝事業粗利益／総資産平均残高 債務保証見返を除く ×

資金運用収支の内訳 単位：百万円、％

区 分
平成 年 月期 令和 年 月期

平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り

資 金 運 用 勘 定 ％ ％

うち 貸 出 金 ％ ％

うち 商品有価証券 ― ― ― ― ― ―

うち 有価証券 ％ ％

うち コールローン ― ― ― ― ― ―

うち 買入手形 ― ― ― ― ― ―

うち 預 金 ％ ％

資 金 調 達 勘 定 ％ ％

うち 貯金・定積 ％ ％

うち 譲渡性貯金 ― ― ― ― ― ―

うち 借 入 金 ％ ％

総 資 金 利 ざ や ％ ％

注：総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達原価（資金調達利回り＋経費率）

経費率＝信用部門の事業管理費／資金調達勘定平均残高（貯金＋定期積金＋借入金）×

- 47 -



 

 

受取・支払利息の増減
単位：百万円

平成 年 月期

増 減 額
令和 年 月期

増 減 額

平成 年 月期

増 減 額
令和 年 月期

増 減 額

受 取 利 息 支 払 利 息 △

うち貸出金 △ △ うち貯金・定積 △

うち商品有価証券 ― － うち譲渡性貯金 ― －

うち有価証券 △ うち借 入 金 △ △

うちコールローン ― －

うち買入手形 ― － 差 引

うち預 金 注：増減額は、前年度対比です。
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受取・支払利息の増減
単位：百万円

平成 年 月期

増 減 額
令和 年 月期

増 減 額

平成 年 月期

増 減 額
令和 年 月期

増 減 額

受 取 利 息 支 払 利 息 △

うち貸出金 △ △ うち貯金・定積 △

うち商品有価証券 ― － うち譲渡性貯金 ― －

うち有価証券 △ うち借 入 金 △ △

うちコールローン ― －

うち買入手形 ― － 差 引

うち預 金 注：増減額は、前年度対比です。

 

 

共 済 事 業 の 状 況

長期共済新契約高と保有契約高
単位：百万円

種 類

平成 年 月期 令和 年 月期

新契約高 保有契約高 新契約高 保有契約高

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

生

命

総

合

共

済

終 身 共 済

定 期 生 命 共 済

養 老 生 命 共 済

うちこども共済

医 療 共 済

が ん 共 済 － －

定 期 医 療 共 済 － － － －

介 護 共 済

生 活 障 害 共 済

年 金 共 済 － －

建 物 更 生 共 済

合 計

（注） 金額は、保障金額（がん共済はがん死亡共済金額、医療共済及び定期医療共済は死亡給付金額（付加された定期特約金

額等を含む）、介護共済は一時払契約の一時払掛金相当額、年金共済は付加された定期特約金額）を表示しています。 

医療系共済の入院共済金額保有高
（単位：百万円）

種 類

平成 年 月期 令和 年 月期

新契約高 保有高 新契約高 保有高

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

医 療 共 済

が ん 共 済

定 期 医 療 共 済 － － － －

合 計

（注） 金額は、入金共済金額を表示しています。

介護共済・生活障害共済の共済金額保有高
（単位：百万円）

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

新契約高 保有高 新契約高 保有高

介 護 共 済

生活障害共済（一時金型）

生活障害共済（定期年金型）

（注） 金額は、介護共済は介護共済金額、生活障害共済は生活障害共済金額又は生活障害年金額を表示しています。

年金共済の年金保有額
（単位：百万円）

種 類

平成 年 月期 令和 年 月期

新契約高 保有高 新契約高 保有高

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

年 金 開 始 前

年 金 開 始 後 － － － －

合 計

（注） 金額は、年金年額（利率変動型年金にあっては、最低保証年金額）を表示しています。
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短期共済契約高
単位：百万円

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

件数 金額 掛金 件数 金額 掛金

火 災 共 済

自 動 車 共 済

傷 害 共 済

団 体 定 期 生 命 共 済 － － － － － －

定 額 定 期 生 命 共 済

賠 償 責 任 共 済

自 賠 責 共 済

合 計

（注）１．金額は、保障金額を表示しています。

２．自動車共済、賠償責任共済、自賠責共済は掛金総額です。

共済契約者数・被共済者数
（単位：人）

種 類

平成 年 月期 令和 年 月期

共済契約者数 被共済者数 共済契約者数 被共済者数
新規契約
者数

保有契約
者数

新規被共
済者数

保有被共
済者数

新規契約
者数

保有契約
者数

新規被共
済者数

保有被共
済者数

終 身 共 済

定 期 生 命 共 済 － －

養 老 生 命 共 済

こ ど も 共 済

医 療 共 済

が ん 共 済

定 期 医 療 共 済 － － － －

医 療 系 計

介 護 共 済

生 活 障 害 共 済

生命総合共済 小計
（年金共済を除く）

年 金 共 済

生命総合共済 合計

建 物 更 生 共 済

自 動 車 共 済

総 合 計

（注）１．契約者数（被共済者）の合計等が一致していないのは、共済契約者が複数の共済を契約しているためです。
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短期共済契約高
単位：百万円

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

件数 金額 掛金 件数 金額 掛金

火 災 共 済

自 動 車 共 済

傷 害 共 済

団 体 定 期 生 命 共 済 － － － － － －

定 額 定 期 生 命 共 済

賠 償 責 任 共 済

自 賠 責 共 済

合 計

（注）１．金額は、保障金額を表示しています。

２．自動車共済、賠償責任共済、自賠責共済は掛金総額です。

共済契約者数・被共済者数
（単位：人）

種 類

平成 年 月期 令和 年 月期

共済契約者数 被共済者数 共済契約者数 被共済者数
新規契約
者数

保有契約
者数

新規被共
済者数

保有被共
済者数

新規契約
者数

保有契約
者数

新規被共
済者数

保有被共
済者数

終 身 共 済

定 期 生 命 共 済 － －

養 老 生 命 共 済

こ ど も 共 済

医 療 共 済

が ん 共 済

定 期 医 療 共 済 － － － －

医 療 系 計

介 護 共 済

生 活 障 害 共 済

生命総合共済 小計
（年金共済を除く）

年 金 共 済

生命総合共済 合計

建 物 更 生 共 済

自 動 車 共 済

総 合 計

（注）１．契約者数（被共済者）の合計等が一致していないのは、共済契約者が複数の共済を契約しているためです。

 

 

購 買 事 業 の 状 況

購買品目別取扱高

生産資材の取扱高
単位：百万円

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

取扱高 手数料 取扱高 手数料

生
産
資
材

肥 料

農 薬

飼 料

農 業 機 械

自 動 車

燃 料

球 根

施 設 資 材

小 計

生活資材の取扱高
単位：百万円

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

取扱高 手数料 取扱高 手数料

生
活
物
資

食
品

米

生 鮮 食 品

一 般 食 品

生 活 用 品

食 材 関 係

直 売 所

葬 儀

Ｌ Ｐ Ｇ

小 計

購買品取扱高合計

販 売 事 業 の 状 況

受託品販売品目取扱高 買取品販売品目取扱高
単位：百万円 単位：百万円

種 類 平成 年 月期 令和 年 月期 種 類 平成 年 月期 令和 年 月期

米 米 ― ―

麦・豆・雑穀 麦・豆・雑穀 ― ―

野 菜 野 菜 ― ―

果 実 果 実 ― ―

花 植 木 花 植 木 ― ―

生 乳 生 乳 ― ―

肉 用 牛 肉 用 牛 ― ―

畜 産 物 畜 産 物 ― ―

養 蚕 養 蚕 ― ―

農 直 品 農 直 品 ― ―

合 計 合 計 ― ―
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そ の 他 事 業 の 状 況

 保管事業取扱高                        加工事業取扱高  
単位：百万円 単位：百万円

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

区 分
平成 年 月期 令和 年 月期

取扱高 取扱高 取扱高 取扱高

保 管 料 製粉・精米

検査手数料 合 計

その他収入

合 計

 利用事業取扱高                       宅地等供給事業取扱高  
単位：百万円 単位：百万円

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

区 分
平成 年 月期 令和 年 月期

取扱高 取扱高 取扱高 取扱高

ライスセンター 土 地 －

ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 建 物 －

予冷倉庫・その他 合 計

合 計 施主代行方式

による建物の

取扱

－ －

 特別会計事業取扱高
（単位：百万円）

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

取扱高 取扱高

郵 便 事 業

合 計

指導事業収支 農作業受委託事業収支
単位：百万円 単位：千円

区 分 平成 年 月期 令和 年 月期 区 分 平成 年 月期 令和 年 月期

補 助 金 受 託 料

実 費 収 入 収 入 計

収 入 計 委 託 料

営 農 改 善 費 車 両 費

生 活 改 善 費 保 険 料

組 織 活 動 費 雑 費

相 談 活 動 費 支 出 計

教 育 情 報 費 差 引

支 出 計

差 引 △ △
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そ の 他 事 業 の 状 況

 保管事業取扱高                        加工事業取扱高  
単位：百万円 単位：百万円

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

区 分
平成 年 月期 令和 年 月期

取扱高 取扱高 取扱高 取扱高

保 管 料 製粉・精米

検査手数料 合 計

その他収入

合 計

 利用事業取扱高                       宅地等供給事業取扱高  
単位：百万円 単位：百万円

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

区 分
平成 年 月期 令和 年 月期

取扱高 取扱高 取扱高 取扱高

ライスセンター 土 地 －

ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 建 物 －

予冷倉庫・その他 合 計

合 計 施主代行方式

による建物の

取扱

－ －

 特別会計事業取扱高
（単位：百万円）

種 類
平成 年 月期 令和 年 月期

取扱高 取扱高

郵 便 事 業

合 計

指導事業収支 農作業受委託事業収支
単位：百万円 単位：千円

区 分 平成 年 月期 令和 年 月期 区 分 平成 年 月期 令和 年 月期

補 助 金 受 託 料

実 費 収 入 収 入 計

収 入 計 委 託 料

営 農 改 善 費 車 両 費

生 活 改 善 費 保 険 料

組 織 活 動 費 雑 費

相 談 活 動 費 支 出 計

教 育 情 報 費 差 引

支 出 計

差 引 △ △

 

 

利 益 率

区 分 平成 年 月期 令和 年 月期

総 資 産 経 常 利 益 率 ％ ％

資 本 経 常 利 益 率 ％ ％

総資産当期純利益率 ％ ％

資 本 当 期 純 利 益 率 ％ ％

※ 総資産経常利益率＝経常利益 総資産平均残高（債務保証見返を除く）×

※ 資本経常利益率＝経常利益 純資産勘定平均残高×

※ 総資産当期純利益率＝当期剰余金（税引後） 総資産平均残高（債務保証見返を除く）×

※ 資本当期純利益率＝当期剰余金（税引後） 純資産勘定平均残高×

貯貸率・貯証率
単位：百万円、％

項 目 平成 年 月期 令和 年 月期 増 減

貯金・積金期末残高（ ）

貸出金期末残高（ ）

貯貸率
期末（ ） ％ ％ ％

期中平均 ％ ％ △ ％

有価証券期末残高（ ）

貯証率
期末（ ） ％ ％ ％

期中平均 ％ ％ ％

※ 貯貸率（期 末）＝貸出金残高／貯金残高×

貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×

貯証率（期 末）＝有価証券残高／貯金残高×

貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×

経営諸指標  
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１．自己資本の構成に関する事項

（単位：百万円、％）

項 目

平成 年 月期 令和 年 月期

経過措置

による不

算入額

コア資本にかかる基礎項目

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額

うち、出資金及び資本準備金の額

うち、再評価積立金の額 － －

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額 （△）

うち、上記以外に該当するものの額 △ △

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、一般貸倒引当金及び相互援助積立金コア資本算入額

うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

公的機関による資本の増強に関する措置をつうじて発行された資本調達手段の額の

うち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
－ －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の４５％に相当する額のうち、コア資

本に係る基礎項目の額に含まれる額
－ －

コア資本にかかる基礎項目の額 （イ）

コア資本にかかる調整項目

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計

額
－

うち、のれんに係るものの額 － － －

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 －

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － － －

適格引当金不足額 － － －

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － － －

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － － －

前払年金費用の額 － － －

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － － －

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － － －

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － － －

特定項目に係る１０％基準超過額 － － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの

額
－ － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － － －

特定項目に係る１５％基準超過額 － － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの

額
－ － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － － －

コア資本に係る調整項目の額 （ロ）

自己資本

自己資本の額（（イ）―（ロ）） （ハ）

自己資本の充実の状況  
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１．自己資本の構成に関する事項

（単位：百万円、％）

項 目

平成 年 月期 令和 年 月期

経過措置

による不

算入額

コア資本にかかる基礎項目

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額

うち、出資金及び資本準備金の額

うち、再評価積立金の額 － －

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額 （△）

うち、上記以外に該当するものの額 △ △

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、一般貸倒引当金及び相互援助積立金コア資本算入額

うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

公的機関による資本の増強に関する措置をつうじて発行された資本調達手段の額の

うち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
－ －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の４５％に相当する額のうち、コア資

本に係る基礎項目の額に含まれる額
－ －

コア資本にかかる基礎項目の額 （イ）

コア資本にかかる調整項目

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計

額
－

うち、のれんに係るものの額 － － －

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 －

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － － －

適格引当金不足額 － － －

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － － －

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － － －

前払年金費用の額 － － －

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － － －

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － － －

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － － －

特定項目に係る１０％基準超過額 － － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの

額
－ － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － － －

特定項目に係る１５％基準超過額 － － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの

額
－ － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － － －

コア資本に係る調整項目の額 （ロ）

自己資本

自己資本の額（（イ）―（ロ）） （ハ）

自己資本の充実の状況   

 

項 目

平成 年 月期 令和 年 月期

経過措置

による不

算入額

リスク・アセット等

信用リスク・アセットの額の合計額

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △ △

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー

うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額に係るものの額 － －

うち、上記以外に該当するものの額 － －

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額

信用リスク・アセット調整額 － －

オペレーショナル・リスク相当額調整額 － －

リスク・アセット等の額の合計額 （ニ）

自己資本比率

自己資本比率（（ハ）／（ニ）） ％ ％

（注）

１．農協法第 条の 第 項第 号の規定に基づく組合の経営の健全性を判断するための基準に係る算式に基づき算出してい

ます。

２．当組合は、信用リスク・アセットの算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保の適用については信用リスク削減手法

の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法を採用しています。

３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。

- 55 -



 

 

２．自己資本の充実度に関する事項

① 信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳 （単位：百万円）

平成 年 月期 令和 年 月期

エクスポージャ

ーの期末残高

リスク・

アセット額

所要自己

資本額

＝ ×４％

エクスポージャ

ーの期末残高

リスク・

アセット額

所要自己

資本額

＝ ×４％

現金 － － － －

我が国の中央政府及び中央銀行向け － － － －

外国の中央政府及び中央銀行向け － － － － － －

国際決済銀行向け － － － － － －

我が国の地方公共団体向け － － － －

外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － － － －

国際開発銀行向け － － － － － －

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け － － － － －

金融機関及び第一種金融商品取引業者

向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け － － － － － －

三月以上延滞等

取立未済手形

信用保証協会等保証付

株式会社地域経済活性化支援機構等に

よる保証付
－ － － － － －

共済約款貸付 － － － － － －

出資等

（うち出資等のエクスポージャー）

（うち重要な出資のエクスポージャー） － － － － － －

上記以外

（うち他の金融機関等の対象資本等調達
手段のうち対象普通出資等及びその他外
部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当するもの

以外のものに係るエクスポージャー）

（うち農林中央金庫又は農業協同組合連

合会の対象普通出資等に係るエクスポー
ジャー）

－ － －

（うち特定項目のうち調整項目に算入さ

れない部分に係るエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超

える議決権を保有している他の金融機関
等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達手
段に関するエクスポージャー）

－ － － － － －

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有していない他の金融機
関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達

手段に係る５％基準額を上回る部分に係
るエクスポージャー）

－ － － － － －

（うち上記以外のエクスポージャー）

証券化 － － － － － －

（うちＳＴＣ要件適用分） － － － － － －

（うち非ＳＴＣ適用分） － － － － － －

再証券化 － － － － － －

リスク・ウェイトのみなし計算が適用

されるエクスポージャー
－ － － － － －

（うちルックスルー方式） － － － － － －

（うちマンデート方式） － － － － － －

（うち蓋然性方式 ％） － － － － － －

（うち蓋然性方式 ％） － － － － － －

（うちフォールバック方式） － － － － － －

経過措置によりリスク・アセットの額

に算入されるものの額
－ △ △ － － －

他の金融機関等の対象資本調達手段に

係るエクスポージャーに係る経過措置
－ － － － △ △
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２．自己資本の充実度に関する事項

① 信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳 （単位：百万円）

平成 年 月期 令和 年 月期

エクスポージャ

ーの期末残高

リスク・

アセット額

所要自己

資本額

＝ ×４％

エクスポージャ

ーの期末残高

リスク・

アセット額

所要自己

資本額

＝ ×４％

現金 － － － －

我が国の中央政府及び中央銀行向け － － － －

外国の中央政府及び中央銀行向け － － － － － －

国際決済銀行向け － － － － － －

我が国の地方公共団体向け － － － －

外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － － － －

国際開発銀行向け － － － － － －

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け － － － － －

金融機関及び第一種金融商品取引業者

向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け － － － － － －

三月以上延滞等

取立未済手形

信用保証協会等保証付

株式会社地域経済活性化支援機構等に

よる保証付
－ － － － － －

共済約款貸付 － － － － － －

出資等

（うち出資等のエクスポージャー）

（うち重要な出資のエクスポージャー） － － － － － －

上記以外

（うち他の金融機関等の対象資本等調達
手段のうち対象普通出資等及びその他外
部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当するもの

以外のものに係るエクスポージャー）

（うち農林中央金庫又は農業協同組合連

合会の対象普通出資等に係るエクスポー
ジャー）

－ － －

（うち特定項目のうち調整項目に算入さ

れない部分に係るエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超

える議決権を保有している他の金融機関
等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達手
段に関するエクスポージャー）

－ － － － － －

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有していない他の金融機
関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達

手段に係る５％基準額を上回る部分に係
るエクスポージャー）

－ － － － － －

（うち上記以外のエクスポージャー）

証券化 － － － － － －

（うちＳＴＣ要件適用分） － － － － － －

（うち非ＳＴＣ適用分） － － － － － －

再証券化 － － － － － －

リスク・ウェイトのみなし計算が適用

されるエクスポージャー
－ － － － － －

（うちルックスルー方式） － － － － － －

（うちマンデート方式） － － － － － －

（うち蓋然性方式 ％） － － － － － －

（うち蓋然性方式 ％） － － － － － －

（うちフォールバック方式） － － － － － －

経過措置によりリスク・アセットの額

に算入されるものの額
－ △ △ － － －

他の金融機関等の対象資本調達手段に

係るエクスポージャーに係る経過措置
－ － － － △ △

 

 

平成 年 月期 令和 年 月期

エクスポージャ

ーの期末残高

リスク・

アセット額

所要自己

資本額

＝ ×４％

エクスポージャ

ーの期末残高

リスク・

アセット額

所要自己

資本額

＝ ×４％

によりリスク・アセットの額に算入さ

れなかったものの額（△）

標準的手法を適用するエクスポージャ

ー別計

ＣＶＡリスク相当額÷８％ － － － － － －

中央清算機関関連エクスポージャー － － － － － －

合計（信用リスク・アセットの額）

オペレーショナル・リスクに対する所

要自己資本額

＜基礎的手法＞

オペレーショナル・リスク相当

額を８％で除して得た額

所要自己資

本額

オペレーショナル・リスク相

当額を８％で除して得た額

所要自己資本

額

ａ ａ×４％ ａ ａ’×４％

所要自己資本額計

リスク・アセット等

（分母）合計

所要自己

資本額

リスク・アセット等

（分母）合計

所要自己

資本額

ａ ａ×４％ ａ ａ’×４％

（注）

１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載してい

ます。

２．エクスポージャーとは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が

該当します。

３．「三月以上延滞等」とは，元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び

「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが ％になったエクスポージャー

のことです。

４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。

５．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化

し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

６．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置によるリスク・アセットの額お

よび調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当します。

７．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる保証または

クレジットデリバティブの免責額が含まれます。

８．当ＪＡでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たって基礎的手法を採用しております。
 
＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞ 

粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％ 
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

３．信用リスクに関する事項

① 標準的手法に関する事項

当組合では自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により

算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定に当た

り使用する格付等は次のとおりです。

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは，以下の適格格付機関による依頼格付けの

み使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。
適 格 格 付 機 関

株式会社格付投資情報センター Ｒ＆Ⅰ

株式会社日本格付研究所 ＪＣＲ

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク Ｍｏｏｄｙｓ

Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング Ｓ＆Ｐ

フィッチレーティングスリミテッド Ｆｉｔｃｈ

（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための掛目の

ことです。

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リスク・スコアは、

次のとおりです。

÷８％ 
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エクスポージャー 適 格 格 付 機 関 カントリー・リスク・スコア

金融機関向けエクスポージャー 日本貿易保険

法人等向けエクスポージャー 長期 ＆， ， ， ，

法人等向けエクスポージャー 短期 ＆， ， ， ，

② 信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以上延滞エク

スポージャーの期末残高

（単位：百万円）

平成 年 月期 令和 年 月期

信用リス

クに関す

るエクス

ポージャ

ーの残高

三月以

上延滞

エクス

ポージ

ャー

信用リス

クに関す

るエクス

ポージャ

ーの残高

三月以

上延滞

エクス

ポージ

ャー

うち

貸出金等

うち

債券

うち

貸出金等

うち

債券

国内

国外 － － － － － － － －

地域別残高計

法

人

農業 － ― － ―

製造業 ― ― ―

建設・不動産業 ― ― ― ―

電気・ガス

熱供給・水道業
― ― ― ―

運輸・通信業 ― ― ― ―

金融・保険業 ― ― ―

卸売・小売・飲

食・サービス業
― ―

日本国政府・地

方公共団体
― ―

上記以外 － ―

個人 ― ―

その他 ― ― ― ― ― ―

業種別残高計

年以下

年超 年以下

年超 年以下

年超 年以下

年超 年以下

年超

期間の定めのな

いもの
― ―

残存期間別残高計

（注）

１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算が

適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取

引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポー

ジャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間及び融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関が

融資を実行する契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残高も含めています。

３．「三月以上延滞エクスポージャー」には、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエクス

ポージャーをいいます。

４．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。

③ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：百万円）

平成 年 月期 令和 年 月期

期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高 期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高
目的使用 その他 目的使用 その他

一般貸倒引当金 － －

個別貸倒引当金 － －
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エクスポージャー 適 格 格 付 機 関 カントリー・リスク・スコア

金融機関向けエクスポージャー 日本貿易保険

法人等向けエクスポージャー 長期 ＆， ， ， ，

法人等向けエクスポージャー 短期 ＆， ， ， ，

② 信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以上延滞エク

スポージャーの期末残高

（単位：百万円）

平成 年 月期 令和 年 月期

信用リス

クに関す

るエクス

ポージャ

ーの残高

三月以

上延滞

エクス

ポージ

ャー

信用リス

クに関す

るエクス

ポージャ

ーの残高

三月以

上延滞

エクス

ポージ

ャー

うち

貸出金等

うち

債券

うち

貸出金等

うち

債券

国内

国外 － － － － － － － －

地域別残高計

法

人

農業 － ― － ―

製造業 ― ― ―

建設・不動産業 ― ― ― ―

電気・ガス

熱供給・水道業
― ― ― ―

運輸・通信業 ― ― ― ―

金融・保険業 ― ― ―

卸売・小売・飲

食・サービス業
― ―

日本国政府・地

方公共団体
― ―

上記以外 － ―

個人 ― ―

その他 ― ― ― ― ― ―

業種別残高計

年以下

年超 年以下

年超 年以下

年超 年以下

年超 年以下

年超

期間の定めのな

いもの
― ―

残存期間別残高計

（注）

１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算が

適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取

引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポー

ジャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間及び融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関が

融資を実行する契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残高も含めています。

３．「三月以上延滞エクスポージャー」には、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエクス

ポージャーをいいます。

４．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。

③ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：百万円）

平成 年 月期 令和 年 月期

期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高 期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高
目的使用 その他 目的使用 その他

一般貸倒引当金 － －

個別貸倒引当金 － －

 

 

④ 業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額

（単位：百万円）

区 分

平成 年 月期 令和 年 月期

期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高
貸出金

償却
期首残高 期中増加額

期中減少額
期末残高

貸出金

償却目的使用 その他 目的使用 その他

国 内 － － － －

国 外 ― － － ― ― － ― － － ― ― －

地域別計 － － － －

法

人

農業 － － － － － － － － － － － －

製造業 － － － － － － － － － － － －

建設・不動産業 － － － － － ― － － － － － ―

電 気 ・ ガ ス

熱供給・水道業
－ － － － － － － － － － － －

運輸・通信業 － － － － － － － － － － － －

金融・保険業 － － － － － － － － － － － －

卸売・小売・飲

食・サービス業
－ － － － ― － － － － － ― －

日本国政府・地

方公共団体
－ － － － － － － － － － － －

上記以外 － － － － － －

個 人 － － － －

業種別計 － － － －

（注）貸出金償却は、すでに個別貸倒引当金を引き当てていた債権について、償却額と引当金戻入額を相殺した残額を表示して

います。

 
⑤ 信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウエイト ％を適用する残高

（単位：百万円）

平成 年 月期 令和 年 月期

格付

あり

格付

なし
計

格付

あり

格付

なし
計

信

用

リ

ス

ク

削

減

効

果

勘

案

後

残

高

リスク･ウエイト０％ － －

リスク･ウエイト２％ － － － － － －

リスク･ウエイト４％ － － － － － －

リスク･ウエイト ％ － －

リスク･ウエイト ％

リスク･ウエイト ％ － －

リスク･ウエイト ％

リスク･ウエイト ％ － －

リスク･ウエイト ％

リスク･ウエイト ％ － －

リスク･ウエイト ％
－ － －

リスク･ウエイト ％ － －

その他 － － － － － －

リスク･ウエイト ％ － － － － － －

計

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算

が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ･バランス取

引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

２．「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」にはエクスポ

ージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関による

依頼格付のみを使用しています。

３．経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウエイトによっ

て集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としています。

４． ％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの免責

額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウエイト ％を適用したエクスポージャーがあります。
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４．信用リスク削減手法に関する事項

① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

当組合では、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」において定めています。

信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「貸出金と自組合貯金の相殺」、「保証」を適

用しています。

適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引相手ま

たは取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいま

す。

当組合では、適格金融資産担保取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。

保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中央政府等、本

邦地方公共団体、本邦政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、及び金融

機関または第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保

証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権の

リスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク･ウエイトを適用しています。

ただし、証券化エクスポージャーについては、これら以外の主体で保証提供時に長期格付が

または 以上で、算定基準日に長期格付が または 以上の格付を付与しているものを

適格保証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証

債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク･ウエイトを適用しています。

また、貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その

他これらに類する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す

十分な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金

をいずれの時点においても特定することができること、③自組合貯金が継続されないリスクが、

監視および管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相殺後の額が、監視および管理されて

いること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を

信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。

担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見直し行っ

ています。なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。
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４．信用リスク削減手法に関する事項

① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

当組合では、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」において定めています。

信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「貸出金と自組合貯金の相殺」、「保証」を適

用しています。

適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引相手ま

たは取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいま

す。

当組合では、適格金融資産担保取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。

保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中央政府等、本

邦地方公共団体、本邦政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、及び金融

機関または第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保

証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権の

リスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク･ウエイトを適用しています。

ただし、証券化エクスポージャーについては、これら以外の主体で保証提供時に長期格付が

または 以上で、算定基準日に長期格付が または 以上の格付を付与しているものを

適格保証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証

債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク･ウエイトを適用しています。

また、貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その

他これらに類する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す

十分な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金

をいずれの時点においても特定することができること、③自組合貯金が継続されないリスクが、

監視および管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相殺後の額が、監視および管理されて

いること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を

信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。

担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見直し行っ

ています。なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。

 

 

② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額

（単位：百万円）

区 分

平成 年 月期 令和 年 月期

適格金融

資産担保
保証

適格金融

資産担保
保証

地方公共団体金融機構向け － － － －

我が国の政府関係機関向け － － － －

地方三公社向け － － －

金融機関向け及び第一種金融

商品取引業者向け
－ － － －

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権住宅ローン － － － －

不動産取得等事業向け － － － －

３月以上延滞等 － － － －

証券化 － － － －

中央清算機関関連 － － － －

上記以外 － － － －

合 計
注

１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ･バランスを含む）のことをいい、主なものとしては貸出

金や有価証券等が該当します。

２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポー

ジャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが ％にな

ったエクスポージャーのことです。

３．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向

け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

該当する取引はありません。

．出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項

① 出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

「出資その他これに類するエクスポージャー」とは、主に貸借対照表上の有価証券勘定及び外部

出資勘定の株式又は出資として計上されているものであり、当組合においては、これらを①その他

有価証券、②系統および系統外出資に区分して管理しています。

①その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把

握およびコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び

ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成する

ＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は理事

会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリス

クヘッジを行っています。運用部門が行った取引については企画管理部門が適切な執行を行っている

かどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

②系統出資については、会員としての総会等への参画をつうじた経営概況の監督に加え、日常的な

協議をつうじた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っていま

す。

なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャーの評価等については、①その他有価証券

については時価評価を行った上で、取得原価との評価差額については、「その他有価証券評価差額金」

として純資産の部に計上しています。②系統および系統外出資については、取得原価を記載し、毀損

の状況に応じて外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があ

れば、注記表にその旨記載することとしています。
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② 出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価

（単位：百万円）

平成 年 月期 令和 年 月期

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

上 場 － － － －

非上場

合 計

③ 出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益

（単位：百万円）
平成 年 月期 令和 年 月期

売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額

－ － － － － －

④ 貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額

（保有目的区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等）

（単位：百万円）
平成 年 月期 令和 年 月期

評価益 評価損 評価益 評価損

－ － － －

７．金利リスクに関する事項

① 金利リスクの算定手法の概要

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存

在する中で金利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをいいます。

当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスク量計算要領」に、またリスク

情報の管理・報告にかかる事項を「余裕金運用等にかかるリスク管理手続」に定め、適切なリスクコン

トロールに努めています。具体的な金利リスク管理方針および手続は以下のとおりです。

◇リスク管理の方針および手続の概要

・ リスク管理および計測の対象とする金利リスクの考え方および範囲に関する説明

当ＪＡでは、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制のもとで他の市場リ

スクと一体的に管理をしています。金利リスクのうち銀行勘定の金利リスク については、

個別の管理指標の設定やモニタリング体制の整備などにより厳正な管理に努めています。

・ リスク管理およびリスクの削減の方針に関する説明

当ＪＡは、リスク管理委員会のもと、自己資本に対する の比率の管理や収支シミュレーショ

ンの分析などを行いリスク削減に努めています。

・ 金利リスク計測の頻度

毎月末を基準日として、月次で を計測しています。

◇金利リスクの算定手法の概要

当ＪＡでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿ ）については、金利感応ポジションにかかる

基準日時点のイールドカーブに基づき計算されたネット現在価値と、標準的な金利ショックを与えた

イールドカーブに基づき計算されたネット現在価値の差により算出しており、金利ショックの幅は、

上方パラレルシフト、下方パラレルシフト、スティープ化の３シナリオによる金利ショック（通貨ご

とに異なるショック幅）を適用しております。

・ 流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期

流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は 年です。

・ 流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期

流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は 年です。

・ 流動性貯金への満期の割り当て方法 コア貯金モデル等 およびその前提
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② 出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価

（単位：百万円）

平成 年 月期 令和 年 月期

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

上 場 － － － －

非上場

合 計

③ 出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益

（単位：百万円）
平成 年 月期 令和 年 月期

売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額

－ － － － － －

④ 貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額

（保有目的区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等）

（単位：百万円）
平成 年 月期 令和 年 月期

評価益 評価損 評価益 評価損

－ － － －

７．金利リスクに関する事項

① 金利リスクの算定手法の概要

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存

在する中で金利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをいいます。

当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスク量計算要領」に、またリスク

情報の管理・報告にかかる事項を「余裕金運用等にかかるリスク管理手続」に定め、適切なリスクコン

トロールに努めています。具体的な金利リスク管理方針および手続は以下のとおりです。

◇リスク管理の方針および手続の概要

・ リスク管理および計測の対象とする金利リスクの考え方および範囲に関する説明

当ＪＡでは、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制のもとで他の市場リ

スクと一体的に管理をしています。金利リスクのうち銀行勘定の金利リスク については、

個別の管理指標の設定やモニタリング体制の整備などにより厳正な管理に努めています。

・ リスク管理およびリスクの削減の方針に関する説明

当ＪＡは、リスク管理委員会のもと、自己資本に対する の比率の管理や収支シミュレーショ

ンの分析などを行いリスク削減に努めています。

・ 金利リスク計測の頻度

毎月末を基準日として、月次で を計測しています。

◇金利リスクの算定手法の概要

当ＪＡでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿ ）については、金利感応ポジションにかかる

基準日時点のイールドカーブに基づき計算されたネット現在価値と、標準的な金利ショックを与えた

イールドカーブに基づき計算されたネット現在価値の差により算出しており、金利ショックの幅は、

上方パラレルシフト、下方パラレルシフト、スティープ化の３シナリオによる金利ショック（通貨ご

とに異なるショック幅）を適用しております。

・ 流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期

流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は 年です。

・ 流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期

流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は 年です。

・ 流動性貯金への満期の割り当て方法 コア貯金モデル等 およびその前提

 

 

流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。

・ 固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提

固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。

・ 複数の通貨の集計方法およびその前提

通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮していません。

・ スプレッドに関する前提 計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか

一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプ

レッドは金利変動ショックの設定上は不変としています。

・内部モデルの使用等、⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩに重大な影響を及ぼすその他の前提

内部モデルは使用しておりません。

・前事業年度末の開示からの変動に関する説明

⊿ の前事業年度末からの変動要因は、貸出金の増加および有価証券（ 年）購入によるもの

です。

・ 計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

該当ありません。

◇⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩ以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事

項

・ 金利ショックに関する説明

リスク資本配賦管理としてＶａＲで計測する市場リスク量を算定しています。

・ 金利リスク計測の前提およびその意味 特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象と

なる⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩと大きく異なる点

特段ありません。

② 金利リスクに関する事項

（単位：百万円）

１：金利リスク

項

番

⊿ ⊿

当期末 前期末 当期末 前期末

１ 上方パラレルシフト

２ 下方パラレルシフト

３ スティープ化

４ フラット化

５ 短期金利上昇

６ 短期金利低下

７ 最大値

当期末 前期末

８ 自己資本の額

（注）「金利リスクに関する事項」については、平成 年金融庁・農水省告示第４号（平成 年 月 日付）の改

正に基づき、「⊿ 」の開示は、開示初年度となることから当期末分のみを開示しております。

・ 「⊿ 」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額とし

て計測されるものをいいます。

・ 「⊿ 」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から か月を

経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものをいいます。

・ 「上方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将

来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシ

フトに関する金利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・ 「下方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将

来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシ

フトに関する金利変動幅にマイナス１を乗じて得た数値を加える金利ショックをいい

ます。
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・ 「スティープ化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期

間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た

金利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・ 「フラット化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間

に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金

利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・ 「短期金利上昇」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期

間に応じた算出基準日 時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得

た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・ 「短期金利低下」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期

間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、短期金利上昇に関する金利変

動幅にマイナス１を乗じて得た数値を加える金利ショックをいいます。
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・ 「スティープ化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期

間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た

金利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・ 「フラット化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間

に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金

利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・ 「短期金利上昇」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期

間に応じた算出基準日 時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得

た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・ 「短期金利低下」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期

間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、短期金利上昇に関する金利変

動幅にマイナス１を乗じて得た数値を加える金利ショックをいいます。

 

 

自己資本比率の算定に関する用語解説一覧

用語 内容

自己資本比率 自己資本の額をリスク・アセット等の総額（信用リスク・アセット額及びオペレー

ショナル・リスク相当額）で除して得た額。国内基準を採用する金融機関では ％以

上が必要とされていますが、ＪＡバンクでは自主的な取り決めにより ％以上が必要

とされています。

コア資本 金融機関の経営の安定度を測る指標のひとつで、組合員より調達した資本金と内部

留保の合計であり、最も安定度の高い資本のことをいいます。

エクスポージャー リスクを有する資産並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引（以下「資産等」

といいます。）の与信相当額のことです。

リスク・ウェイト リスクを有する資産等を保有するために必要な自己資本額を算出するためのリスク

の大きさに応じた掛目のことです。

信用リスク・アセット額 エクスポージャー（リスクを有する資産等）に対して、信用リスク削減手法を適用

後、対応するリスクの大きさに応じた掛目（リスク・ウェイト）を乗じて算出した

ものです。

所要自己資本額 リスクを有する資産等を保有するのに必要となる自己資本の額のことです。国内基

準では各リスク・アセットに ％を乗じた額となります。

オペレーショナル・リス

ク（相当額）

金融機関の業務において不適切な処理等により生じるリスクのことを指し、不適切

な事務処理により生じる事務リスクやシステムの誤作動により生じるシステムリス

クなどが該当します。なお、自己資本比率の算出にあたっては、一定の手法により

オペレーショナル・リスクを数値化した額をオペレーショナル・リスク相当額とし

て分母に加算します。

基礎的手法 新ＢＩＳ規制においてオペレーショナル・リスク相当額を算出する最も簡易な手法

です。 年間の粗利益に を乗じた額の直近三年間の平均値によりオペレーショ

ナル・リスク相当額を算出する方法です。 年間の粗利益は、事業総利益から信用事

業に係るその他経常収益、信用事業以外の事業にかかるその他の収益、国債等債券

売却益・償還益、補助金受入額を控除し、信用事業に係るその他経常費用、信用事

業以外の事業にかかるその他の費用、国債等債権売却損・償還損・償却、役務取引

等費用及び金銭の信託運用見合費用を加算して算出しています。

抵当権付住宅ローン 住宅ローンのうち、抵当権が第 順位かつ担保評価額が十分であるもののことです。

コミットメント 契約した期間・融資枠の範囲内で、お客さまのご請求に基づき、金融機関が融資を

実行することを約束する契約における融資可能残額のことです。

信用リスク削減手法 金融機関が保有している信用リスクを軽減する措置であり、新ＢＩＳ規制では、貯

金や有価証券など一定の要件を満たす担保や保証がある場合には、担保や保証人の

リスク・ウェイトに置き換えることができます。

再構築コスト 同一の取引を市場で再度構築するのに必要となるコスト（ただし０を下回らない）

をいいます。

金利ショック 保有している資産や負債等に金利の変化を当てはめることです。

上下 ベーシスポイ

ントの平行移動

金利リスクの算出において、市場金利が一律 ％（ ％が ベーシスポイント）上

昇あるいは低下した場合の現在価値の変化額を算出する方法のことです。

１パーセンタイル値・

パーセンタイル値

金利リスク量の算出において、各期間ごとの金利の 年前との変化幅のデータを最低

年分集め、小さい方から大きい方へ並べて、データ数の ％目もしくは ％目の

値を変化幅として使用する方法のことです。

アウトライヤー基準 金融機関が保有する金利リスク量が自己資本（基本的項目と補完的項目）に対して

％を超える経済価値の低下が生じる場合にアウトライヤーとし、当局が早期警戒

制度の枠組みの中でモニタリングを行います。
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 《 連 結 子 会 社 の 概 況 》
ＪＡ及びその子会社の概況
ＪＡふかやグループは、当ＪＡと子会社 社で構成されています。ＪＡふかやは、先に述べたとお

り、信用業務から共済、経済、福祉など総合的に事業を展開しています。これらの業務を補完し、

さらに地域に根ざした活動を展開するために子会社（㈱ふかやアグリサービス）が、農作業受託業

務を行い皆さまに各種のサービスを提供しています。

なお、連結自己資本比率を算出する対象となる連結グループと連結財務諸表規則に基づき連結の

範囲に含まれる会社に、相違ありません。

子会社の組織図 （令和 年７月 日現在）

役 員 （令和 年７月 日現在）

代表取締役社長 小 久 保 栄 一 取 締 役 間 庭 実

取 締 役 西 田 和 行 監 査 役 内 田 律 雄

《 業 績 の 概 要 と 連 結 決 算 の 収 支 状 況 》
業 績 の 概 要
ＪＡふかや管内の農業は、担い手の高齢化・後継者不足等から耕作放棄地が増加するなど地域農

業の維持が課題となっております。

こうした中、組合員の皆さんから「自作農が出来なくなった」「貸付農地が返却された」等の理由

により農地保全や作業依頼が増えている状況です。また、加工業務用玉葱を ｈａ作付し、契約先へ

の出荷、加えて一部を直売所に出荷しました。

収 支 状 況
㈱ふかやアグリサービスの収支は、農作業受託事業をはじめとする各事業を合算した経常利益を

万円確保することができ、法人税等を控除した当期純利益につきましても 万円を計上するこ

とができました。

連 結 決 算 の 収 支 状 況
ＪＡと㈱ふかやアグリサービスとを連結した財務諸表に基づく経常利益は 百万円、期末連結

剰余金については 百万円でした。

連結自己資本比率は、 ％でした。

業績・財務関係の状況（連結）  

代表取締役社長

Ｊ Ａ ふ か や

株 主 総 会

取 締 役 会

監 査 役
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 《 連 結 子 会 社 の 概 況 》
ＪＡ及びその子会社の概況
ＪＡふかやグループは、当ＪＡと子会社 社で構成されています。ＪＡふかやは、先に述べたとお

り、信用業務から共済、経済、福祉など総合的に事業を展開しています。これらの業務を補完し、

さらに地域に根ざした活動を展開するために子会社（㈱ふかやアグリサービス）が、農作業受託業

務を行い皆さまに各種のサービスを提供しています。

なお、連結自己資本比率を算出する対象となる連結グループと連結財務諸表規則に基づき連結の

範囲に含まれる会社に、相違ありません。

子会社の組織図 （令和 年７月 日現在）

役 員 （令和 年７月 日現在）

代表取締役社長 小 久 保 栄 一 取 締 役 間 庭 実

取 締 役 西 田 和 行 監 査 役 内 田 律 雄

《 業 績 の 概 要 と 連 結 決 算 の 収 支 状 況 》
業 績 の 概 要
ＪＡふかや管内の農業は、担い手の高齢化・後継者不足等から耕作放棄地が増加するなど地域農

業の維持が課題となっております。

こうした中、組合員の皆さんから「自作農が出来なくなった」「貸付農地が返却された」等の理由

により農地保全や作業依頼が増えている状況です。また、加工業務用玉葱を ｈａ作付し、契約先へ

の出荷、加えて一部を直売所に出荷しました。

収 支 状 況
㈱ふかやアグリサービスの収支は、農作業受託事業をはじめとする各事業を合算した経常利益を

万円確保することができ、法人税等を控除した当期純利益につきましても 万円を計上するこ

とができました。

連 結 決 算 の 収 支 状 況
ＪＡと㈱ふかやアグリサービスとを連結した財務諸表に基づく経常利益は 百万円、期末連結

剰余金については 百万円でした。

連結自己資本比率は、 ％でした。

業績・財務関係の状況（連結）  

代表取締役社長

Ｊ Ａ ふ か や

株 主 総 会

取 締 役 会

監 査 役

 

 

（単位：百万円、％）

平成 年 月期 平成 年 月期 平成 年 月期 平成 年 月期 令和 年 月期

総 資 産 額 － －

純 資 産 額 － －

経 常 収 益 － －

信 用 事 業 収 益 － －

共 済 事 業 収 益 － －

農 業 関 連 事 業 収 益 － －

そ の 他 の 事 業 収 益 － －

連 結 経 常 利 益 － －

連 結 当 期 剰 余 金 － －

連結自己資本比率 － － ％ ％ ％
※ 事業区分については、「農協法施行規則」の定めによるものです。

主要な経営指標等の推移  
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■ 連 結 貸 借 対 照 表
単位千円

平成 年 月期
平成 年 月 日

令和 年 月期
令和 年 月 日

平成 年 月期

平成 年 月 日

令和 年 月期
令和 年 月 日

（資産の部） （負債の部）

１ 信用事業資産 １ 信用事業負債

現金 貯金

預金 借入金

系統預金 その他の信用事業負債

系統外預金 未払費用

有価証券 その他の負債

国債 ２ 共済事業負債

地方債 共済借入金 － －

社債 共済資金

受益証券 － 共済未払利息 － －

貸出金 未経過共済付加収入

その他の信用事業資産 その他の共済事業負債

未収収益 ３ 経済事業負債

その他の資産 経済事業未払金

貸倒引当金 △ △ 経済受託債務

４ 雑負債

２ 共済事業資産 未払法人税等

共済貸付金 － － 資産除去債務

共済未収利息 － － その他の負債

その他の共済事業資産 諸引当金

貸倒引当金 － － 賞与引当金

退職給付引当金

３ 経済事業資産 役員退職慰労引当金

経済事業未収金 負債の部合計

経済受託債権 （純資産の部）

棚卸資産 １ 組合員資本

購買品 出資金

その他の棚卸資産 資本準備金

その他の経済事業資産 利益剰余金

貸倒引当金 △ △ 利益準備金

その他利益剰余金

４ 雑資産 肥 料 協 同 購 入 積 立 金

雑資産 経営基盤強化目的積立金

貸倒引当金 △ △ 電算整備等目的積立金

個人情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策関連設備等整備拡充目的積立金

５ 固定資産 税 効 果 会 計 積 立 金

有形固定資産 ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀ・ﾗｲｽｾﾝﾀｰ施設更新・整備等目的積立金

建物 財務基盤強化目的積立金

機械装置 農業生産資材価格変動目的積立金

土地 くらしの活動推進目的積立金

その他の有形固定資産 再生可能エネルギー利用促進取組目的積立金

建設仮勘定 － 共済端末機器等更新目的積立金 －

減価償却累計額 △ △ 地域農業振興目的積立金

組織基盤強化目的積立金

無形固定資産 農協施設整備拡充目的積立金

その他の無形固定資産 野菜・花き予冷施設更新等整備目的積立金

南部営農経済センター拠点再整備目的積立金

６ 外部出資 北部営農経済センター拠点再整備目的積立金

外部出資 新生産技術導入支援目的積立金

系統出資 ６次化産業施設整備目的積立金

系統外出資 農産物直売所施設整備目的積立金

給油所施設整備等目的積立金

７ 繰延税金資産 葬祭事業関連施設整備目的積立金

特 別 積 立 金

当 期 未 処 分 剰 余 金

（う ち当期剰 余金 ） （ ） （ ）

処分未済持分 △ △

２ 評価・換算差額等 △

その他有価証券評価差額金 △

純資産の部合計

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

財務諸表  
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■ 連 結 貸 借 対 照 表
単位千円

平成 年 月期
平成 年 月 日

令和 年 月期
令和 年 月 日

平成 年 月期

平成 年 月 日

令和 年 月期
令和 年 月 日

（資産の部） （負債の部）

１ 信用事業資産 １ 信用事業負債

現金 貯金

預金 借入金

系統預金 その他の信用事業負債

系統外預金 未払費用

有価証券 その他の負債

国債 ２ 共済事業負債

地方債 共済借入金 － －

社債 共済資金

受益証券 － 共済未払利息 － －

貸出金 未経過共済付加収入

その他の信用事業資産 その他の共済事業負債

未収収益 ３ 経済事業負債

その他の資産 経済事業未払金

貸倒引当金 △ △ 経済受託債務

４ 雑負債

２ 共済事業資産 未払法人税等

共済貸付金 － － 資産除去債務

共済未収利息 － － その他の負債

その他の共済事業資産 諸引当金

貸倒引当金 － － 賞与引当金

退職給付引当金

３ 経済事業資産 役員退職慰労引当金

経済事業未収金 負債の部合計

経済受託債権 （純資産の部）

棚卸資産 １ 組合員資本

購買品 出資金

その他の棚卸資産 資本準備金

その他の経済事業資産 利益剰余金

貸倒引当金 △ △ 利益準備金

その他利益剰余金

４ 雑資産 肥 料 協 同 購 入 積 立 金

雑資産 経営基盤強化目的積立金

貸倒引当金 △ △ 電算整備等目的積立金

個人情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策関連設備等整備拡充目的積立金

５ 固定資産 税 効 果 会 計 積 立 金

有形固定資産 ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀ・ﾗｲｽｾﾝﾀｰ施設更新・整備等目的積立金

建物 財務基盤強化目的積立金

機械装置 農業生産資材価格変動目的積立金

土地 くらしの活動推進目的積立金

その他の有形固定資産 再生可能エネルギー利用促進取組目的積立金

建設仮勘定 － 共済端末機器等更新目的積立金 －

減価償却累計額 △ △ 地域農業振興目的積立金

組織基盤強化目的積立金

無形固定資産 農協施設整備拡充目的積立金

その他の無形固定資産 野菜・花き予冷施設更新等整備目的積立金

南部営農経済センター拠点再整備目的積立金

６ 外部出資 北部営農経済センター拠点再整備目的積立金

外部出資 新生産技術導入支援目的積立金

系統出資 ６次化産業施設整備目的積立金

系統外出資 農産物直売所施設整備目的積立金

給油所施設整備等目的積立金

７ 繰延税金資産 葬祭事業関連施設整備目的積立金

特 別 積 立 金

当 期 未 処 分 剰 余 金

（う ち当期剰 余金 ） （ ） （ ）

処分未済持分 △ △

２ 評価・換算差額等 △

その他有価証券評価差額金 △

純資産の部合計

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

財務諸表  
 

 

 

■ 連 結 損 益 計 算 書
（単位千円）

平成 年 月期
平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

令和 年 月期
平成 年 月 日から

令和 年 月 日まで

平成 年 月期
平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

令和 年 月期
平成 年 月 日から

令和 年 月 日まで

１ 事業総利益

事業収益

事業費用
信用事業収益

資金運用収益

うち預金利息
うち有価証券利息

うち貸出金利息

うちその他受入利息

役務取引等収益

その他事業直接収益

その他経常収益
信用事業費用

資金調達費用

うち貯金利息
うち給付補てん備金繰入

うち借入金利息

うちその他支払利息

役務取引等費用

その他経常費用

うち貸倒引当金繰入額

うち貸倒引当金戻入益

信用事業総利益

共済事業収益
共済付加収入

共済貸付金利息

その他の収益
共済事業費用

共済借入金利息

共済推進費
共済保全費

その他の費用

うち貸倒引当金繰入額

うち貸倒引当金戻入益

共済事業総利益

購買事業収益
購買品供給高

その他の収益

購買事業費用
購買品供給原価

購買品供給費

その他の費用
うち貸倒引当金繰入額

うち貸倒引当金戻入益

購買事業総利益
販売事業収益

販売品販売高

販売手数料
その他の収益

販売事業費用

販売品販売原価

その他の費用

うち貸倒引当金繰入額

うち貸倒引当金戻入益

販売事業総利益

保管事業収益

保管事業費用
保管事業総利益

－

－

－
△

－
△

－

－

△

－
△

－

－

－
－

－

△

－

加工事業収益

加工事業費用

加工事業総利益
利用事業収益

利用事業費用

利用事業総利益
宅地等供給事業収益

宅地等供給事業費用

宅地等供給事業総利益

農作業受委託事業収益

農作業受委託事業費用

農作業受委託事業総利益
郵便会計事業収益

郵便会計事業費用

郵便会計事業総利益
指導事業収入

指導事業支出

指導事業収支差額

２ 事業管理費

人件費

業務費
諸税負担金

施設費

その他事業管理費

△ △

事 業 利 益

３ 事業外収益

受取雑利息

受取出資配当金
賃貸料

太陽光発電システム売電収入

貸倒引当金戻入益
雑収入

４ 事業外費用

賃貸費用
太陽光発電システム売電費用

寄付金

雑損失

経 常 利 益

５ 特別利益
固定資産処分益

川本ライスセンター等団火共済金

６ 特別損失
固定資産処分損

固定資産圧縮損

減損損失

－
－

－

税引前当期利益

法人税・住民税及び事業税

法人税等調整額
法人税等合計

当期剰余金

当期首繰越剰余金
合併に伴う繰越剰余金引継額

税効果会計積立金取崩額

野菜・花き予冷施設更新等整備目的積立金取崩
カントリーエレベーター・ライスセンター施設更新・整備等目的積立金取崩

共済端末機器等更新目的積立金取崩

当期未処分剰余金

△

－

－

－

－
－

（注）農業協同組合法施行規則の改正に伴い、当年度については、各事業の収益及び費用を合算し、事業相互間の内部損益を除

去した「事業収益」、「事業費用」を表示しています。
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■ 連 結 注 記 表 等

平成 年 月期
（平成 年 月 日から平成 年 月 日まで）

令和 年 月期
（平成 年 月 日から令和 年 月 日まで）

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

（１）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社等の数 １社

連結子会社等の名称

株式会社 ふかやアグリサービス

② 非連結子会社等の名称

該当する項目なし。

（２）持分法の適用に関する事項

該当する項目なし。

（３）連結される子会社及び子法人等の事業年度に関する事項

すべての連結子会社等の営業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

（４）のれんの償却方法及び償却期間

該当する項目なし。

（５）剰余金処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した利益処分に基づいて作成して

います。

（６）連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、貸借対照表（連結貸借対照

表）上の｢現金｣及び｢預金｣中の当座預金、普通預金及び通知預金となっています。

．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）次に掲げる資産の評価基準および評価方法

① 有価証券（株式形態の外部出資を含む）

ア．満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

イ．子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法

ウ．その他有価証券

ａ．時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定してい

ます。）

ｂ．時価のないもの：移動平均法による原価法

② 棚卸資産

ア．購買品

主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

イ．その他の棚卸資産

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成 年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備は除く）ならびに平成 年４月１日以降に取得した建物附属設備および

構築物については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっています。

なお、自社利用ソフトウェアについては、当ＪＡにおける利用可能期間（５年）

に基づく定額法により償却しています。

（３）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定められている経理規程、資産査定要領および資産の償却・引

当基準により、次のとおり計上しています。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債

権およびそれと同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権

額から、担保の処分可能見込額を控除し、その残額を計上しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認め

られる債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証に

よる回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し

て必要と認められる額を計上しています。

破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理

的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額

から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除した残額との差

額を引き当てています。

上記以外の債権については、貸倒実績率で算定した金額計上しています。

すべての債権は、資産査定要領に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該

部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて

上記の引当を行っています。

② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計

上しています。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき、当事業年度に発生していると認められる額を計上しています。な

お、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退任慰労金の支給に備えるため、役員退任慰労金規程に定めるところにより

期末要支給額を計上しています。

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

（１）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社等の数 １社

連結子会社等の名称

株式会社 ふかやアグリサービス

② 非連結子会社等の名称

該当する項目なし。

（２）持分法の適用に関する事項

該当する項目なし。

（３）連結される子会社及び子法人等の事業年度に関する事項

すべての連結子会社等の営業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

（４）のれんの償却方法及び償却期間

該当する項目なし。

（５）剰余金処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した利益処分に基づいて作成して

います。

（６）連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、貸借対照表（連結貸借対照

表）上の｢現金｣及び｢預金｣中の当座預金、普通預金及び通知預金となっています。

．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）次に掲げる資産の評価基準および評価方法

① 有価証券（株式形態の外部出資を含む）

ア．子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法

イ．その他有価証券

ａ．時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定してい

ます。）

ｂ．時価のないもの：移動平均法による原価法

② 棚卸資産

ア．購買品

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

イ．その他の棚卸資産

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成 年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備は除く）ならびに平成 年４月１日以降に取得した建物附属設備および

構築物については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっています。

なお、自社利用ソフトウェアについては、当ＪＡにおける利用可能期間（５年）

に基づく定額法により償却しています。

（３）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定められている経理規程、資産査定要領および資産の償却・引

当基準により、次のとおり計上しています。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債

権およびそれと同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権

額から、担保の処分可能見込額を控除し、その残額を計上しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認め

られる債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証に

よる回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し

て必要と認められる額を計上しています。

破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理

的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額

から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除した残額との差

額を引き当てています。

上記以外の債権については、貸出金等の平均残存期間の予想損失額を見込んで計上

しており、予想損失額は、平均残存期間の貸倒実績を基礎に、これに将来見込み等必

要な修正を加えて算定しています。

すべての債権は、資産査定要領に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当

該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づ

いて上記の引当を行っています。

② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計

上しています。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき、当事業年度に発生していると認められる額を計上しています。な

お、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退任慰労金の支給に備えるため、役員退任慰労金規程に定めるところにより

期末要支給額を計上しています。
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（４）消費税および地方消費税の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、５年間で均等償却を

行っています。

（５）決算書類に記載した金額の端数処理の方法

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については「０」

で表示しています。

３．連結貸借対照表に関する注記

（１）資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価額から直接控除した圧縮記帳額は、次のとおりです。

建物 千円

構築物 千円

機械装置 千円

車両・運搬具 千円

工具器具備品 千円

土地 千円

計 千円

（２）リース契約により使用する重要な固定資産

貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両 台、給油所設備２台、共済端末機

台および通信端末機 台については、リース契約により使用しています。

（３）担保に供している資産

以下の資産は、次のとおり担保に供しています。

種 類 金 額 目 的

系統預金 千円 為替決済に関する保証金

（４）役員との間の取引による役員に対する金銭債権および金銭債務

理事および監事に対する金銭債権の総額 千円

理事および監事に対する金銭債務の総額 －千円

（５）貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳

貸出金のうち、破綻先債権額は 千円、延滞債権額は 千円です。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息

を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」

という。）のうち、法人税法施行令（昭和 年政令第 号）第 条第１項第３号イか

らホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金です。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経

営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金で

す。

貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月

以上遅延している貸出金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる

取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しない

ものです。

破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合計

額は 千円です。

なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

（４）消費税および地方消費税の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、５年間で均等償却を

行っています。

（５）決算書類に記載した金額の端数処理の方法

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については「０」

で表示しています。

．表示方法の変更に関する注記

（１） 外部出資の表示

従来、「系統出資」は系統組織への出資金としており、埼玉県農業協同組合中央会が

管理・運営する基金（前事業年度計 千円）は、系統外出資として計上してき

ましたが、基金を管理・運営する団体で区分したことから、当該基金は、当事業年度

より系統外出資から系統出資に振替計上することとしました。

なお、当該基金の前事業年度及び当事業年度の残高合計はいずれも 千円で

す。

（２） 損益計算書の表示方法

農業協同組合法施行規則の改正に伴い、損益計算書に各事業ごとの収益および費用を

合算し、各事業相互間の内部損益を除去した、「事業収益」「事業費用」を損益計算書

に表示しています。

．連結貸借対照表に関する注記

（１）資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価額から直接控除した圧縮記帳額は、次のとおりです。

建物 千円

構築物 千円

機械装置 千円

車両・運搬具 千円

工具器具備品 千円

土地 千円

計 千円

（２）リース契約により使用する重要な固定資産

貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両 台、給油所設備３台、真空冷却

装置１台、保冷庫１台、サーバー用ＰＣ２台、共済端末機 台および通信端末機

台については、リース契約により使用しています。

（３）担保に供している資産

以下の資産は、次のとおり担保に供しています。

種 類 金 額 目 的

系統預金 千円 為替決済に関する保証金

（４）役員との間の取引による役員に対する金銭債権および金銭債務

理事および監事に対する金銭債権の総額 千円

理事および監事に対する金銭債務の総額 －千円

（５）貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳

貸出金のうち、破綻先債権額は 千円、延滞債権額は 千円です。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息

を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」

という。）のうち、法人税法施行令（昭和 年政令第 号）第 条第１項第３号イか

らホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金です。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経

営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金で

す。

貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月

以上遅延している貸出金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる

取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しない

ものです。

破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合計

額は 千円です。

なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

（６）目的積立金の表示

合併に伴い、当期から合算して表示しています。
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．連結損益計算書に関する注記

（１）減損損失の計上

① 共用資産として位置づけた資産および資産をグループ化した方法の概要

当ＪＡでは、投資の意思決定を行う単位として固定資産のグルーピングを実施した結

果、営業店舗については支店および事業所ごとに、また、業務外固定資産（遊休資産と

賃貸固定資産）については、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。

なお、本店、営農経済センター、カントリーエレベーター、ライスセンター、農業生

産共同施設については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の資産

グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから共用資産と認識していま

す。

② 当該資産又は資産グループの概要ならびに減損損失の金額およびその内訳

当期に減損を計上した固定資産は、次のとおりです。

③ 減損損失を認識するに至った経緯

用土農産物直売センター、農機センターについては、営業収支が２期連続赤字である

と同時に、短期的に業績の回復が見込まれないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として認識しました。

旧鉢形ライスセンターについては、賃貸用固定資産として使用していますが、使用価

値が帳簿価額まで達しないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として認識しました。

寄居農産物直売所については、令和元年９月下旬頃を目途に店舗を閉鎖する予定であ

り、原状回復費用を見込んだ正味売却価額が帳簿価額まで達しないため、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しました。

④ 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額を採用しており、土地については固定資産税評価額

（ ％割り戻し）に基づき算定し、建物および償却資産については、期末簿価に近似

するものとし簿価を正味売却価額としています。

寄居農産物直売所については、土地は賃借物件であるため、建物については撤去予定

のため、回収可能価額を零として評価しています。

５．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当ＪＡは農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企

業や団体などへの貸付け、残った余裕金を埼玉県信用農業協同組合連合会へ預けて

いるほか、国債、地方債、金融債などの債券による運用を行っています。

② 金融商品の内容およびそのリスク

当ＪＡが保有する金融資産は、主として当ＪＡ管内の組合員等に対する貸出金お

よび有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約不履行によってもたらされる信用

リスクに晒されています。

また、有価証券は、主に債券であり、満期保有目的および純投資目的（その他有

価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リスクおよ

び市場価格の変動リスクに晒されています。

③ 金融商品にかかるリスク管理体制

ア．信用リスクの管理

当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決

定しています。また、通常の貸出取引については、本店に審査課を設置し各支店と

の連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャ

ッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格

な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の

維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権について

は管理・回収方針を作成・実施し、資産の健全化に取組んでいます。また、資産自

己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づき必要額を

計上し、資産および財務の健全化に努めています。

イ．市場リスクの管理

当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロ

ールすることにより、収益化および財務の安定化を図っています。このため、財務

の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、金融情勢の変

化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析

および当ＪＡの保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会

において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開

催して、日常的な情報交換および意思決定を行っています。運用部門は、理事会で

決定した運用方針およびＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の

売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理

部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行

い経営層に報告しています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当ＪＡで保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品

です。当ＪＡにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主た

る金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類している債券、貸出

金および貯金です。

当ＪＡでは、これらの金融資産および金融負債について、期末後１年程度の金

利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理

場 所 用 途 種 類 金 額 その他

用土農産物直売センター 店 舗 建 物 千円

農 機 セ ン タ ー
農機具

格納庫
建 物 千円

旧鉢形ライスセンター 共同施設 建 物 千円

寄居農産物直売所 店 舗 建 物 千円

建物 千円

構築物 千円

器具・備品

千円

．連結損益計算書に関する注記

（１）減損損失の計上

① 共用資産として位置づけた資産および資産をグループ化した方法の概要

当ＪＡでは、投資の意思決定を行う単位として固定資産のグルーピングを実施した結

果、営業店舗については支店および事業所ごとに、また、業務外固定資産（遊休資産と

賃貸固定資産）については、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。

なお、本店、営農経済センター、カントリーエレベーター、ライスセンター、農業生

産共同施設については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の資産

グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから共用資産と認識していま

す。

② 当該資産又は資産グループの概要ならびに減損損失の金額およびその内訳

当期に減損を計上した固定資産は、次のとおりです。

③ 減損損失を認識するに至った経緯

用土農産物直売センターについては、営業収支が２期連続赤字であると同時に、短期

的に業績の回復が見込まれないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として認識しました。

旧鉢形ライスセンターについては、賃貸用固定資産として使用していますが、使用価

値が帳簿価額まで達しないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として認識しました。

④ 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額を採用しており、土地については固定資産税評価額

（ ％割り戻し）に基づき算定し、建物および償却資産については、期末簿価に近似

するものとし簿価を正味売却価額としています。

（２） 事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法に関する注記

当ＪＡは、事業別の収益および費用について、事業間取引の相殺表示を行っていま

す。

また、損益計算書の事業収益、事業費用については農業協同組合法施行規則にした

がい、各事業間の内部損益を除去した額を掲載しています。

．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当ＪＡは農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企

業や団体などへの貸付け、残った余裕金を埼玉県信用農業協同組合連合会へ預けて

いるほか、国債、地方債、金融債などの債券による運用を行っています。

② 金融商品の内容およびそのリスク

当ＪＡが保有する金融資産は、主として当ＪＡ管内の組合員等に対する貸出金お

よび有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約不履行によってもたらされる信用

リスクに晒されています。

また、有価証券は、主に債券であり、満期保有目的および純投資目的（その他有

価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リスクおよ

び市場価格の変動リスクに晒されています。

③ 金融商品にかかるリスク管理体制

ア．信用リスクの管理

当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決

定しています。また、通常の貸出取引については、本店に審査課を設置し各支店と

の連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャ

ッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格

な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の

維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権について

は管理・回収方針を作成・実施し、資産の健全化に取組んでいます。また、資産自

己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づき必要額を

計上し、資産および財務の健全化に努めています。

イ．市場リスクの管理

当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロ

ールすることにより、収益化および財務の安定化を図っています。このため、財務

の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、金融情勢の変

化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析

および当ＪＡの保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会

において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開

催して、日常的な情報交換および意思決定を行っています。運用部門は、理事会で

決定した運用方針およびＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の

売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理

部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行

い経営層に報告しています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当ＪＡで保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品

です。当ＪＡにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主た

る金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類している債券、貸出

金および貯金です。

当ＪＡでは、これらの金融資産および金融負債について、期末後１年程度の金

利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理

場 所 用 途 種 類 金 額 その他

用土農産物直売センター 店 舗
建 物

土 地
千円

建物 千円

土地 千円

旧鉢形ライスセンター 共同施設

建 物

無形固定

資産

非償却）

千円

建物 千円

無形固定 千円

資産 非償却）
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にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、

指標となる金利が 上昇したものと想定した場合にも、経済価値が

千円増加するものと把握しています。当該変動額は、金利を除くリスク

変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を考慮し

ていません。

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超

える影響が生じる可能性があります。

ウ．資金調達にかかる流動性リスクの管理

当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を

作成し、安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについて

は、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金

性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、

市場価格がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含ま

れています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な

る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（２）金融商品の時価等に関する事項

① 金融商品の貸借対照表計上額および時価等

当事業年度末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおり

です。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含

めず③に記載しています。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

預 金

有価証券

その他有価証券

貸出金

貸倒引当金

－

△

－

△

－

－

貸倒引当金控除後

経済事業未収金

貸倒引当金 △

貸倒引当金控除後 －

資 産 計

貯 金 △

負 債 計 △

貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金 千円を含

めています。

貸出金には、貸付留保金を控除していません。

貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金です。

経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金です。

② 金融商品の時価の算定方法

【資産】

ア．預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リス

クの極めて少ない期待利回りである標準的な金利（円Ｌｉｂｏｒ・スワップレート）

で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

イ．有価証券

債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。

ウ．貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出

先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似している

ことから当該帳簿価額によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類および期間に基づく区分ごとに、元

利金の合計額をリスクの極めて少ない期待利回りである標準的な金利（円Ｌｉｂｏ

ｒ・スワップレート）で割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額

として算定しています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額

から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。

エ．経済事業未収金

経済事業未収金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等

しいことから、当該帳簿価額によっています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額

から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。

【負債】

ア．貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価と

みなしています。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来の

キャッシュ・フローをリスクの極めて少ない期待利回りである標準的な金利（円Ｌ

ｉｂｏｒ・スワップレート）で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定

しています。

③ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、こ

れらは①の金融商品の時価情報には含まれていません。

（単位：千円）

貸借対照表計上額

外部出資

外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価

を把握することが極めて困難であると認められるため、時価開示の対

象とはしていません。

にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、

指標となる金利が 上昇したものと想定した場合にも、経済価値が

千円増加するものと把握しています。当該変動額は、金利を除くリス

ク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を考慮

していません。

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超

える影響が生じる可能性があります。

ウ．資金調達にかかる流動性リスクの管理

当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を

作成し、安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについて

は、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金

性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、

市場価格がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含ま

れています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な

る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（２）金融商品の時価等に関する事項

① 金融商品の貸借対照表計上額および時価等

当事業年度末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおり

です。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含

めず③に記載しています。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

預 金

有価証券

その他有価証券

貸出金

貸倒引当金

－

△

－

△

－

－

貸倒引当金控除後

経済事業未収金

貸倒引当金 △

貸倒引当金控除後 －

資 産 計

貯 金

負 債 計

貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金 千円を含

めています。

貸出金には、貸付留保金を控除していません。

貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金です。

経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金です。

② 金融商品の時価の算定方法

【資産】

ア．預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リス

クの極めて少ない期待利回りである標準的な金利（円Ｌｉｂｏｒ・スワップレート）

で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

イ．有価証券

債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。

ウ．貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出

先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似している

ことから当該帳簿価額によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類および期間に基づく区分ごとに、元

利金の合計額をリスクの極めて少ない期待利回りである標準的な金利（円Ｌｉｂｏ

ｒ・スワップレート）で割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額

として算定しています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額

から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。

エ．経済事業未収金

経済事業未収金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等

しいことから、当該帳簿価額によっています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額

から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。

【負債】

ア．貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価と

みなしています。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来の

キャッシュ・フローをリスクの極めて少ない期待利回りである標準的な金利（円Ｌ

ｉｂｏｒ・スワップレート）で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定

しています。

③ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、こ

れらは①の金融商品の時価情報には含まれていません。

（単位：千円）

貸借対照表計上額

外部出資

外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価

を把握することが極めて困難であると認められるため、時価開示の対

象とはしていません。
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④ 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

預金

有価証券

その他有価証券のうち

満期があるもの

貸出金

経済事業未収金

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

合 計

貸出金のうち、当座貸越（融資型を除く） 千円については「１年以内」

に含めています。

貸出金のうち、３カ月以上延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等

千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。

経済事業未収金のうち、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等

千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。

⑤ 有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

貯金 －

合 計 －

貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めています。

．有価証券に関する注記

（１）有価証券の時価および評価差額に関する事項

① その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額お

よびこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）

貸借対照表

計上額

取得原価または

償却原価
差 額

貸借対照表計上

額が取得原価ま

たは償却原価を

超えるもの

国 債

地 方 債

社 債

小 計

貸借対照表計上

額が取得原価ま

たは償却原価を

超えないもの

社 債 △

合 計

なお、上記差額から繰延税金負債 千円を差し引いた額 千円が、

「その他有価証券評価差額金」に含まれています。

（２）当年度中に売却したその他有価証券

（単位：千円）

売却額 売却益 売却損

国 債 －

地 方 債 －

社 債 －

合 計 －

（３）当事業年度中に保有目的が変更となった有価証券

余裕金運用方針の変更に伴い、従来満期保有目的で保有していた国債、地方債、特

別法人債、社債（貸借対照表計上額 千円）をその他保有目的に変更して

います。

この変更により総資産が 千円、繰延税金負債が 千円、その他有

価証券評価差額金が 千円増加しています。

④ 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

預金

有価証券

その他有価証券のうち

満期があるもの

貸出金

経済事業未収金

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

合 計

貸出金のうち、当座貸越（融資型を除く） 千円については「１年以内」

に含めています。

貸出金のうち、３カ月以上延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等

千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。

経済事業未収金のうち、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等

千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。

⑤ 有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

貯金 －

合 計 －

貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めています。

．有価証券に関する注記

（１）有価証券の時価および評価差額に関する事項

① その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額お

よびこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）

貸借対照表

計上額

取得原価または

償却原価
差 額

貸借対照表計上

額が取得原価ま

たは償却原価を

超えるもの

国 債

地 方 債

社 債

小 計

貸借対照表計上

額が取得原価ま

たは償却原価を

超えないもの

国 債 △

社 債 △

受益証券 △

小 計 △

合 計 △

なお、上記差額から繰延税金資産 千円を加え、繰延税金負債 千円を差引いた

額△ 千円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれています。

（２）当年度中に売却したその他有価証券

（単位：千円）

売却額 売却益 売却損

国 債 －

社 債 －

合 計 －
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．退職給付に関する注記

（１）退職給付に関する注記

① 採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用して

います。また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため確定給

付型年金制度（ＤＢ）および特定退職金共済制度を採用しています。

なお、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

② 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

③ 退職給付債務および年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

④ 退職給付に関連する損益

簡便法で計算した退職給付費用 千円

（２）特例業務負担金の将来見込み額

人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組

合制度の統合を図るための農林漁業団体共済組合法等を廃止する等の法律附則第

条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）がおこなう特例年金等の業務に要する費用

に充てるため拠出した特例業務負担金 千円を含めて計上しています。

なお、同組合より示された平成 年３月現在における令和１４年３月までの特例

業務負担金の将来見込額は、 千円となっています。

．税効果会計に関する注記

（１）繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 号 平成 年２

月 日）等を当事業年度から適用しています。

．重要な後発事象に関する注記

当組合は、平成 年９月 日開催の当組合の第４回臨時総代会、並びに榛沢農業協同

組合の臨時総会において、承認された合併契約に基づき、平成 年４月１日に榛沢農業

協同組合と合併し、資産、負債及び権利義務の一切を同組合より引継ぎました。

期首における退職給付引当金

退職給付費用

退職給付の支払額

確定給付型年金制度（ＤＢ）への拠出金

特定退職金共済制度への拠出金

期末における退職給付引当金

千円

千円

△ 千円

△ 千円

△ 千円

千円

退職給付債務

確定給付型年金制度（ＤＢ）

特定退職金共済制度

未積立退職給付債務

退職給付引当金

千円

△ 千円

△ 千円

千円

千円

繰延税金資産

退職給付引当金

賞与引当金

減損会計損失否認（土地）

減損会計損失否認（土地以外）

貸倒引当金超過額

役員退職慰労引当金

利息費用否認（資産除去債務）

賞与引当金分の法定福利費否認

未収貸付金利息控除否認額

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

その他有価証券評価益

全農出資評過大

有形固定資産（除去費用）

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額 ＋

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

△ 千円

千円

△ 千円

△ 千円

△ 千円

△ 千円

千円

法定実効税率

（調整）

交際費等の損金不算入額

評価性引当額の増減

寄付金の損金不算入額

住民税均等割額

受取配当等の益金不算入額（△）

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

％

％

％

％

％

△ ％

△ ％

％

．退職給付に関する注記

（１）退職給付に関する注記

① 採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用して

います。また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため確定給

付型年金制度（ＤＢ）および特定退職金共済制度を採用しています。

なお、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

② 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

③ 退職給付債務および年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

④ 退職給付に関連する損益

簡便法で計算した退職給付費用 千円

（２）特例業務負担金の将来見込み額

人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組

合制度の統合を図るための農林漁業団体共済組合法等を廃止する等の法律附則第

条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）がおこなう特例年金等の業務に要する費用

に充てるため拠出した特例業務負担金 千円を含めて計上しています。

なお、同組合より示された令和 年３月現在における令和１４年３月までの特例業務

負担金の将来見込額は、 千円となっています。

．税効果会計に関する注記

（１）繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 号 平成 年２

月 日）等を当事業年度から適用しています。

．合併に関する注記

当組合は、ふかや農業協同組合を存続組合として、榛沢農業協同組合と平成 年４

月１日に合併しました。

（１）合併による消滅組合の名称

榛沢農業協同組合

（２）合併の目的

組合員サービスを継続していくために、２ＪＡの合併によって今日まで培われてきた

経験や知識を結集し、組合員との絆を大切にしながら、将来にわたって持続可能な経営

基盤を確立し、組合員や地域の皆様から「必要とされるＪＡ」「信頼され選ばれるＪＡ」

となるよう、「未来へつなぐ農業振興を柱としたＪＡづくり」「より身近で、信頼に応え

るＪＡづくり」「協同の力を結集し、組合員を幸せにするＪＡづくり」を目的とします。

期首における退職給付引当（旧ＪＡ榛沢合算）

退職給付費用

退職給付の支払額

確定給付型年金制度（ＤＢ）への拠出金

特定退職金共済制度への拠出金

期末における退職給付引当金

千円

千円

△ 千円

△ 千円

△ 千円

千円

退職給付債務

確定給付型年金制度（ＤＢ）

特定退職金共済制度

未積立退職給付債務

退職給付引当金

千円

△ 千円

△ 千円

千円

千円

繰延税金資産

退職給付引当金

賞与引当金

その他有価証券評価差額金

減損会計損失否認（土地）

減損会計損失否認（土地以外）

㈱ふかやアグリサービス（寄付）

役員退職慰労引当金

利息費用否認（資産除去債務）

貸倒引当金超過額

賞与引当金分の法定福利費否認

未払事業税・地方法人特別税

未収貸付金利息控除否認額

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

全農出資評過大

その他有価証券評価差額金

有形固定資産（除去費用）

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額 ＋

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

△ 千円

千円

△ 千円

△ 千円

△ 千円

△ 千円

千円

法定実効税率

（調整）

交際費等の損金不算入額

寄付金の損金不算入額

住民税均等割額

評価性引当額の増減

受取配当等の益金不算入額（△）

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

％

％

％

％

△ ％

△ ％

△ ％

％
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．資産除去債務に関する注記

（１）資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

① 当該資産除去債務の概要

当ＪＡの川本支店事務所、八基支店野菜集出荷所等に使用されている有害物質を除

去する義務に関して、資産除去債務を計上しています。

また、寄居農産物直売所については、令和元年９月下旬頃を目途に店舗を閉鎖する

予定となったため、不動産賃借契約に基づく退去時における原状回復にかかる義務に

関して、資産除去債務を計上しました。

② 当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は０年～ 年、割引率は

０％～ ％を採用しています。

③ 当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減

（２）貸借対照表に計上している以外の資産除去債務

当ＪＡは、アグリホール駐車場、男衾直売所駐車場等に関して、不動産賃借契約に基

づき、退去時における原状回復にかかる義務を有していますが、当該アグリホール駐車

場、男衾直売所駐車場等は当ＪＡが事業を継続する上で必須の施設であり、現時点で除

去は想定していません。また、移転が行われる予定もないことから、資産除去債務の履

行時期を合理的に見積ることができません。そのため、当該義務に見合う資産除去債務

を計上していません。

．その他の注記

（１）リース契約により使用する重要な固定資産

オペレーティング・リース

ファイナンス・リース取引以外の、所有権が当ＪＡに移転しないオペレーティング・

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていま

す。なお、未経過リース料は下記のとおりです。

上記未経過リース料は、解約不能なオペレーティング・リース取引の未経過リー

ス料と解約可能なオペレーティング・リース取引の解約金の合計額です。

期首残高

有形固定資産の取得に伴う増加額

新たな資産除去債務の認識に伴う増加額

時の経過による調整額

期末残高

千円

－千円

千円

千円

千円

未経過リース料残高相当額

１年以内

１年超

合計

千円

千円

千円

（３）合併日

平成 年４月１日

（４）合併による存続組合の名称

ふかや農業協同組合

（５）合併比率および算定方法

１対１の対等合併

（６）出資１口あたりの金額

円

（ ）消滅組合から承継した資産、負債、純資産の額および主な内訳

資産 千円

（うち 預金 千円、貸出金 千円、

経済事業未収金 千円）

負債 千円（うち貯金 千円）

純資産 千円（うち出資金 千円）

なお、これらについては帳簿価額で評価しています。

また、会計処理方法は統一しています。

．資産除去債務に関する注記

（１）資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

① 当該資産除去債務の概要

当ＪＡの川本支店事務所、八基支店野菜集出荷所等に使用されている有害物質を除

去する義務に関して、資産除去債務を計上しています。

② 当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は０年～ 年、割引率は

０％～ ％を採用しています。

③ 当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減

（２）貸借対照表に計上している以外の資産除去債務

当ＪＡは、アグリホール駐車場、男衾直売所駐車場等に関して、不動産賃借契約に基

づき、退去時における原状回復にかかる義務を有していますが、当該アグリホール駐車

場、男衾直売所駐車場等は当ＪＡが事業を継続する上で必須の施設であり、現時点で除

去は想定していません。また、移転が行われる予定もないことから、資産除去債務の履

行時期を合理的に見積ることができません。そのため、当該義務に見合う資産除去債務

を計上していません。

．その他の注記

（１）リース契約により使用する重要な固定資産

オペレーティング・リース

ファイナンス・リース取引以外の、所有権が当ＪＡに移転しないオペレーティング・

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていま

す。なお、未経過リース料は下記のとおりです。

上記未経過リース料は、解約不能なオペレーティング・リース取引の未経過リー

ス料と解約可能なオペレーティング・リース取引の解約金の合計額です。

期首残高

時の経過による調整額

資産除去債務の履行による減少額

期末残高

千円

千円

△ 千円

千円

未経過リース料残高相当額

１年以内

１年超

合計

千円

千円

千円
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■ 連 結 剰 余 金 計 算 書
（単位：千円）

科 目
平成 年 月期

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

令和 年 月期

平成 年 月 日から令和 年 月 日まで

（資本剰余金の部）

１ 資本剰余金期首残高

２ 資本剰余金増加高

３ 資本剰余金減少高

４ 資本剰余金期末残高

－

－

－

－

（利益剰余金の部）

１ 利益剰余金期首残高

２ 利益剰余金増加高

当期剰余金

３ 利益剰余金減少高

配当金

４ 利益剰余金期末残高

リスク管理債権残高

（単位：千円）

破綻先

債権額
（注１）

延滞

債権額
（注２）

カ月以上

延滞債権額
（注３）

貸出条件

緩和債権額
注４）

合 計

平成 年 月期 － －

令和 年 月期 － －

注１：破綻先債権：
元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとし

て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち，法人税法施行

令第 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じているものをいう。

注２：延滞債権：
未収利息不計上貸出金であって，注１に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの

以外のものをいう。

注３：３カ月以上延滞債権：
元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金（注１，注２に掲げるものを除く。）をいう。

注４：貸出条件緩和債権：
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として，金利の減免，利息の支払猶予，元本の返済猶予，債権放棄その他の債務者に有利

となる取決めを行った貸出金（注１，注２及び注３に掲げるものを除く。）をいう。

事業別経常収益等

（単位：千円）

区 分 項 目 平成 年度 令和元年度

信 用 事 業

事業収益

経常利益

資産の額

共 済 事 業

事業収益

経常利益

資産の額

農 業 関 連 事 業

事業収益

経常利益 △

資産の額

そ の 他 事 業

事業収益

経常利益 △ △

資産の額 － －

計

事業収益

経常利益

資産の額
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連結自己資本比率の状況

令和 年 月末における連結自己資本比率は、 ％となりました。

当連結グループでは、適正なプロセスにより連結自己資本比率を正確に算出し、ＪＡを中心に信用リスクやオ

ペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保

の積み増しにより自己資本の充実に努めています。

○ 資本調達手段の種類 普通出資

コア資本に係る基礎項目に算入した額 百万円（前年度 百万円）

（ ）自己資本の構成に関する事項

（単位：百万円、％）

項 目

平成 年 月期 令和 年 月期

経過措置

による不

算入額

コア資本にかかる基礎項目

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額

うち、出資金及び資本準備金の額

うち、再評価積立金の額 － －

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額 （△）

うち、上記以外に該当するものの額 △ △

コア資本に算入される評価・換算差額等 － －

うち、退職給付に係るものの額 － －

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 － －

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

公的機関による資本の増強に関する措置をつうじて発行された資本調達手段の額の

うち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
－ －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の４５％に相当する額のうち、コア資

本に係る基礎項目の額に含まれる額
－ －

非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

コア資本にかかる基礎項目の額 （イ）

コア資本にかかる調整項目

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計

額
－

うち、のれんに係るものの額 － － －

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 －

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － － －

適格引当金不足額 － － －

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － － －

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － － －

退職給付に係る資産の額 － － －
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連結自己資本比率の状況

令和 年 月末における連結自己資本比率は、 ％となりました。

当連結グループでは、適正なプロセスにより連結自己資本比率を正確に算出し、ＪＡを中心に信用リスクやオ

ペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保

の積み増しにより自己資本の充実に努めています。

○ 資本調達手段の種類 普通出資

コア資本に係る基礎項目に算入した額 百万円（前年度 百万円）

（ ）自己資本の構成に関する事項

（単位：百万円、％）

項 目

平成 年 月期 令和 年 月期

経過措置

による不

算入額

コア資本にかかる基礎項目

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額

うち、出資金及び資本準備金の額

うち、再評価積立金の額 － －

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額 （△）

うち、上記以外に該当するものの額 △ △

コア資本に算入される評価・換算差額等 － －

うち、退職給付に係るものの額 － －

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 － －

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

公的機関による資本の増強に関する措置をつうじて発行された資本調達手段の額の

うち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
－ －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の４５％に相当する額のうち、コア資

本に係る基礎項目の額に含まれる額
－ －

非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

コア資本にかかる基礎項目の額 （イ）

コア資本にかかる調整項目

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計

額
－

うち、のれんに係るものの額 － － －

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 －

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － － －

適格引当金不足額 － － －

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － － －

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － － －

退職給付に係る資産の額 － － －

 

 

項 目

平成 年 月期 令和 年 月期

経過措置

による不

算入額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － － －

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － － －

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － － －

特定項目に係る１０％基準超過額 － － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの

額
－ － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － － －

特定項目に係る１５％基準超過額 － － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの

額
－ － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － － －

コア資本に係る調整項目の額 （ロ）

自己資本

自己資本の額（（イ）―（ロ）） （ハ）

リスク・アセット等

信用リスク・アセットの額の合計額

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △ △

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー

うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額に係るものの額 － －

うち、上記以外に該当するものの額 － －

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額

信用リスク・アセット調整額 － －

オペレーショナル・リスク相当額調整額 － －

リスク・アセット等の額の合計額 （ニ）

連結自己資本比率

連結自己資本比率（（ハ）／（ニ）） ％ ％

（注）

１．農協法第 条の 第 項第 号の規定に基づく組合の経営の健全性を判断するための基準に係る算式に基づき算出してい

ます。

２．当組合は、信用リスク・アセットの算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保の適用については信用リスク削減手法

の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法を採用しています。

３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。
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（ ）自己資本の充実度に関する事項

① 信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳 （単位：百万円）

平成 年 月期 令和 年 月期

エクスポージャ

ーの期末残高

リスク・

アセット額

所要自己

資本額

＝ ×４％

エクスポージャ

ーの期末残高

リスク・

アセット額

所要自己

資本額

＝ ×４％

現金 － － － －

我が国の中央政府及び中央銀行向け － － － －

外国の中央政府及び中央銀行向け － － － － － －

国際決済銀行向け － － － － － －

我が国の地方公共団体向け － － － －

外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － － － －

国際開発銀行向け － － － － － －

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け － － － － －

金融機関及び第一種金融商品取引業者

向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け － － － － － －

三月以上延滞等

取立未済手形

信用保証協会等保証付

株式会社地域経済活性化支援機構等に

よる保証付
－ － － － － －

共済約款貸付 － － － － － －

出資等

（うち出資等のエクスポージャー）

（うち重要な出資のエクスポージャー） － － － － － －

上記以外

（うち他の金融機関等の対象資本等調達
手段のうち対象普通出資等及びその他外
部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当するもの

以外のものに係るエクスポージャー）

（うち農林中央金庫又は農業協同組合連

合会の対象普通出資等に係るエクスポー
ジャー）

－ － －

（うち特定項目のうち調整項目に算入さ

れない部分に係るエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超

える議決権を保有している他の金融機関
等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達手
段に関するエクスポージャー）

－ － － － － －

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有していない他の金融機
関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達

手段に係る５％基準額を上回る部分に係
るエクスポージャー）

－ － － － － －

（うち上記以外のエクスポージャー）

証券化 － － － － － －

（うちＳＴＣ要件適用分） － － － － － －

（うち非ＳＴＣ適用分） － － － － － －

再証券化 － － － － － －

リスク・ウェイトのみなし計算が適用

されるエクスポージャー
－ － － － － －

（うちルックスルー方式） － － － － － －

（うちマンデート方式） － － － － － －

（うち蓋然性方式 ％） － － － － － －

（うち蓋然性方式 ％） － － － － － －

（うちフォールバック方式） － － － － － －

経過措置によりリスク・アセットの額

に算入されるものの額
－ △ △ － － －

他の金融機関等の対象資本調達手段に

係るエクスポージャーに係る経過措置
－ － － － △ △
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（ ）自己資本の充実度に関する事項

① 信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳 （単位：百万円）

平成 年 月期 令和 年 月期

エクスポージャ

ーの期末残高

リスク・

アセット額

所要自己

資本額

＝ ×４％

エクスポージャ

ーの期末残高

リスク・

アセット額

所要自己

資本額

＝ ×４％

現金 － － － －

我が国の中央政府及び中央銀行向け － － － －

外国の中央政府及び中央銀行向け － － － － － －

国際決済銀行向け － － － － － －

我が国の地方公共団体向け － － － －

外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － － － －

国際開発銀行向け － － － － － －

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け － － － － －

金融機関及び第一種金融商品取引業者

向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け － － － － － －

三月以上延滞等

取立未済手形

信用保証協会等保証付

株式会社地域経済活性化支援機構等に

よる保証付
－ － － － － －

共済約款貸付 － － － － － －

出資等

（うち出資等のエクスポージャー）

（うち重要な出資のエクスポージャー） － － － － － －

上記以外

（うち他の金融機関等の対象資本等調達
手段のうち対象普通出資等及びその他外
部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当するもの

以外のものに係るエクスポージャー）

（うち農林中央金庫又は農業協同組合連

合会の対象普通出資等に係るエクスポー
ジャー）

－ － －

（うち特定項目のうち調整項目に算入さ

れない部分に係るエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超

える議決権を保有している他の金融機関
等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達手
段に関するエクスポージャー）

－ － － － － －

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有していない他の金融機
関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達

手段に係る５％基準額を上回る部分に係
るエクスポージャー）

－ － － － － －

（うち上記以外のエクスポージャー）

証券化 － － － － － －

（うちＳＴＣ要件適用分） － － － － － －

（うち非ＳＴＣ適用分） － － － － － －

再証券化 － － － － － －

リスク・ウェイトのみなし計算が適用

されるエクスポージャー
－ － － － － －

（うちルックスルー方式） － － － － － －

（うちマンデート方式） － － － － － －

（うち蓋然性方式 ％） － － － － － －

（うち蓋然性方式 ％） － － － － － －

（うちフォールバック方式） － － － － － －

経過措置によりリスク・アセットの額

に算入されるものの額
－ △ △ － － －

他の金融機関等の対象資本調達手段に

係るエクスポージャーに係る経過措置
－ － － － △ △

 

 

によりリスク・アセットの額に算入さ

れなかったものの額（△）

標準的手法を適用するエクスポージャ

ー別計

ＣＶＡリスク相当額÷８％ － － － － － －

中央清算機関関連エクスポージャー － － － － － －

合計（信用リスク・アセットの額）

オペレーショナル・リスクに対する所

要自己資本額

＜基礎的手法＞

オペレーショナル・リスク相当

額を８％で除して得た額

所要自己資本

額

オペレーショナル・リスク相当

額を８％で除して得た額

所要自己資本

額

ａ ａ×４％ ａ ａ’×４％

所要自己資本額計

リスク・アセット等

（分母）合計

所要自己

資本額

リスク・アセット等

（分母）合計

所要自己

資本額

ａ ａ×４％ ａ ａ’×４％

（注）

１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載してい

ます。

２．エクスポージャーとは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が

該当します。

３．「三月以上延滞等」とは，元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び

「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが ％になったエクスポージャー

のことです。

４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。

５．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化

し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

６．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入となるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置によるリスク・アセットの額お

よび調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当します。

７．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる保証又はク

レジット・デリバティブの免責額が含まれます。

８．当連結グループでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たって基礎的手法を採用しております。
 
＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞ 

粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％ 
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

（ ）信用リスクに関する事項

① リスク管理の方法及び手続の概要

当連結グループでは、ＪＡ以外で与信を行っていないため、連結グループにおける信用リスク管

理の方針及び手続等は定めていません。ＪＡの信用リスク管理の方針及び手続等の具体的内容は、

単体の開示内容をご参照ください。

（注）単体の「リスク管理の状況」の項目に記載。

② 標準的手法に関する事項

連結自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により算出し

ています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定に当たり使用

する格付等は次のとおりです。

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは，以下の適格格付機関による依頼格付けの

み使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

適 格 格 付 機 関

株式会社格付投資情報センター Ｒ＆Ⅰ

株式会社日本格付研究所 ＪＣＲ

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク Ｍｏｏｄｙｓ

Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング Ｓ＆Ｐ

フィッチレーティングスリミテッド Ｆｉｔｃｈ

（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための掛目の

ことです。

÷８％ 
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（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リスク・スコアは、

次のとおりです。

エクスポージャー 適 格 格 付 機 関 カントリー・リスク・スコア

金融機関向けエクスポージャー 日本貿易保険

法人等向けエクスポージャー 長期 ＆， ， ， ，

法人等向けエクスポージャー 短期 ＆， ， ， ，

③ 信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以上延滞エク

スポージャーの期末残高

（単位：百万円）
平成 年 月期 令和 年 月期

信用リス

クに関す

るエクス

ポージャ

ーの残高

三月以

上延滞

エクス

ポージ

ャー

信用リス

クに関す

るエクス

ポージャ

ーの残高

三月以

上延滞

エクス

ポージ

ャー

うち

貸出金等

うち

債券

うち

貸出金等

うち

債券

国内

国外 － － － － － － － －

地域別残高計

法

人

農業 － ― － ―

製造業 ― ― ―

建設・不動産業 ― ― ― ―

電気・ガス

熱供給・水道業
― ― ― ―

運輸・通信業 ― ― ― ―

金融・保険業 ― ― ―

卸売・小売・飲

食・サービス業
― ―

日本国政府・地

方公共団体
― ―

上記以外 ― ―

個人 ― ―

その他 ― ― ― ― ― ―

業種別残高計

年以下

年超 年以下

年超 年以下

年超 年以下

年超 年以下

年超

期間の定めのな

いもの
― ―

残存期間別残高計

（注）

１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算が

適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取

引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポー

ジャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間及び融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関が

融資を実行する契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残高も含めています。

３．「三月以上延滞エクスポージャー」には、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエクス

ポージャーをいいます。

４．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。
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（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リスク・スコアは、

次のとおりです。

エクスポージャー 適 格 格 付 機 関 カントリー・リスク・スコア

金融機関向けエクスポージャー 日本貿易保険

法人等向けエクスポージャー 長期 ＆， ， ， ，

法人等向けエクスポージャー 短期 ＆， ， ， ，

③ 信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以上延滞エク

スポージャーの期末残高

（単位：百万円）
平成 年 月期 令和 年 月期

信用リス

クに関す

るエクス

ポージャ

ーの残高

三月以

上延滞

エクス

ポージ

ャー

信用リス

クに関す

るエクス

ポージャ

ーの残高

三月以

上延滞

エクス

ポージ

ャー

うち

貸出金等

うち

債券

うち

貸出金等

うち

債券

国内

国外 － － － － － － － －

地域別残高計

法

人

農業 － ― － ―

製造業 ― ― ―

建設・不動産業 ― ― ― ―

電気・ガス

熱供給・水道業
― ― ― ―

運輸・通信業 ― ― ― ―

金融・保険業 ― ― ―

卸売・小売・飲

食・サービス業
― ―

日本国政府・地

方公共団体
― ―

上記以外 ― ―

個人 ― ―

その他 ― ― ― ― ― ―

業種別残高計

年以下

年超 年以下

年超 年以下

年超 年以下

年超 年以下

年超

期間の定めのな

いもの
― ―

残存期間別残高計

（注）

１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算が

適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取

引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポー

ジャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間及び融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関が

融資を実行する契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残高も含めています。

３．「三月以上延滞エクスポージャー」には、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエクス

ポージャーをいいます。

４．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。

 

 

④ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：百万円）

平成 年 月期 令和 年 月期

期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高 期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高
目的使用 その他 目的使用 その他

一般貸倒引当金 － －

個別貸倒引当金 － －

⑤ 業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額

（単位：百万円）

区 分

平成 年 月期 令和 年 月期

期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高
貸出金

償却
期首残高 期中増加額

期中減少額
期末残高

貸出金

償却目的使用 その他 目的使用 その他

国 内 － － － －

国 外 ― － － ― ― － ― － － ― ― －

地域別計 － － － －

法

人

農業 － － － － － － － － － － － －

製造業 － － － － － － － － － － － －

建設・不動産業 － － － － － ― － － － － － ―

電 気 ・ ガ ス

熱供給・水道業
－ － － － － － － － － － － －

運輸・通信業 － － － － － － － － － － － －

金融・保険業 － － － － － － － － － － － －

卸売・小売・飲

食・サービス業
－ － － － － － － － － － － －

日本国政府・地

方公共団体
－ － － － － － － － － － － －

上記以外 － － － － － －

個 人 － － － －

業種別計 － － － －

（注）貸出金償却は、すでに個別貸倒引当金を引き当てていた債権について、償却額と引当金戻入額を相殺した残額を表示して

います。

 
⑥ 信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウエイト ％を適用する残高

（単位：百万円）

平成 年 月期 令和 年 月期

格付

あり

格付

なし
計

格付

あり

格付

なし
計

信 用 リ

ス ク 削

減 効 果

勘 案 後

残高

リスク･ウエイト０％ － －

リスク･ウエイト２％ － － － － － －

リスク･ウエイト４％ － － － － － －

リスク･ウエイト ％ － －

リスク･ウエイト ％

リスク･ウエイト ％ － －

リスク･ウエイト ％

リスク･ウエイト ％ － －

リスク･ウエイト ％

リスク･ウエイト ％ － －

リスク･ウエイト ％ － － －

リスク･ウエイト ％ － －

その他 － － － － － －

リスク･ウエイト ％ － － － － － －

計

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算

が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ･バランス取
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引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

２．「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」にはエクスポ

ージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関による

依頼格付のみを使用しています。

３．経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウエイトによっ

て集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としています。

４． ％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの免責

額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウエイト ％を適用したエクスポージャーがあります。

（ ）信用リスク削減手法に関する事項

① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

連結自己資本比率の算出にあって、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」において定

めています。信用リスク削減手法の適用及び管理方針、手続は、ＪＡのリスク管理の方針及び手

続に準じて行っています。ＪＡのリスク管理の方針及び手続等の具体的内容は、単体の開示内容

（ｐ． ）をご参照ください。

② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額

（単位：百万円）

区 分

平成 年 月期 令和 年 月期

適格金融

資産担保
保証

適格金融

資産担保
保証

地方公共団体金融機構向け － － － －

我が国の政府関係機関向け － － － －
地方三公社向け － － －

金融機関向け及び第一種金融商

品取引業者向け
－ － － －

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権住宅ローン － － － －

不動産取得等事業向け － － － －
３月以上延滞等 － － － －

証券化 － － － －
中央清算機関関連 － － － －

上記以外 － － － －
合 計

注

１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ･バランスを含む）のことをいい、主なものとしては貸出

金や有価証券等が該当します。

２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポー

ジャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが ％にな

ったエクスポージャーのことです。

３．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向

け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

（ ）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

該当する取引はありません。

（６）オペレーショナル・リスクに関する事項

① オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

連結グループにかかるオペレーショナル・リスク管理は、子会社においてはＪＡのリスク管理
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引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

２．「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」にはエクスポ

ージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関による

依頼格付のみを使用しています。

３．経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウエイトによっ

て集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としています。

４． ％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの免責

額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウエイト ％を適用したエクスポージャーがあります。

（ ）信用リスク削減手法に関する事項

① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

連結自己資本比率の算出にあって、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」において定

めています。信用リスク削減手法の適用及び管理方針、手続は、ＪＡのリスク管理の方針及び手

続に準じて行っています。ＪＡのリスク管理の方針及び手続等の具体的内容は、単体の開示内容

（ｐ． ）をご参照ください。

② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額

（単位：百万円）

区 分

平成 年 月期 令和 年 月期

適格金融

資産担保
保証

適格金融

資産担保
保証

地方公共団体金融機構向け － － － －

我が国の政府関係機関向け － － － －
地方三公社向け － － －

金融機関向け及び第一種金融商

品取引業者向け
－ － － －

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権住宅ローン － － － －

不動産取得等事業向け － － － －
３月以上延滞等 － － － －

証券化 － － － －
中央清算機関関連 － － － －

上記以外 － － － －
合 計

注

１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ･バランスを含む）のことをいい、主なものとしては貸出

金や有価証券等が該当します。

２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポー

ジャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが ％にな

ったエクスポージャーのことです。

３．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向

け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

（ ）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

該当する取引はありません。

（６）オペレーショナル・リスクに関する事項

① オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

連結グループにかかるオペレーショナル・リスク管理は、子会社においてはＪＡのリスク管理

 

 

及びその手続に準じたリスク管理を行っています。

（ ）出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項

① 連結グループにかかる出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理は、子会社に

おいてはＪＡのリスク管理及びその手続に準じたリスク管理を行っています。

② 出資その他これに類するエクスポージャーの連結貸借対照表計上額及び時価

（単位：百万円）

平成 年 月期 令和 年 月期

連結貸借対照表

計上額
時価評価額

連結貸借対照表

計上額
時価評価額

上 場 － － － －

非上場

合 計

③ 出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益

（単位：百万円）
平成 年 月期 令和 年 月期

売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額

－ － － － － －

④ 貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額

（保有目的区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等）

（単位：百万円）
平成 年 月期 令和 年 月期

評価益 評価損 評価益 評価損

－ － － －

⑤ 連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額

（子会社・関連会社株式の評価損益等）

該当する取引はありません。

（８）金利リスクに関する事項

① 金利リスクの算定手法の概要

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存

在する中で金利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをいいます。

当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスク量計算要領」に、またリスク

情報の管理・報告にかかる事項を「余裕金運用等にかかるリスク管理手続」に定め、適切なリスクコン

トロールに努めています。具体的な金利リスク管理方針および手続は以下のとおりです。

◇リスク管理の方針および手続の概要

・ リスク管理および計測の対象とする金利リスクの考え方および範囲に関する説明

当ＪＡでは、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制のもとで他の市場

リスクと一体的に管理をしています。金利リスクのうち銀行勘定の金利リスク については、

個別の管理指標の設定やモニタリング体制の整備などにより厳正な管理に努めています。

・ リスク管理およびリスクの削減の方針に関する説明

当ＪＡは、リスク管理委員会のもと、自己資本に対する の比率の管理や収支シミュレーシ

ョンの分析などを行いリスク削減に努めています。

・ 金利リスク計測の頻度

毎月末を基準日として、月次で を計測しています。
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◇金利リスクの算定手法の概要

当ＪＡでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿ ）については、金利感応ポジションにかか

る基準日時点のイールドカーブに基づき計算されたネット現在価値と、標準的な金利ショックを与

えたイールドカーブに基づき計算されたネット現在価値の差により算出しており、金利ショックの

幅は、上方パラレルシフト、下方パラレルシフト、スティープ化の３シナリオによる金利ショック

（通貨ごとに異なるショック幅）を適用しております。

・ 流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期

流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は 年です。

・ 流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期

流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は 年です。

・ 流動性貯金への満期の割り当て方法 コア貯金モデル等 およびその前提

流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。

・ 固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提

固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。

・ 複数の通貨の集計方法およびその前提

通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮していません。

・ スプレッドに関する前提 計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか

一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該ス

プレッドは金利変動ショックの設定上は不変としています。

・内部モデルの使用等、⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩに重大な影響を及ぼすその他の前提

内部モデルは使用しておりません。

・前事業年度末の開示からの変動に関する説明

⊿ の前事業年度末からの変動要因は、貸出金の増加および有価証券（ 年）の購入によるも

のです。

・ 計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

該当ありません。

◇⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩ以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事

項

・ 金利ショックに関する説明

リスク資本配賦管理としてＶａＲで計測する市場リスク量を算定しています。

・ 金利リスク計測の前提およびその意味 特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象と

なる⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩと大きく異なる点

特段ありません。

② 金利リスクに関する事項

（単位：百万円）

１：金利リスク

項

番

⊿ ⊿

当期末 前期末 当期末 前期末

１ 上方パラレルシフト

２ 下方パラレルシフト

３ スティープ化

４ フラット化

５ 短期金利上昇

６ 短期金利低下

７ 最大値

当期末 前期末

８ 自己資本の額

（注）「金利リスクに関する事項」については、平成 年金融庁・農水省告示第４号（平成 年 月 日付）の改

正に基づき、「⊿ 」の開示は、開示初年度となることから当期末分のみを開示しております。
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◇金利リスクの算定手法の概要

当ＪＡでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿ ）については、金利感応ポジションにかか

る基準日時点のイールドカーブに基づき計算されたネット現在価値と、標準的な金利ショックを与

えたイールドカーブに基づき計算されたネット現在価値の差により算出しており、金利ショックの

幅は、上方パラレルシフト、下方パラレルシフト、スティープ化の３シナリオによる金利ショック

（通貨ごとに異なるショック幅）を適用しております。

・ 流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期

流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は 年です。

・ 流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期

流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は 年です。

・ 流動性貯金への満期の割り当て方法 コア貯金モデル等 およびその前提

流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。

・ 固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提

固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。

・ 複数の通貨の集計方法およびその前提

通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮していません。

・ スプレッドに関する前提 計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか

一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該ス

プレッドは金利変動ショックの設定上は不変としています。

・内部モデルの使用等、⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩに重大な影響を及ぼすその他の前提

内部モデルは使用しておりません。

・前事業年度末の開示からの変動に関する説明

⊿ の前事業年度末からの変動要因は、貸出金の増加および有価証券（ 年）の購入によるも

のです。

・ 計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

該当ありません。

◇⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩ以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事

項

・ 金利ショックに関する説明

リスク資本配賦管理としてＶａＲで計測する市場リスク量を算定しています。

・ 金利リスク計測の前提およびその意味 特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象と

なる⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩと大きく異なる点

特段ありません。

② 金利リスクに関する事項

（単位：百万円）

１：金利リスク

項

番

⊿ ⊿

当期末 前期末 当期末 前期末

１ 上方パラレルシフト

２ 下方パラレルシフト

３ スティープ化

４ フラット化

５ 短期金利上昇

６ 短期金利低下

７ 最大値

当期末 前期末

８ 自己資本の額

（注）「金利リスクに関する事項」については、平成 年金融庁・農水省告示第４号（平成 年 月 日付）の改

正に基づき、「⊿ 」の開示は、開示初年度となることから当期末分のみを開示しております。

 

 

・ 「⊿ 」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額とし

て計測されるものをいいます。

・ 「⊿ 」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から か月を

経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものをいいます。

・ 「上方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将

来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシ

フトに関する金利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・ 「下方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将

来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシ

フトに関する金利変動幅にマイナス１を乗じて得た数値を加える金利ショックをいい

ます。

・ 「スティープ化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期

間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た

金利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・ 「フラット化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間

に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金

利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・ 「短期金利上昇」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期

間に応じた算出基準日 時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得

た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・ 「短期金利低下」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期

間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、短期金利上昇に関する金利変

動幅にマイナス１を乗じて得た数値を加える金利ショックをいいます。
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令和２年６月１１日の通常総代会の終結の時をもって石澤清治は、代表理事組合長を退任して

おります。 
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令和２年６月１１日の通常総代会の終結の時をもって石澤清治は、代表理事組合長を退任して

おります。 

■会計監査人の監査 

 

 2019 年度の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書及び注記表は、農業協同

組合法第 37 条の２第３項の規定に基づき、みのり監査法人の監査を受けております。 
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店舗・事業所名 住   所 電話番号 ATM・CD台数 

本   店  深谷市内ケ島728-1 048-574-1155 － 

明 戸 支 店  深谷市蓮沼290-1 048-571-6363 １台 

大 寄 支 店  深谷市内ケ島728-１ 048-571-7511 １台 

深 谷 支 店  深谷市仲町16-13 048-571-0248 １台 

藤 沢 支 店  深谷市人見1921-1 048-573-0138 １台 

豊 里 支 店  深谷市新戒410-3 048-587-2301 １台 

 豊里支店店外ATM  深谷市中瀬811  １台 

八 基 支 店  深谷市血洗島187 048-587-2311 １台 

櫛 挽 支 店  深谷市櫛引66 048-572-8111 １台 

幡 羅 支 店  深谷市東方2118-1 048-573-0559 １台 

本 郷 支 店  深谷市針ヶ谷340-1 048-585-2224 １台 

川 本 支 店  深谷市本田339-1 048-583-3231 １台 

武 川 支 店  深谷市田中603-1 048-583-2831 １台 

榛 沢 支 店  深谷市榛沢新田580-1 048-585-2324 １台 

北部営農経済センター  深谷市上敷免981-1 048-501-8388 － 

南部営農経済センター  深谷市人見1935-1 048-580-3211 － 

西部営農経済センター  深谷市榛沢新田580-1 048-501-2664 － 

農 機 セ ン タ ー  深谷市上敷免990-1 048-572-0080 － 

フ ロ ル 直 売 所  深谷市樫合763 048-574-5315 － 

グ ル 米 ハ ウ ス  深谷市東方2118-1 048-573-5311 － 

川 本 農 産 物 直 売 所  深谷市長在家1279-2 048-583-6120 － 

川 本 給 油 所  深谷市本田339-3 048-583-3113 － 

榛 沢 給 油 所  深谷市榛沢新田1161-2 048-546-0333 － 

カントリーエレベーター   深谷市上敷免990-1 048-571-2008 － 

川本ライスセンター  深谷市本田278 048-583-2823 － 

 

㈱ふかやアグリサービス  深谷市櫛引66 048-579-5900 － 

 
 
 

店舗・事業所名 住   所 電話番号 ATM・CD台数 

用 土 支 店  寄居町大字用土1793-1 048-584-2007 １台 

寄 居 桜 沢 支 店  寄居町大字桜沢1110-1 048-581-1311 １台 

 寄居桜沢支店店外ATM  寄居町大字寄居1651  １台 

城 南 支 店  寄居町大字鉢形105 048-581-1160 １台 

 城南支店店外ATM  寄居町大字立原367  １台 

男 衾 支 店  寄居町大字富田152-7 048-582-0022 １台 

男 衾 給 油 所  寄居町大字富田152-7 048-582-1941 － 

用土農産物直売センター  寄居町大字用土831-1 048-584-2110 － 

男 衾 農 産 物 直 売 所  寄居町大字富田114-1 048-582-0909 － 

ア グ リ ホ ー ル 寄 居  寄居町大字桜沢100 048-580-0166 － 

店舗等一覧（ 令 和 ２ 年 ７ 月 現 在 ）

深谷市

寄居町
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店舗・事業所名 住   所 電話番号 ATM・CD台数 

本   店  深谷市内ケ島728-1 048-574-1155 － 

明 戸 支 店  深谷市蓮沼290-1 048-571-6363 １台 

大 寄 支 店  深谷市内ケ島728-１ 048-571-7511 １台 

深 谷 支 店  深谷市仲町16-13 048-571-0248 １台 

藤 沢 支 店  深谷市人見1921-1 048-573-0138 １台 

豊 里 支 店  深谷市新戒410-3 048-587-2301 １台 

 豊里支店店外ATM  深谷市中瀬811  １台 

八 基 支 店  深谷市血洗島187 048-587-2311 １台 

櫛 挽 支 店  深谷市櫛引66 048-572-8111 １台 

幡 羅 支 店  深谷市東方2118-1 048-573-0559 １台 

本 郷 支 店  深谷市針ヶ谷340-1 048-585-2224 １台 

川 本 支 店  深谷市本田339-1 048-583-3231 １台 

武 川 支 店  深谷市田中603-1 048-583-2831 １台 

榛 沢 支 店  深谷市榛沢新田580-1 048-585-2324 １台 

北部営農経済センター  深谷市上敷免981-1 048-501-8388 － 

南部営農経済センター  深谷市人見1935-1 048-580-3211 － 

西部営農経済センター  深谷市榛沢新田580-1 048-501-2664 － 

農 機 セ ン タ ー  深谷市上敷免990-1 048-572-0080 － 

フ ロ ル 直 売 所  深谷市樫合763 048-574-5315 － 

グ ル 米 ハ ウ ス  深谷市東方2118-1 048-573-5311 － 

川 本 農 産 物 直 売 所  深谷市長在家1279-2 048-583-6120 － 

川 本 給 油 所  深谷市本田339-3 048-583-3113 － 

榛 沢 給 油 所  深谷市榛沢新田1161-2 048-546-0333 － 

カントリーエレベーター   深谷市上敷免990-1 048-571-2008 － 

川本ライスセンター  深谷市本田278 048-583-2823 － 

 

㈱ふかやアグリサービス  深谷市櫛引66 048-579-5900 － 

 
 
 

店舗・事業所名 住   所 電話番号 ATM・CD台数 

用 土 支 店  寄居町大字用土1793-1 048-584-2007 １台 

寄 居 桜 沢 支 店  寄居町大字桜沢1110-1 048-581-1311 １台 

 寄居桜沢支店店外ATM  寄居町大字寄居1651  １台 

城 南 支 店  寄居町大字鉢形105 048-581-1160 １台 

 城南支店店外ATM  寄居町大字立原367  １台 

男 衾 支 店  寄居町大字富田152-7 048-582-0022 １台 

男 衾 給 油 所  寄居町大字富田152-7 048-582-1941 － 

用土農産物直売センター  寄居町大字用土831-1 048-584-2110 － 

男 衾 農 産 物 直 売 所  寄居町大字富田114-1 048-582-0909 － 

ア グ リ ホ ー ル 寄 居  寄居町大字桜沢100 048-580-0166 － 

店舗等一覧（ 令 和 ２ 年 ７ 月 現 在 ）

深谷市

寄居町

 
農業協同組合法施行規則第204条（単体） 
１ 業務の運営の組織 

２ 理事及び監事の氏名及び役職名 

３ 会計監査人設置組合にあっては、会計監査人の氏名又は

名称 

４ 事務所の名称及び所在地 

５ 組合の主要な業務の内容 

６ 直近の事業年度における事業の概況 

７ 直近の５事業年度における主要な業務の状況を示す指

標として次に掲げる事項 

(1) 経常収益(農業協同組合にあっては、第143条第2

項第1号に定める事業の区分ごとの事業収益及びその

合計) 

(2) 経常利益 

(3) 当期剰余金 

(4) 出資金及び出資口数 

(5) 純資産額 

(6) 総資産額 

(7) 貯金等残高 

(8) 貸出金残高 

(9) 有価証券残高 

(10) 単体自己資本比率 

(11) 法第５２条第2項の区分ごとの剰余金の配当の金額 

(12) 職員数 

８ 直近の２事業年度における事業の状況を示す指標とし

て次に掲げる事項 

【主要な業務の状況を示す指標】 

(1) 事業粗利益及び事業粗利益率 

(2) 資金運用収支、役務取引等収支及びその他事業収支 

(3) 資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高、利息、利

回り及び総資金利ざや 

(4) 受取利息及び支払利息の増減 

(5) 総資産経常利益率及び資本経常利益率 

(6) 総資産当期純利益率及び資本当期純利益率 

【貯金に関する指標】 

(1) 流動性貯金、定期性貯金、譲渡性貯金その他の貯金の

平均残高 

(2) 固定自由金利定期貯金、変動自由金利定期貯金及びそ

の他の区分ごとの定期貯金の残高 

【貸出金等に関する指標】 

(1) 手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残

高 

(2) 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高 

(3) 担保の種類別(貯金等､有価証券､動産､不動産その他

担保物､農業信用基金協会保証その他保証及び信用の

区分)の貸出金残高及び債務保証見返額 
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39 

 

39 

 

 

39 

 

39 

40 

 

 

 
(4) 使途別(設備資金及び運転資金の区分)の貸出金残高  

(5) 業種別の貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金

の総額に対する割合 

(6) 主要な農業関係の貸出実績 

(7) 貯貸率の期末値及び期中平均値 

【有価証券に関する指標】 

(1) 商品有価証券の種類別(商品国債､商品地方債、商品

政府保証債及びその他の商品有価証券の区分)の平均

残高 

(2) 有価証券の種類別(国債､地方債､社債､株式､外国債

券及び外国株式その他の証券の区分)の残存期間別の

残高 

(3) 有価証券の種類別(国債､地方債､社債､株式､外国債

券及び外国株式その他の証券の区分)の平均残高 

(4) 貯証率の期末値及び期中平均値 

９ 組合の業務の運営に関する事項 

(1) リスク管理の体制 

(2) 法令遵守の体制 

(3) 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 

10 組合の直近の２事業年度における財産の状況に関す

る次に掲げる事項 

(1) 貸借対照表、損益計算書及び注記表、剰余金処分計

算書又は損失金処理計算書 

(2) 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額 

① 破綻
たん

先債権に該当する貸出金 

② 延滞債権に該当する貸出金 

③ 三カ月以上延滞債権に該当する貸出金 

④ 貸出条件緩和債権に該当する貸出金 

(3) 自己資本(基本的項目に係る細目を含む。)の充実の

状況 

(4) 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時

価及び評価損益 

① 有価証券 

② 金銭の信託 

③ デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバ

ティブ取引に該当するものを除く) 

④ 金融等デリバティブ取引(法第10条第6項

第13号に規定する金融等デリバティブ取引) 

⑤ 有価証券店頭デリバティブ取引(法第10条

第6項第15号に規定する有価証券店頭デリ

バティブ取引) 

(5) 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 

(6) 貸出金償却の額 

(7)会計監査人設置組合にあっては、法第37条の２第３ 

項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている旨                               
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※ 当ＪＡふかやは、信託業務を行っておりませんので、信託に関する事項は削除しています。 

 

農業協同組合法施行規則第205条（連結） 
１ 組合及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織

の構成 

２ 組合の子会社等に関する次に掲げる事項 

(1) 名称 

(2) 主たる営業所又は事務所の所在地 

(3) 資本金又は出資金 

(4) 事業の内容 

(5) 設立年月日 

(6) 組合が有する子会社等の議決権の総株主、総社員

又は総出資者の議決権に占める割合 

(7) 組合の一の子会社等以外の子会社等が有する当

該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出

資者の議決権に占める割合 

３ 直近の事業年度における組合及びその子会社等の事 

業の概況 

４ 直近の５連結会計年度における主要な業務の状況を

示す指標として次に掲げる事項 

(1)経常収益(第143条第2項第1号に定める事業の区

分ごとの事業収益及びその合計) 

(2) 経常利益又は経常損失 
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(3) 当期利益又は当期損失 

(4) 純資産額 

(5) 総資産額 

(6) 連結自己資本比率 

５ 直近の２連結会計年度における組合及びその子会

社等の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結注

記表、連結剰余金計算書 

６ 直近の２連結会計年度における組合及びその子会

社等の貸出金のうち次に掲げるものの額及びその

合計額 

(1) 破綻
たん

先債権に該当する貸出金 

(2) 延滞債権に該当する貸出金 

(3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸出金 

(4) 貸出条件緩和債権に該当する貸出金 

７ 直近の２連結会計年度における組合及びその子会

社等の自己資本（基本的項目に係る細目を含む。）

の充実の状況 

８ 直近の２連結会計年度における組合及びその子会

社等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場

合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属す

る事業収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資

産の額 

 

 

 

 

68～77 

 

 

77 

 

 

 

 
 

 

 

78 

 

 

 

 

 

開示項目一覧

- 91 -



 

 ディスクロージャーとは．．．．  

ディスクロージャーとは、企業の信頼性を増し、出資者（組合員）をはじめ一般の方々にも安心

して事業をご利用いただくために、財務内容や経営内容を公開することです。 

ＪＡにおいても、信用事業等の業務範囲の拡大に伴い、経営や財務に関する情報の開示をつうじ、

ＪＡの運営の健全性をご判断いただくために、ここにディスクローズいたします。 

 

この冊子が、ＪＡの事業内容や経営・財務内容をより深くご理解いただく糧となるとともに、み

なさま方とＪＡとのパイプ役となりお役に立つことを願っております。 

 

 

 ＪＡふかやは、ホームページを開設しています。  
私どもＪＡふかやは、平成14年10月にホームページを開設以来、おかげさまで、みなさまから

たくさんのアクセスをいただいております。私どものホームページは、ＪＡの情報はもちろんのこ

と、地域の農業などの情報も載せています。 

これも、私たちは地域で活動し、地域のなかで育てていただいているからです。 

特に、ホームページ等へのみなさま方からのご意見やご感想には、とても感謝しています。私ど

もＪＡは、もっと身近なＪＡを目指し、これからも努力してまいりますので、引続きご支援、ご協

力のほどよろしくお願い申し上げます。 

ホームページのアドレスは、http://www.ja-fukaya.ｊｐですのでアクセスお待ち申し上げています。

 

 

本ディスクロージャーについてのお問い合わせは 

ＪＡふかや 企画管理部 

TEL.048-574-1155  

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kikaku@fkya.st-ja.or.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.ja-fukaya.jp
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2020年 DISCLOSURE 

令和2年7月制作 

ＪＡふかや（ふかや農業協同組合） 

〒366-0831 深谷市内ケ島728番地1 

℡.048-574-1155(代表) 

【ＪＡふかやホームページ】 

http://www.ja-fukaya.jp
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